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 請求 

原子力規制委員会が平成２６年９月１０日付けで参加人九州電力株式会社に

対してした核原料物質，核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第４３条の

３の８第１項に基づく川内原子力発電所第１号炉及び第２号炉に対する設置変15 

更許可処分を取り消す。 

 事案の概要等 

１  事案の概要 

本件は，原告らが，参加人が設置し，運転する川内原子力発電所（以下「川

内原発」という。）の１号発電用原子炉施設（以下「１号機」という。）及び20 

２号発電用原子炉施設（以下「２号機」といい，１号機と併せて「本件各原子

炉」という。）について，処分行政庁が平成２６年９月１０日付けで参加人に

対してした設置変更許可処分（以下「本件処分」という。）の取消しを求める

事案である。 

２  関係法令の定め 25 

別紙２のとおりであり，略称も，以下便宜上再掲することがあるほか，これ
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に従う。 

３  前提事実（顕著な事実，争いがない事実並びに掲記の証拠及び弁論の全趣旨

により認定することができる事実） 

(1) 当事者等 

ア 原告らは，別紙１当事者目録記載の住所地に居住する者である。 5 

イ 参加人は，電力事業等を目的とする会社であり，鹿児島県薩摩川内市内

に所在する川内原発において，本件各原子炉を設置している。 

ウ 処分行政庁は，原子力規制委員会設置法（以下「設置法」という。）２

条に基づいて，環境省の外局として設置され，発電用原子炉の設置等に関

する許可権限を有する機関である（以下，処分行政庁のことを「原子力規10 

制委員会」ということもある。）。 

(2) 原子力発電の概要等 

ア 原子力発電とは，ウラン燃料が核分裂する際に放出する熱エネルギーを利

用することによって水を蒸気に変え，その蒸気の力でタービンを回転させて

発電することを基本的な原理とする発電方法である。 15 

原子力発電では，原子炉内部にウラン燃料を装荷し，ウラン燃料の核分

裂連鎖反応を利用して，熱エネルギーを継続的に発生させる。核分裂連鎖

反応とは，中性子が原子核に衝突し，これにより原子核が分裂（核分裂）

し，エネルギーを発生させるとともに中性子を放出し，放出された中性子

が更に別の原子核に衝突して次の核分裂を起こす過程が繰り返され，核分20 

裂が継続することをいう。ウランの核分裂連鎖反応では，１回の核分裂に

より二，三個の中性子が放出され，これらの中性子は，炉心の外に逃げ出

すか，核分裂を引き起こさない物質に吸収されるか，次の核分裂を起こす

ことになる。このうち，１回の核分裂で発生した二，三個の中性子のうち，

１個のみが次の核分裂を引き起こす状態，つまり核分裂を引き起こしたの25 

と同数の中性子が次の核分裂を引き起こす状態では，核分裂の数が一定に
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保たれる（このような状態は臨界と呼ばれる。）。他方，次の核分裂を起

こす中性子の数が，核分裂を引き起こさない物質に吸収されること等によ

り，核分裂を引き起こした数より少なくなる状態では，核分裂連鎖反応は

やがて止まることになる（このような状態は未臨界と呼ばれる。）。 

原子力発電所（発電用原子炉）とは，ウラン燃料の核分裂連鎖反応を制5 

御しつつ，これを継続的に発生させることによって熱エネルギーを発生さ

せ，発電用タービンを回転させる蒸気を作るための装置である。その中心

部（炉心）は，核分裂連鎖反応を起こして発熱する核燃料，核分裂で新た

に発生する高速の中性子を次の核分裂反応が起こりやすい状態にまで減速

させるための減速材，発生した熱を取り出すための冷却材及び核分裂連鎖10 

反応を制御するための制御材等から構成される。原子炉は，原子炉圧力容

器及び原子炉格納容器に入れられ，この原子炉格納容器は原子炉建屋に覆 

われる。 

（乙Ｃ１（殊に，２９頁以下，３１頁以下）） 

イ 発電用原子炉のうち，減速材及び冷却材の両者の役割を果たすものとし15 

て，水（軽水）を用いるものを軽水型原子炉という。軽水型原子炉には，沸

騰水型原子炉（ＢＷＲ）と加圧水型原子炉（ＰＷＲ）の２種類がある。本件

各原子炉は，いずれも加圧水型原子炉である。（乙Ｃ１（３１頁）） 

ウ 加圧水型原子炉の構造及び発電の仕組みは以下のとおりである。 

(ｱ) 加圧水型原子炉では，原子炉内を加圧することにより原子炉の冷却材20 

（一次冷却材）を沸騰させることなく高温，高圧の熱水状態で維持し，

この熱水を熱源として別の系統の水（二次冷却材）を蒸気に変え，主蒸

気管を通じてこの蒸気をタービンに送ることにより，発電が行われる。

タービンを回転させた蒸気は，復水器で冷却水（海水）によって冷却さ

れて水となり，この水（二次冷却材）は，給水管を通って蒸気発生器に25 

戻される。放射性物質を含んだ一次冷却材とそれを冷却する二次冷却材
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とは，蒸気発生器の伝熱管を通して熱交換を行っているにすぎず，これ

らが接触することはない。 

(ｲ) 加圧水型原子炉に用いる核燃料には，二酸化ウランを円柱状に焼き固

めた燃料ペレットが使用されている。この燃料ペレットを金属管に被覆

したものを燃料棒といい ，燃料棒をまとめた燃料集合体が，発電用原子5 

炉の炉心を構成する。また，制御材として，中性子吸収材（銀‐インジ

ウム‐カドミウム）が詰められている制御棒が燃料集合体内部にクラス

タ上に配置されており，この制御棒を出し入れすることによって，炉心

に存在する中性子の数を増減させ，核分裂連鎖反応を調整し，出力を制

御している。 10 

また，加圧水型原子炉では，一次冷却材に中性子を吸収するホウ酸を

混ぜ，その濃度を調整することによって出力を調整することもできる。 

（乙Ｃ１（３４頁以下）） 

エ 発電用原子炉は，安全性確保の観点から，異常を早期に検知し，緊急を要

する異常を検知した場合には，すべての制御棒を原子炉内に自動的に挿入す15 

ることで核分裂連鎖反応を止めて，原子炉を緊急停止できる設計となってい

る。また，万一事故に発展した場合においても，その影響を緩和するため，

燃料を冷却し，放射性物質の異常な水準の放出を防止できる設計とされてい

る。（乙Ｃ１（３７頁以下）） 

原子炉を止めるための設備としては，制御棒及びこれを急速に挿入する20 

スクラム機能があり，緊急を要する異常時において，制御棒を急速に挿入

することで，原子炉を安全に緊急停止させる設計がされている。また，原

子炉を緊急停止した場合でも，原子炉内の燃料に運転中に生成，蓄積され

た核分裂生成物等が存在し，崩壊熱（核分裂の結果生じた核分裂生成物が

別の原子核に変化していく際に放出されるエネルギーが周辺の物質に吸収25 

されて，最終的に熱になったもの）が発生するため，非常用炉心冷却設備
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等により，炉心を冷却できる設計がされている。さらに，非常用炉心冷却

設備により除去した熱を最終的な熱の逃し場へ輸送する系統により，原子

炉圧力容器内において発生した残留熱を除去する設計がされている。 

（乙Ｃ１，Ｄ３２） 

(3) 本件各原子炉の概要等 5 

ア 本件各原子炉は，いずれも，加圧水型原子炉の構造であり，燃料として

低濃縮二酸化ウランを使用しており，その装荷量は約７４トン，その電気

出力は８９万キロワットである。 

イ １号機は，昭和５９年７月４日に営業運転を開始し，平成２３年５月に

定期点検を開始し，その後運転を停止していたが，平成２７年９月１０日10 

に運転を再開した。 

２号機は，昭和６０年１１月２８日に営業運転を開始し，平成２３年９

月に定期点検を開始し，その後運転を停止していたが，平成２７年１１月

１７日に運転を再開した。 

ウ 本件各原子炉には，原子炉内で３ないし４年使用され，使い終わった使15 

用済燃料が平成２７年３月末日時点で合計１９４６本貯蔵されており，ま

た，まだ原子炉で使用されていない燃料である新燃料が同日時点で合計８

８本装荷されている。 

（甲Ｂ１，乙Ｃ１） 

(4) 福島第一原子力発電所における事故の概要等 20 

ア 平成２３年３月１１日，東北地方の三陸沖を震源とするマグニチュード

９．０の地震（東北地方太平洋沖地震）が発生した。この東北地方太平洋

沖地震及びそれに伴って発生した津波により，東京電力株式会社が福島県

双葉郡に設置していた福島第一原子力発電所（以下「福島第一原発」とい

う。）の１号機ないし４号機では，長時間の全交流電源喪失が発生し，ま25 

た，１号機，２号機及び４号機では，直流電源を喪失した。これによって，
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福島第一原発の１号機，２号機及び３号機の各発電用原子炉では，原子炉

内の燃料が溶融し，また，同１号機，３号機及び４号機では，原子炉格納

容器を覆っている原子炉建屋内で水素爆発が発生し，これらの事故によっ

て放射性物質が大気中に拡散した（以下，福島第一原発における事故を「福

島第一原発事故」という。）。（甲Ａ１） 5 

イ 放射性物質に関する知見 

(ｱ) 放射性物質について 

  放射性物質とは，放射線（原子核の崩壊や核分裂反応のときに放出

される粒子や電磁波）を放つ物質のことをいい，放射線を浴びること

を被ばくという。そして，放射線には，代表的なものとして，アルフ10 

ァ線，ベータ線及びガンマ線がある。 

(a) このうち，アルファ線は，陽子２個と中性子２個が組み合わさっ

てできているヘリウム原子核の粒子であり，空気中では４５㎜，体

内では０．０４㎜しか飛ばず，透過力（放射線が物質を突き抜ける

力）が非常に弱く，紙１枚で止めることができる。もっとも，他の15 

放射線に比べてエネルギーが高く，人体に及ぼす影響も大きい。 

(b) ベータ線は，電子の粒子であり，空気中では１ｍ，体内では１㎝

しか飛ばず，透過力は，プラスチック板１枚で止めることができる

程度である。エネルギーの強さ及び人体への影響の程度は，アルフ

ァ線とガンマ線の間程度である。 20 

(c) ガンマ線は，アルファ線やベータ線のような粒子ではなく，エッ

クス線の一種であり，空気中であれば７０ｍ飛び，透過力も非常に

高い。一方で，エネルギーは，アルファ線やベータ線に比べて弱い。 

  放射性物質には，放射線を発射しながら原子核を崩壊させ，次第に

放射線を出す能力（放射能）が弱まっていく性質がある。 25 

放射能が弱くなっていく速度は，原子核の種類（核種）によって決
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まっているところ，それぞれの原子核の種類で放射能が半分になる期

間は，「半減期」と呼ばれている。放射線核種のうち，ヨウ素１３１

の半減期は８．０４日，セシウム１３７の半減期は３０．１年，プル

トニウム２３９の半減期は２万４３９０年である。 

（甲Ａ７３，７４，乙Ｄ３２） 5 

(ｲ) 被ばくによる人体への影響 

  放射線には，電離作用と呼ばれる性質がある。 

地球上の物質は，原子から構成され，原子同士が結合した分子によ

って，物質が形作られている。原子は，原子核と電子で構成されてお

り，原子核の周りを回っている電子の軌道が，他の原子の電子の軌道10 

と重なり合うことで発生する電子の相互作用により，原子と原子は結

合している。しかしながら，放射線が電子に当たると，放射線が持つ

エネルギーによって，電子が軌道から弾き出され，電子の相互作用が

破壊され，分子が切断される（これを電離作用という。）。 

  人体が被ばくし，放射線により分子が切断されると，そのこと自体15 

による健康被害が発生するのみならず，生命体が有する修復作用によ

り分子が再結合する際，遺伝子が組み替えられて結合し，これによっ

て健康被害が発生することがある。殊に，放射線によりＤＮＡが損傷

した場合，突然変異が起こり，さらに多段階の変異が加わり，正常細

胞ががん化するというメカニズムがある。もっとも，生体には，ＤＮ20 

Ａ損傷修復機能といった防御機能が備わっており，これによって発が

ん性が抑制されている。 

  人体の被ばくには，内部被ばく（体内で発射される放射線に被ばく

すること）と外部被ばく（体外からの放射線に被ばくすること）があ

る。 25 

そして，一方で，内部被ばくも外部被ばくも健康への影響に高低は
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ないという見解があるものの（乙Ｄ３６（５頁）），他方で，外部被

ばくによって被ばくする放射線は，ほとんどの場合，ガンマ線のみで

あるのに対し，内部被ばくでは，放射線を発する放射性微粒子を呼吸

や飲食によって体内に入れるため，体内で発射されるすべての放射線

に被ばくすることになり，アルファ線が局所的に分子を切断する結果，5 

変成が何度も繰り返され，癌に至ることがあるとして，内部被ばくは，

外部被ばくに比べて健康への悪影響が大きいという見解もある（甲Ａ

７３（３５頁））。  

  なお，積算量として，０．１シーベルトの放射線に被ばくした場合，

短時間で被ばくする場合と，長期間にわたり継続的に被ばくした場合10 

とでは，後者の方が前者に比べて健康に対する影響は小さいと推定さ

れている（これは線量率効果と呼ばれる。（乙Ｄ３６（４頁）））。 

（甲Ａ７３ないし７５，乙Ｄ３６） 

(ｳ) 放射線の単位について 

放射線の単位には，ベクレル，グレイ及びシーベルトの単位がある。 15 

ベクレルとは，放射線が放出される激しさを表す単位で，放射性物質

が１秒当たりに出す放射線の数を表しており，毎秒１個の放射線を出す

割合が１ベクレルである。 

グレイとは，放射線の量を図る単位で，放射線が物質に当たった際に，

そのエネルギーがどれだけその物質に吸収されたかを表しており，吸収20 

線量ともいわれる。そして，物質１キログラム当たり１ジュールのエネ

ルギーを吸収したときの線量が１グレイである。 

シーベルトとは，生物が被ばくした量を表す単位であり，実効線量と

もいわれる。１グレイのガンマ線によって人体の組織に生じるのと同じ

生物学的影響を組織に与える放射線の量を１シーベルト（１０００ミリ25 

シーベルト）というが，放射線が人体に及ぼす影響は，放射線の種類の
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違いや，被ばくした臓器の箇所等によって異なるため，シーベルトは，

吸収線量（グレイ）に，放射線の種類や，被ばくした臓器に応じた係数

を乗じて計測される。もっとも，シーベルトという単位は，人間の肉体

を直径３０㎝の肉球と仮定し，体外から放射線に被ばくした場合を想定

しているため，内部被ばくによる影響は考慮されていない。 5 

（甲Ａ７３，乙Ｄ３２） 

(ｴ) 自然界における放射線 

自然界には，宇宙線と呼ばれる宇宙からの放射線，地殻を構成してい

る花崗岩や石灰岩等に含まれる放射性物質から放出される放射線，人間

が摂取する飲食物等の中に含まれる放射性物質から放出される放射線等10 

が存在するため，人類は，絶えずこれら自然界からの放射線に被ばくし

続けている。このようにして自然界において受ける放射線の量は，地域

によって異なるが，１人当たり平均して１年間で２．４ミリシーベルト

であり，日本では１．５ミリシーベルトである。 

（乙Ｄ３２，３７） 15 

(5) 火山活動に関する知見等 

ア 火山の噴火は，地下に形成されたマグマ溜まりから供給されたマグマが

地表に噴出することによって起きる（乙Ｄ６（７８頁））。 

マグマは，地下深部のマントルや地殻が溶融することによって生成され

る。このようにして生成されたマグマは，周囲の岩石よりも密度が小さい20 

ため浮力により上昇するが，地下の浅い場所まで到達して周囲の岩石の密

度が小さくなり，マグマの密度と周囲の岩石の密度がつり合うと，上昇を

停止し，マグマ溜まりを形成する。 

（甲Ｄ２，３，乙Ｄ６） 

イ マグマが冷却して固化した岩石を火成岩という。火成岩は，マグマの化25 

学組成と冷却速度等と関係した組織を基準として，火山岩（地表や地下の
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浅いところで急速に冷えてできた火成岩）と深成岩（地下の深いところで

ゆっくりと冷えてできた火成岩）に大別される（乙Ｄ６（８９頁））。 

火成岩は，さらに，苦鉄質鉱物に富む苦鉄質岩，珪長質鉱物に富む珪長

質岩，両者の中間の中間質岩，さらに，ほとんど苦鉄質鉱物からなる超苦

鉄質岩に分類される。火山岩のうち，苦鉄質岩に相当するのが玄武岩，中5 

間質岩に相当するのが安山岩，珪長質岩に相当するのがデイサイト又は流

紋岩である。 

マグマは，マグマが固結したときに作られる火山岩の名前に基づいて分

類されることがあり，例えば，地上に噴出して固化した際に玄武岩となる

マグマは，玄武岩質マグマ又は苦鉄質マグマと呼ばれ，地上に噴出して固10 

化した際に流紋岩となるマグマは，流紋岩質マグマ又は珪長質マグマと呼

ばれる。一般に，玄武岩質マグマは，噴出時には温度が高く，粘性が低い

場合が多いが，流紋岩質マグマは，玄武岩質マグマと比べて，噴出時の温

度は低く，粘性が高いと考えられている。 

このようなマグマの物理的性質，粘性や密度は，マグマが移動する際の15 

速度や噴火の激しさ等と密接な関係にあり（乙Ｄ７（４８頁）），通常の

活火山の噴火の場合，噴出されるマグマの性質は，玄武岩質から流紋岩質

まで多様であるが，カルデラを形成するような大規模噴火（以下「カルデ

ラ噴火」という。）において噴出されるマグマの性質は，ほとんどの場合，

流紋岩質かデイサイト質である（乙９（１１頁））。 20 

（甲Ｄ３，乙Ｄ６（８９，９０頁），７（４８ないし５３頁），９（１１

頁）） 

ウ 火山の噴火の規模は，噴出した火砕物（溶岩以外の火山灰や火砕流等）

の量によって，火山爆発指数（以下「ＶＥＩ」という。）という指標で評

価される。ＶＥＩは，０から８に区分されており，噴出物の量が，０．０25 

０００１㎦未満のものをＶＥＩ０，噴出量が０．００００１㎦以上０．０
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０１㎦未満をＶＥＩ１，噴出量が０．００１㎦以上０．０１㎦未満をＶＥ

Ｉ２，以降噴出量が１０倍増す毎にＶＥＩの指数が１つずつ上がる。ＶＥ

Ｉ６以上の噴火は，巨大噴火と呼ばれ，ＶＥＩ７以上の噴火は，破局的噴

火又は超巨大噴火と呼ばれることがある（甲Ａ１１（１０２頁））。 

（甲Ａ１１，甲Ｄ２３，乙Ｄ５（２４頁以下）） 5 

エ 火山が噴火した場合，降下火砕物が噴出し，また，火砕物密度流や火砕

流等が生じる。 

降下火砕物とは，大きさ，形状，組成若しくは形成方法に関係なく，火

山から噴出されたあらゆる種類の火山砕屑物をいい，その大きさによって，

火山岩塊，火山礫及び火山灰に分類される。 10 

火砕物密度流とは，火山噴火で生じた火山ガス，火砕物の混合物が火山

の斜面を流れ下る現象のことをいう。なお，火砕流とは，広い意味では，

火砕物密度流と同じく火山ガスと火砕物の混合物が時速５０ないし１００

㎞で斜面を流れ下る現象のことを指すが，高温の流れに限定して用いられ

ることがある。 15 

（甲Ｂ１３，甲Ｄ６） 

(6) 本件各原子炉周辺に所在する火山等 

ア 本件各原子炉の周辺１６０㎞以内には，かつて，破局的噴火を発生させ

た５つのカルデラ火山（阿蘇，加久藤・小林，姶良，阿多及び鬼界。以下

「本件５カルデラ」といい，各カルデラ火山を個別に「阿蘇カルデラ」等20 

ということがある。）が存在する。本件５カルデラは，九州地方において，

北から阿蘇カルデラ，加久藤・小林カルデラ，姶良カルデラ，阿多カルデ

ラ及び鬼界カルデラの順に連なっている。 

カルデラとは，輪郭が円形又はそれに近い火山性の凹陥地のことをいう。

カルデラは，火山の単純な爆発的活動によって生じたものではないと考え25 

られていることから，火口とは区別され，また，カルデラ噴火を経験した
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ことがある火山を，前記のとおりカルデラ火山ということがある。 

カルデラは，ＶＥＩ７あるいはそれを超える規模の火災噴火では，ほぼ

例外なく形成されるが，ＶＥＩ５あるいはそれよりも小さい火災噴火では，

カルデラが形成されないことが多く，ＶＥＩ６の噴火の場合には，カルデ

ラが形成される場合と形成されない場合の両方があると考えられている（甲5 

Ｄ２３（１０９頁）。このことから，以下，破局的噴火という場合には，

カルデラ噴火を含むものとする。）。 

（甲Ｂ４，１２，乙Ｄ４（２７１頁），９，１３，１４） 

イ 本件各５カルデラの概要は以下のとおりである。 

(ｱ) 阿蘇カルデラ 10 

阿蘇カルデラは，川内原発の敷地の北東約１５０㎞に位置する東西約

１７㎞，南北約２５㎞のカルデラである。阿蘇カルデラの中央部には阿

蘇山（高岳及び中岳を含む東西方向に連なる成層火山群）が，その東側

に根子岳が位置する（丙Ｂ８３の３（４山－６－３８））。 

(ｲ) 加久藤・小林カルデラ 15 

加久藤カルデラは，川内原発の敷地の東北東約６０㎞に，小林カルデ

ラは東北東約８０㎞に位置する。両カルデラは近接しており，いずれも

カルデラ地形が不明瞭である。加久藤・小林カルデラ周辺の火山として

は，加久藤カルデラ南縁付近に霧島山（韓国岳，新燃岳及び高千穂峰を

含む北西・南東方向に連なる成層火山及び火砕岳から成る火山群）が位20 

置する（丙Ｂ８３の３（４山－６－３２））。 

(ｳ) 姶良カルデラ 

姶良カルデラは，川内原発の敷地の東南東約５０㎞に位置する東西約

１７㎞，南北約２３㎞のカルデラである。姶良カルデラの周辺には，北

東側に若尊カルデラ（直径約１０㎞のカルデラ）が，南西縁に桜島（北25 

岳等から成る成層火山）が位置する（丙Ｂ８３の３（４山－６－３０））。 
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(ｴ) 阿多カルデラ 

阿多カルデラは，北側及び南側それぞれに位置するカルデラから成り，

北部のカルデラは，川内原発の敷地の南東約７０㎞に位置する東西約１

１㎞，南北約１０㎞のカルデラであり，南部のカルデラは，川内原発の

敷地の南南東約８０㎞に位置する東西約２０㎞，南北１０㎞のカルデラ5 

である。阿多カルデラの周辺には，南部のカルデラの西側に指宿火山群

（複数の成層火山や溶岩円頂岳から成る火山群）及び池田（直径約４㎞

の池田カルデラ及びマール群等から成る）が，南西縁に開聞岳が位置す

る（丙Ｂ８３の３（４山－６－３４））。 

(ｵ) 鬼界カルデラ 10 

鬼界カルデラは，川内原発の敷地の南方約１２０㎞の海域に位置する

東西約２３㎞，南北約１６㎞のカルデラである。鬼界カルデラの周辺に

は，カルデラの北西縁に薩摩硫黄島（硫黄岳及び稲村岳の成層火山から

成る火山島）が位置する（丙Ｂ８７の３（４山－６－３６））。 

（丙Ｂ８７の３） 15 

ウ 鹿児島湾近郊には，加久藤盆地（霧島北麓に所在する盆地）から鹿児島湾

の湾口まで，屈曲しながらも，ほぼ南北に連なっている鹿児島地溝と呼ばれ

る溝状の低地がある。鹿児島地溝には，本件５カルデラのうち，加久藤・小

林カルデラ，姶良カルデラ及び阿多カルデラ（以下，これらの３カルデラ火

山を「本件３カルデラ」という。）が存在し，活火山の大半も鹿児島地溝内20 

に分布している。 

（乙Ｄ１３，１４，Ｂ２５，２８） 

エ 本件５カルデラのほか，川内原発の敷地から１６０㎞以内の範囲には，合

計で３４の火山（距離の近いものから，川内，北薩火山群，薩摩丸山，藺牟

田，米丸・住吉池，長島，招川内，雨祈岡，肥薩火山群，尾巡山，えびの火25 

山群，輝北，財部，長尾山，横尾岳，南島原，大岳，雲仙岳，牧島，有喜，
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黒島，金峰山，船野山，赤井，多良岳，大峰，虚空蔵山，弘法岳，佐世保火

山群，吉ノ本，口永良部島，有田，福江火山群，荻岳）が存在する。 

（丙Ｂ２１（４頁）） 

(7) 原子力関連法令等の改正及び制定等 

ア 福島第一原発事故後，東京電力福島原子力発電所事故調査委員会が組織5 

され，「国会事故調報告書」（甲Ａ１）がまとめられた。この報告書では，

福島第一原発事故の原因について，東京電力や規制当局が津波リスクを認

識していながら対策を怠ったことや，規制当局が専門性の欠如等の理由か

ら機能していなかったこと，福島第一原発事故は，その結果招来された人

災であること，日本の原子力法規制の改定に当たっては，実際に発生した10 

事故のみを踏まえた対症療法的，パッチワーク的対応が重ねられ，諸外国

における事故や安全への取組等を真摯に受け止めて法規制を見直す姿勢に

欠け，その結果，予測可能なリスクであっても過去に顕在化していなけれ

ば対策が講じられず，常に想定外のリスクにさらされることになったこと

等が指摘され，これを踏まえて，規制当局は組織の形態や位置づけを変え15 

るだけではなく，その実態の抜本的転換を行わない限り，国民の安全は守

られないこと，「国民の生命・身体の安全」を中核に据えた法体系の再構

築や，いわゆるバックフィットにより廃炉すべき場合と次善の策が許され

る場合との線引きを明確にすること等の関係法令の抜本的見直しが提言さ

れた（甲Ａ１）。 20 

イ このような動きを踏まえて，原子力基本法（以下「基本法」という。）

及び核原料物質，核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（以下「規制

法」という。）の改正，設置法の制定並びに関連規則，告示及び内規の作

成等が行われた（以下，これらの法令等を総称して「原子力関連法令等」

といい，福島第一事故を踏まえて行われた改正等を「本件改正等」という。）。25 

その概要は以下のとおりである。 
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(ｱ) 本件改正等の経緯 

  平成２４年５月２９日の第１８０回国会衆議院本会議での原子力規

制委員会設置法案の提案理由及び概要の説明において，我が国の原子

力規制体制について政治が果たすべき責任は，福島第一原発事故の深

い反省に立ち，原点に立ち返って真摯な議論を行い，二度とこのよう5 

な事故を起こさない，確固たる規制体制を構築することにあり，国会

での議論を通じ，真に安心して暮らせる日本をもたらすことが果たす

べき責務である旨及び利用推進と規制とが同じ組織のもとにあるそれ

までの原子力安全行政の信頼は大きく損なわれ，二度と福島第一原発

事故のような事故を起こさないためには組織と制度の抜本的な改革を10 

行うことが必要である旨等が述べられた（甲Ａ４１）。 

  衆議院環境委員会における「原子力規制委員会設置等に関する件」

では，設置法の施行に当たり，政府は，設置法が，国民の生命，健康

及び財産の保護，環境の保全並びに我が国の安全保障に資することを

目的としていることに鑑み，原子力規制行政に当たっては，推進側の15 

論理に影響されることなく，国民の安全の確保を第一として行うこと

等に留意し，設置法の運用について万全を期すべきである旨決議され

た（甲Ａ４２）。 

  参議院における「原子力規制委員会設置法案に対する附帯決議」で

は，原子力発電所の再稼動については，事故の発生を常に想定し，そ20 

の防止に最善かつ最大の努力をしなければならないことに照らし，万

が一の重大事故発生時への対応策も含め，ストレステストや四大臣会

合による安全性の判断基準などの妥当性に関して，原子力規制委員会

において十分に検証した上で，その手続を進める旨決議された（甲Ａ

４３）。 25 

(ｲ) 基本法の改正 
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本件改正等では，基本法２条２項として，原子力利用に係る安全の確

保は，確立された国際的な基準を踏まえ，国民の生命，健康及び財産の

保護，環境の保全並びに我が国の安全保障に資することを目的として，

これを行うものとする旨の規定が追加された。 

(ｳ) 規制法の改正 5 

本件改正等では，規制法１条の目的規定が，原子力施設において重大

な事故が生じた場合に放射性物質が異常な水準で当該原子力施設を設置

する工場又は事業所の外へ放出されることその他の核原料物質，核燃料

物質及び原子炉による災害を防止し，及び核燃料物質を防護して，公共

の安全を図るために，製錬，加工，貯蔵，再処理及び廃棄の事業並びに10 

原子炉の設置及び運転等に関し，大規模な自然災害及びテロリズムその

他の犯罪行為の発生も想定した必要な規制を行う（中略），もって国民

の生命，健康及び財産の保護，環境の保全並びに我が国の安全保障に資

することを目的とするものに改められた。 

また，本件改正等では，規制法における発電用原子炉の設置，運転等15 

に関する規制として，設置及び変更の許可（４３条の３の５，４３条の

３の８），工事の計画の認可（４３条の３の９），使用前検査（４３条

の３の１１），施設定期検査（４３条の３の１５），保安規定の認可（４

３条の３の２４）等の段階的な安全審査の仕組みは維持されたが，設置

許可の申請書の記載事項として，発電用原子炉の炉心の著しい損傷その20 

他の事故が発生した場合における当該事故に対処するために必要な施設

及び体制の整備に関する事項（４３条の３の５第２項１０号）が加えら

れ，設置許可の基準の一として，設置者に重大事故（発電用原子炉の炉

心の著しい損傷及び核燃料物質貯蔵設備に貯蔵する燃料体又は使用済燃

料の著しい損傷（実用炉規則４条各号））の発生及び拡大の防止に必要25 

な措置を実施するために必要な技術的能力その他の発電用原子炉の運転
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を適確に遂行するに足りる技術的能力があること（４３条の３の６第１

項３号）が定められ，発電用原子炉設置者が発電用原子炉施設の保全等

のために講じなければならない保安のために必要な措置（保安措置）に

重大事故が生じた場合における措置に関する事項を含むものとされる（４

３条の３の２２第１項）等，重大事故対策が強化されたほか，許可を受5 

けた発電用原子炉施設について最新の科学的技術的知見を踏まえた新た

な基準が定められた場合には当該施設を当該基準に適合させるバックフ

ィット制度が導入され（４３条の３の１４，４３条の３の１６（基準を

満たさない発電用原子炉施設に対しては運転停止や許認可の取消しを行

い得ることになる（４３条の３の２３，４３条の３の２０第２項）。）），10 

発電用原子炉施設の運転期間を使用前検査に合格した日から起算して４

０年とする（ただし，２０年を超えない期間を限度として，一回に限り，

延長の認可をすることができる。）運転期間制限制度が導入され（４３

条の３の３２），さらに，発電用原子炉設置者等が自ら当該発電用原子

炉施設等の安全性についての評価を行うことを義務付け，その結果等を15 

届出させ，届出に係る評価の結果等を公表する制度が導入された（４３

条の３の２９）。 

(ｴ) 設置法の制定 

本件改正等では，原子力利用における安全の確保及び原子炉に関する

規制等を行う機関として，新たに原子力規制委員会が設置された。 20 

設置法によれば，原子力規制委員会は，東北地方太平洋沖地震に伴う

原子力発電所の事故を契機に明らかとなった原子力利用に関する政策に

係る縦割り行政の弊害を除去し，一の行政組織が原子力利用の推進及び

規制の両方の機能を担うことにより生ずる問題を解消するため，原子力

利用における事故の発生を常に想定し，その防止に最善かつ最大の努力25 

をしなければならないという認識に立って，確立された国際的な基準を
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踏まえて原子力利用における安全の確保を図るため必要な施策を策定し，

又は実施する事務（原子炉に関する規制に関することを含む。）を一元

的につかさどるとともに，その委員長及び委員が専門的知見に基づき中

立公正な立場で独立して職権を行使し，もって国民の生命，健康及び財

産の保護，環境の保全並びに我が国の安全保障に資することを目的とし5 

て（１条），国家行政組織法３条２項の規定に基づき，環境省の外局と

して設置された行政機関であり（２条），国民の生命，健康及び財産の

保護，環境の保全並びに我が国の安全保障に資するため，原子力利用に

おける安全の確保を図ること（原子炉に関する規制に関することを含む。）

を任務とし（３条），原子力利用における安全の確保に関すること，原10 

子炉に関する規制等その他これらに関する安全の確保に関すること等に

係る事務をつかさどる（４条）。 

原子力規制委員会は，委員長及び委員４人をもって組織され（６条），

委員長及び委員は，人格が高潔であって，原子力利用における安全の確

保に関して専門的知識及び経験並びに高い識見を有する者のうちから，15 

両議院の同意を得て，内閣総理大臣が任命し（７条），独立してその職

権を行う（５条）。原子力規制委員会には，原子炉安全専門審査会等が

置かれ（１３条），同審査会は，原子力規制委員会の指示があった場合

において，原子炉に係る安全性に関する事項を調査審議し（１４条），

その審査委員は，学識経験のある者のうちから原子力規制委員会が任命20 

する（１５条）。原子力規制委員会は，その所掌事務について，法律若

しくは政令を実施するため，又は法律若しくは政令の特別の委任に基づ

いて，原子力規制委員会規則を制定することができる（２６条）。原子

力規制委員会には，その事務を処理させるため，事務局として原子力規

制庁が置かれる（２７条）。 25 

(ｵ) 新規制基準の作成 
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規制法４３条の６第１項４号は，発電用原子炉の設置の要件の一つと

して，発電用原子炉施設の位置，構造及び設備が核燃料物質若しくは核

燃料物質によって汚染された物又は発電用原子炉による災害の防止上支

障がないものとして原子力規制委員会規則で定める基準に適合するもの

であること（以下，同号の要件を「４号要件」という。）を挙げている5 

ことから，原子力規制委員会は，「発電用軽水型原子炉の新安全基準に

関する検討チーム（その後，発電用原子炉の新規制基準に関する検討チ

ーム」と改称。以下，改称の前後を区別せず，「新規制基準検討チーム」

という。）等を設置し，上記基準について検討を行い，意見公募手続を

経た上で，上記規則として，実用発電用原子炉及びその附属施設の位置，10 

構造及び設備の基準に関する規則（平成２８年１月１２日原子力規制委

員会規則第１号による改正前のもの。以下「設置許可基準規則」という。）

を制定し，その解釈として「実用発電用原子炉及びその附属施設の位置，

構造及び設備の基準に関する規則の解釈」（以下「設置許可基準規則解

釈」という。（甲Ｃ３，乙Ｃ４））を制定し，これらは平成２５年７月15 

８日，施行された。 

さらに，４号要件の適合性の審査に活用するために，基準地震動及び

耐震設計方針について，基準地震動及び耐震設計方針に係る審査ガイド

を，火山による影響について，原子力の火山影響評価ガイド（以下「火

山ガイド」という。）を，津波による損傷の防止について，基準津波及20 

び耐津波設計方針に係る審査ガイド等の内規が策定された（以下，実用

原子力発電原子炉の適合性審査に係る原子力規制委員会規則，告示及び

内規等を併せて「新規制基準」という。）。 

(8) 火山ガイドの策定等 

ア 火山ガイドの策定経緯等 25 

(ｱ) 火山ガイドは，原子力発電所への火山の影響を適切に評価するため，
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原子力発電所に影響を及ぼし得る火山の抽出，抽出された火山の火山活

動に関する個別評価，原子力発電所に影響を及ぼし得る火山事象の抽出

及びその影響評価のための方法と確認事項を取りまとめたものである（乙

Ａ３（１章．総則））。 

(ｲ) 火山ガイドの策定に当たっては，国際原子力機関（ＩＡＥＡ）が策定5 

した「Ｓｐｅｃｉｆｉｃ Ｓａｆｅｔｙ Ｇｕｉｄｅ Ｎｏ．ＳＳＧ－

２１」（乙Ａ４。以下「ＳＳＧ－２１」という。）及び社団法人日本電

気協会原子力企画委員会が作成した「原子力発電所火山影響評価技術指

針」（乙Ａ６。以下「ＪＥＡＧ４６２５－２００９」という。）等が参

考とされた。 10 

火山ガイドの原案は，独立行政法人原子力安全基盤機構（以下「ＪＮ

ＥＳ」という。）が作成し，これを基に原子力規制委員会等における議

論が行われ，平成２５年４月１１日から同年５月１０日までの間に実施

された意見公募手続を経た上で，同年６月１９日，火山ガイドが策定さ

れた。 15 

（甲Ａ１２３ないし１２５，乙Ａ３，４，６，８の１，同１０の１・２） 

イ 火山ガイドの定め 

火山ガイドの定めは以下のとおりである（乙３）。 

(ｱ) 原子力発電所に影響を及ぼす火山影響評価の流れ（火山ガイド２章） 

火山ガイドが定める原子力発電所に影響を及ぼす火山影響評価は，概20 

要以下のとおり，立地評価と影響評価の２段階で行われる。立地評価で

は，原子力発電所に影響を及ぼし得る火山の抽出及び設計対応不可能な

火山事象（火山災害を引き起こす恐れのある，火山に関連したあらゆる

事象若しくは一連の現象。以下同じ。）が原子力発電所の運用期間中に

影響を及ぼす可能性の評価が行われ，同可能性が十分小さいと評価され25 

た場合は，火山活動のモニタリングと火山活動の兆候把握時の対応を適
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切に行うことを条件として，個々の火山事象への設計対応及び運転対応

の妥当性の評価を内容とする影響評価が行われる。他方，立地評価にお

いて，設計対応不可能な火山事象が原子力発電所の運用期間中に影響を

及ぼす可能性が十分小さいと評価されない場合は，原子力発電所の立地

は不適とされる。 5 

(ｲ) 原子力発電所に影響を及ぼし得る火山の抽出（火山ガイド３章） 

  火山ガイドが定める原子力発電所に影響を及ぼす火山影響評価にお

いては，まず，原子力発電所に影響を及ぼし得る火山が抽出される。

具体的には，原子力発電所の地理的領域（原子力発電所から半径１６

０㎞の範囲の領域。以下同じ。）に対して，文献調査等で第四紀（地10 

質時代の一つで２５８万年前から現在までの期間）に活動した火山を

抽出した上で，文献調査，地形・地質調査及び火山学的調査を行い，

火山の活動履歴，噴火規模及びその影響範囲等を把握する。 

  そして，原子力発電所の地理的領域内にある第四紀に活動した火山

の中から，前記調査を基に，次の２段階の評価を行い，将来活動の可15 

能性のある火山（以下「検討対象火山」という。）を抽出する。すな

わち，①完新世（第４紀の区分のうちで最も新しいものであり，１万

１７００年前から現在までの期間）における活動の有無を確認し，完

新世に活動を行った火山は，将来の活動可能性があることを示すもの

として広く受け入れられていることから，将来活動の可能性のある火20 

山とする。 

他方，②完新世に活動を行っていない火山については，前記調査結

果を基に，当該火山の第四紀の噴火時期，噴火規模，活動の休止期間

を示す階段ダイヤグラム（縦軸に噴出量を設定し，横軸に噴出年代を

設定し，それを分析することで将来の火山活動の規模や時期について25 

評価するもの）を作成し，より古い時期の活動を評価する。そして，
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検討対象火山の過去の活動を示す階段ダイヤグラムにおいて，火山活

動が終息する傾向が顕著であり，最後の活動終了からの期間が，過去

の最大休止期間より長い等，将来の活動可能性がないと判断できる場

合は，火山活動に関する の個別評価対象外とし，それ以外の火

山は，将来の火山活動可能性が否定できない火山として， の個5 

別評価対象の火山とする。 

(ｳ) 原子力発電所の運用期間における火山活動に関する個別評価（火山  ガ

イド４章） 

  前記 検討対象火山とされたものについては，原子力発電所の

運用期間中において設計対応が不可能な火山事象を伴う火山活動の可10 

能性の評価を行う。この際，検討対象火山の活動を科学的に把握する

観点から，過去の火山活動履歴とともに，必要に応じて実施する地球

物理学的調査及び地球化学的調査を行い，現在の火山の活動の状況も

併せて評価することとする。具体的には，地球物理学的観点からは，

検討対象火山に関連するマグマ溜まりの規模や位置，マグマ供給系に15 

関連する地下構造等について，地球科学的観点からは，検討対象火山

の火山噴出物等について分析することにより，火山の活動状況を把握

する。また，地球物理学的調査では，地震波速度構造，重力構造，比

抵抗構造，地震活動及び地殻変動に関する検討を実施し，マグマ溜ま

りの規模や位置，マグマの供給系に関係する地下構造等について調査20 

する。地球化学的調査では，火山ガス（噴気）の化学組成分析，温度

等の情報から，地理的領域に存在する火山の火山活動を調査する。 

  ここで，設計対応不可能な火山事象とは，火山事象のうち，火砕物

密度流，溶岩流，岩屑なだれ，地滑り及び斜面崩壊，新しい火口の開

口及び地殻変動の５つの事象をいう。設計対応不可能な火山事象につ25 

いては，検討対象火山と原子力発電所間の距離が所定の距離より大き
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い場合，その火山事象を評価の対象外とすることができる。火砕物密

度流については，当該距離は１６０㎞とされている。 

  そして，上記調査結果と必要に応じて実施する地球物理学的及び地

球化学的調査の結果を基に，原子力発電所の運用期間中における検討

対象火山の活動の可能性を総合的に評価する。評価の結果，検討対象5 

火山の活動の可能性が十分小さい場合には，過去最大規模の噴火によ

り設計対応不可能な火山事象が原子力発電所に到達したと考えられる

火山を抽出し， (火山ガイド５章)のとおり，火山活動のモニタ

リングを実施し，運用期間中において火山活動を継続的に評価する。  

  これに対し，前記評価の結果，検討対象火山の活動の可能性が十分10 

小さいと判断できない場合は，以下のとおり，火山活動の規模と設計

対応不可能な火山事象の評価をする。 

(a) 検討対象火山の調査結果から噴火規模を推定する。調査結果から

噴火の規模を推定できない場合は，検討対象火山の過去最大の噴火

規模とする。 15 

(b) 次に，設定した噴火規模における設計対応不可能な火山事象が原

子力発電所に到達する可能性が十分小さいかどうかを評価する。 

この評価では，検討対象火山の調査から噴火規模を設定した場合

には，類似の火山における設計対応不可能な火山事象の影響範囲を

参考に判断し，過去最大の噴火規模から設定した場合には，検討対20 

象火山での設計対応不可能な火山事象の痕跡等から影響範囲を判断

する。いずれの方法によっても影響範囲を判断できない場合には，

設計対応不可能な火山事象の国内既往最大到達距離を影響範囲とす

る。 

(c) 設計対応不可能な火山事象が原子力発電所に到達する可能性が十25 

分小さいと評価できない場合は，原子力発電所の立地は不適と考え
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られる。これに対し，設計対応不可能な火山事象が原子力発電所に

到達する可能性が十分小さいと評価できる場合には，過去の最大規

模の噴火により設計対応不可能な火山事象が原子力発電所に到達し

たと考えられる火山については，モニタリング対象とし， （火

山ガイド５章）のとおり，火山活動のモニタリングを実施し，運用5 

期間中に火山活動の継続的な評価を行う。 

(ｴ) 火山活動のモニタリング（火山ガイド５章） 

  前記 個別評価の結果，運用期間中の火山活動の可能性が十分小

さいと評価した火山であっても，設計対応不可能な火山事象が発電所

に到達したと考えられる火山に対しては，噴火可能性が十分小さいこ10 

とを継続的に確認することを目的として，運用期間中のモニタリング

を行う。モニタリングの結果，噴火可能性につながるモニタリング結

果が観測された場合には，必要な判断，対応をとる必要がある。 

  モニタリングに際して，監視対象とする火山は，過去の最大規模の

噴火により設計対応不可能な火山事象が原子力発電所に到達したと考15 

えられる火山とする。 

  火山活動の監視に際しては，一般的な事項として，地震活動，地殻

変動及び火山ガス状況等の項目が挙げられ，これらを適切な方法によ

り監視する。監視は，事業者自ら実施するものとするが，公的機関が

火山活動を監視している場合においては，そのモニタリング結果を活20 

用してもよい。 

 モニタリング結果は，定期的に評価し，当該火山の活動状況を把握

し，状況に変化がないことを確認する（必要に応じて，地球物理学及

び地球化学的調査を実施する。）。モニタリング結果の評価は，第三

者（火山専門家等）の助言を得る方針とする。 25 

事業者が実施すべきモニタリングは，原子炉の運転停止，核燃料の
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搬出等を行うための監視であり，火山専門家のみならず，原子力やそ

の関連技術者により構成され，透明性及び公平性のあるモニタリング

結果の評価を行う仕組みを構築する。また，モニタリング結果につい

ては，公的な関係機関等に情報を提供し共有することが望ましい。  

  モニタリングにより，火山活動の兆候を把握した場合，①対処を講5 

じるために把握すべき火山活動の兆候と，その兆候を把握した場合に

対処を講じるための判断条件，②火山活動のモニタリングにより把握

された兆候に基づき，火山活動の監視を実施する公的機関の火山の活

動情報を参考にして対処を実施する方針及び③火山活動の兆候を把握

した場合の対処として，原子炉の停止，適切な核燃料の搬出等が実施10 

される方針を定めることとする。 

(ｵ) 原子力発電所への火山事象の影響評価（火山ガイド６章） 

原子力発電所の運用期間中に，設計対応不可能な火山事象によって原

子力発電所の安全性に影響を及ぼす可能性が十分小さいと評価された火

山について，それが噴火した場合，原子力発電所の安全性に影響を与え15 

る可能性のある火山事象（具体的には，降下火砕物，火砕物密度流，溶

岩流，岩屑なだれ・地滑り・斜面崩壊，火山性土石流・火山泥流・洪水，

火山から発生する飛来物（噴石），火山ガス，新しい火口の開口，津波・

静振，大気現象，地殻変動，火山性地震とこれに関連する現象及び熱水

系・地下水の異常である。）を抽出し，その影響評価を行う。 20 

ただし，降下火砕物に関しては，火山抽出の結果にかかわらず，原子

力発電所の敷地及びその周辺調査から求められる単位面積当たりの質量

と同等の火砕物が降下するものとする。もっとも，敷地及び敷地周辺で

確認された降下火砕物で，噴出源が同定でき，その噴出源が将来噴火す

る可能性が否定できる場合は考慮対象から除外する。また，降下火砕物25 

は浸食等で厚さが低く見積もられるケースがあるため，文献等も参考に
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して，第四紀火山の噴火による降下火砕物の堆積量を評価するものとさ

れている。 

抽出された火山事象に対して，前記 及び の調査結果等を踏まえて，

原子力発電所への影響評価を行うための，各事象の特性と規模を設定す

る。火山事象の影響評価のうち，降下火砕物及び火砕物密度流に関する5 

影響評価の方法は，以下のとおりである。 

  降下火砕物 

(a) 降下火砕物の影響 

降下火砕物は，最も広範囲に及ぶ火山事象で，ごくわずかな火山

灰の堆積でも，原子力発電所の通常運転を妨げる可能性がある。具10 

体的には，降下火砕物による原子力発電所の構造物への静的負荷，

粒子の衝突，水循環系の閉塞及びその内部における磨耗，換気系，

電気系及び計装制御系に対する機械的及び化学的影響，並びに原子

力発電所周辺の大気汚染等の影響が挙げられ，降雨・降雪などの自

然現象は，火山灰等堆積物の静的負荷を著しく増大させる可能性が15 

ある。なお，火山灰粒子には，化学的腐食や給水の汚染を引き起こ

す成分（塩素イオン，フッ素イオン，硫化物イオン等）が含まれて

いる（降下火砕物が直接及ぼす影響（以下「直接的影響」という。））。 

また，降下火砕物は広範囲に及ぶことから，降下火砕物が原子力

発電所周辺の社会インフラに影響を及ぼす。そのため，降下火砕物20 

により，広範囲な送電網の損傷による長期の外部電源喪失や原子力

発電所へのアクセス制限事象が発生しうることも考慮する必要があ

る（降下火砕物による直接的影響以外の影響（以下「間接的影響」

という。））。 

(b) 降下火砕物による原子力発電所への影響評価  25 

降下火砕物の影響評価では，降下火砕物の堆積物量，堆積速度，
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堆積期間及び火山灰等の特性などを設定し，降雨等の同時期に想定

される気象条件が火山灰等特性に及ぼす影響を考慮し，それらによ

る原子炉施設又はその付属設備への影響を評価し，必要な場合には

対策がとられ，求められている安全機能が担保されることを評価す

る。 5 

(c) 確認事項  

降下火砕物による直接的な影響としては，①降下火砕物堆積荷重

に対して，安全機能を有する構築物，系統及び機器の健全性が維持

されること，②降下火砕物により，取水設備，原子炉補機冷却海水

系統，格納容器ベント設備等の安全上重要な設備が閉塞等によりそ10 

の機能を喪失しないこと，③外気取入口からの火山灰の侵入により，

換気空調系統のフィルタの目詰まり，非常用ディーゼル発電機（外

部電源喪失時に安全上重要な設備等へ十分な電力を供給できる容量

を蓄積した発電機）の損傷等による系統・機器の機能喪失がなく，

加えて中央制御室における居住環境を維持すること，及び，④必要15 

に応じて，原子力発電所内の構築物，系統及び機器における降下火

砕物の除去等の対応が取れることを確認する。 

また，降下火砕物による間接的な影響としては，原子力発電所外

での影響（長期間の外部電源の喪失及び交通の途絶）を考慮し， 燃

料油等の備蓄又は外部からの支援等により，原子炉及び使用済燃料20 

プールの安全性を損なわないように対応が取れることを確認する。 

  火砕物密度流 

(a) 直接的影響 

火砕物密度流は，高速で移動し，通常は高温であるため，その流

路の建物等に及ぼす影響は深刻である。また，影響の範囲が広く地25 

形によって抑制できる程度が低く，通常はほとんどの地形的障害物
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を乗り越える。さらに，状況によっては地形的障害物を乗り越え，

大きな水域を横断して流れることが分かっている（火砕物密度流に

よる直接的影響）。このような火砕物密度流の直接的影響は設計対

応が不可能であることから，原子力発電所の立地は不適と考えられ

る。  5 

(b) 間接的影響 

火砕物密度流の影響は広範囲に及ぶことから，原子力発電所周辺

の社会インフラに影響を及ぼす。この中には，広範囲な送電網の損

傷による長期の外部電源喪失や，原子力発電所へのアクセス制限が

発生し得る。 10 

(c) 火砕物密度流による原子力発電所への影響評価  

原子力発電所の運用期間中に活動可能性のある火山それぞれに対

する火砕物密度流の評価では，対象火山の火砕物密度流の規模，堆

積物量等の観点から原子力発電所への影響を示し，設計対応の可否

を評価する。  15 

(d) 間接的影響の確認事項  

原子力発電所外での影響（長期間の外部電源の喪失及び交通の途

絶）を考慮し，燃料油等の備蓄又は外部からの支援等により，原子

炉及び使用済燃料プールの安全性を損なわないように対応が取れる

ことを確認する。 20 

(ｶ) なお，火山ガイドは，火山ガイドに記載された方法以外の方法で，妥

当性が適切に示されたものを用いることは妨げない旨定めている（火山

ガイド７章）。 

(9) 本件訴訟に至る経緯 

ア 参加人は，平成２５年７月８日付けで，処分行政庁に対して，本件各原25 

子炉について，発電用原子炉設置変更許可申請（以下「本件申請」という。）
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をし，処分行政庁は，本件申請に対する審査（以下「本件適合性審査」と

いう。）を開始した。その後，処分行政庁は，本件申請の補正を参加人に

命じるなどし，平成２６年７月１７日，本件適合性審査を終え，本件適合

性審査に関して意見公募手続を行った上で，本件申請における火山影響評

価が妥当である旨の判断をし，平成２６年９月１０日付けで本件処分を行5 

った。 

イ 原告らは，同年１１月７日，処分行政庁に対して，本件処分に関して異

議申立てを行った。これに対して処分行政庁は，平成２７年１２月１１日

付けで，同異議申立てを棄却する旨の決定を行い，原告らは，同月１３日

に当該決定を知った。 10 

ウ 原告らは，平成２８年６月１１日，本件訴えを提起した（顕著な事実）。 

（甲Ｂ２の１・２，同３の１・２） 

４  争点及びこれに関する当事者の主張 

(1) 原告適格の有無（争点１） 

（被告の主張） 15 

ア 原告適格を基礎づける事実は，原告らが主張立証責任を負うところ，原

告らの中には，東京都，埼玉県及び福島県等の本件各原子炉から遠方に居

住する者が含まれているが，当該原告らに関し，原告適格を基礎づける具

体的な事実等が立証されているとはいえない。 

イ 原告らは，線量限度告示（別紙２の６）が，実効線量に係る線量限度を20 

１年間１ミリシーベルトと定めていることを，原告適格を基礎づける事由

として主張するが，そもそも年間１００ミリシーベルトを下回る被ばく線

量では健康に影響があるとはされていない。上記告示の定めは，非常に保

守的な観点から線量限度を定めているのであるから，これによって，原告

適格を基礎付けることはできない。 25 

（原告らの主張） 
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ア 本件改正等により制定された設置法の目的は，国民の生命，健康及び財

産の保護，環境の保全並びに我が国の安全保障に資することにある。また，

本件改正等によって，規制法の目的には国民の生命，健康及び財産の保護，

環境の保全が追加された。このような原子力関連法令等の目的に鑑みると，

発電用原子炉の設置変更許可処分の取消訴訟の原告適格を検討するに当た5 

っては，国民の安全の確保を重視し，当該発電用原子炉の事故によって深

刻な災害が発生した場合に，生命，健康，財産及び生活環境に重大な被害

が生じるものと想定される地域に居住する者には，原告適格があると解す

べきである。 

イ そして，本件各原子炉の位置，種類，構造，規模及び日本列島上空の偏10 

西風の影響等の諸条件を考慮に入れると，本件各原子炉において事故が発

生した場合，川内原発から３０００㎞の範囲内に，線量限度告示が定める

公衆の線量限度を超える汚染がもたらされることになり，これによって，

その地域の住民の生命，健康，財産及び生活環境に重大な被害が生じるこ

とになる。 15 

このように，九州地方に居住する原告らのみならず，中部地方，関東地

方及び東北地方に居住する原告らについても，その生命，健康，財産ない

し生活環境に直接的かつ重大な被害が発生することが想定されるから，本

件訴訟の原告らには，原告適格がある。 

(2) 本件申請が設置許可基準規則６条１項の要件を満たすと判断したことの違20 

法性の有無（争点２） 

（被告の主張） 

ア 本件処分に係る司法審査の在り方 

(ｱ) 本件処分に係る司法審査は，裁判所が白紙の状態から，本件各原子炉

が安全か否かを処分行政庁と同一の立場に立って審理，判断する実体的25 

判断代置方式によるべきではなく，処分行政庁が，本件各原子炉の位置，
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構造及び設備が原子炉等による災害の防止上支障がないものであること

等を認めた専門的技術的判断に不合理な点があるか否かという観点から

行われるべきである（最高裁判所昭和６０年（行ツ）第１３３号平成４

年１０月２９日第一小法廷判決（以下「伊方原発最高裁判決」という。

なお，本件改正等により規制法の一部が改正されたが，条文の構成自体5 

に変化はないので，，本件改正等後も同判決が参照されるべきである。）。 

もっとも，伊方原発最高裁判決は，原子炉施設の安全審査に関する資

料をすべて被告の側が保持していることを前提として，被告側において，

まず，その依拠した前記の具体的審査基準並びに調査審議及び判断の過

程等，処分行政庁の判断に不合理な点のないことを相当の根拠，資料に10 

基づき主張，立証する必要があり，被告が同主張，立証を尽くさない場

合には，処分行政庁がした判断に不合理な点があることが事実上推認さ

れる旨判示しているが，本件処分に係る申請書や審査書等の情報はイン

ターネットによって公表され，原告らにおいても容易に入手できるので，

伊方原発最高裁判決の上記判示は本件には妥当しない。したがって，本15 

件処分に係る適合性審査に不合理な点があることに関しては，原告らが

主張立証責任を果たさなければならない。 

(ｲ) 規制法４３条の３の８第２項が準用する規制法４３条の３の６第１項

４号が，発電用原子炉の位置，構造及び設備が災害の防止上支障がない

ものであることを審査するための基準を原子力規制委員会規則で定める20 

こととしているのは，発電用原子炉の安全性に関する審査の特質を考慮

し，同号の基準の策定について，原子力利用における安全の確保に関す

る各専門分野の学識経験者等を擁する処分行政庁の科学的，専門技術的

知見に基づく合理的な判断に委ねる趣旨と解される。 

そして，一般に，科学技術を利用した装置等は，常に何らかの事故発25 

生等の危険性を伴っているが，その危険性が社会通念上容認できる水準
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以下であると考えられる場合又はその危険性の相当程度が人間によって

管理できると考えられる場合には，その危険性の程度と科学技術の利用

により得られる利益の大きさとの比較考量の上で，これを一応安全なも

のであるとして利用されている。このように，科学技術の分野において

は，絶対的に災害発生の危険がないという安全性（絶対的安全性）は求5 

められておらず，上記のような相対的安全性という考え方が取られてお

り，これは，本件各原子炉のような発電用原子炉についても当てはまる。 

したがって，４号要件にいう「災害の防止上支障がないもの」とは，

どのような異常事態が生じても，原子炉施設内の放射性物質が外部の環

境に放出されることは絶対にないといった達成不可能なレベルの高度の10 

安全性をいうものではなく，原子炉施設の位置，構造及び設備が，前記

のような相対的安全性を前提とした安全性を備えていることをいうもの

と解すべきである。 

(ｳ) なお，前記専門技術的な裁量判断に不合理な点があるか否かは，現在

の科学水準に基づいて評価されることになる。そして，ここでいう現在15 

の科学水準とは，確立された国際的な基準となり得るだけの確実性，普

遍性をもった科学的知見に限られると解すべきであって，それほどには

至っていない知見を含めて判断するべきではない。 

イ 火山ガイドの合理性について 

前記ア(ｲ)のとおり，火山ガイドの策定は，処分行政庁の専門技術的裁量20 

が認められており，これが不合理であると評価されるのは，火山ガイドの

内容が現在の科学水準からみて，これによったのでは，原子炉施設の安全

性を確保し，原子炉事故等によって原子炉施設の従業員や周辺住民の生命，

身体に重大な危害を及ぼし，周辺の環境を放射能によって汚染する等の深

刻な危害を及ぼし，周辺の環境を放射能によって汚染する等の深刻な災害25 

を防止することが困難であると認められる点がある場合であると解される
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ところ，以下のとおり，火山ガイドにはこのような点はない。 

(ｱ) 火山ガイドは，ＪＮＥＳが原案を作成し，これを基に，原子力規制委

員会における議論，火山の専門家のヒアリング，意見公募手続等を経て

策定されており，火山学者が作成に携わり，専門的な知見が反映された

ものであり，その内容は，ＳＳＧ－２１と整合している。 5 

(ｲ) 原告らの主張について 

  原告らは，火山ガイドがＳＳＧ－２１と整合しない点がある旨主張

する。しかしながら，原告らの主張は，いずれも日本の火山の特徴を

無視するものであり，又は火山ガイドやＳＳＧ－２１の内容を正解し

ないものであり，理由がない。 10 

  原告らは，原子炉の運用期間中における噴火の可能性の大小を評価

することは不可能若しくは著しく困難であるにもかかわらず，火山ガ

イドの立地評価に関する定めが，これができることを前提としている

ことが不合理である旨主張する。 

しかしながら，火山ガイドは，火山が噴火する時期や規模を予知す15 

ることまでを求めておらず，火山が噴火する時期や規模を的確に予測

することが可能であることを前提にしているものではない。 

すなわち，火山ガイドは噴出量１０㎦程度を超え，大量の火砕流に

よって広域的な地域に重大かつ深刻な災害を起こすような噴火を「巨

大噴火」としているところ，巨大噴火は，他の自然災害とは異なり，20 

広域的な地域に重大かつ深刻な災害を引き起こすものである一方，そ

の発生可能性は極めて低く，また，これを想定した法規制や防災対策

は原子力安全規制以外の分野においても行われていないことに照らす

と，その発生可能性を相応の根拠をもって示されない限り，安全確保

上想定しないことが社会通念上容認されているものといえる。このこ25 

とからすると，立地評価において，設計対応不可能な火山事象の影響
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可能性を評価するに当たっては，巨大噴火とそれ以外の火山活動を区

別し，巨大噴火の可能性評価において，①火山の現在の活動状況は巨

大噴火が差し迫った状態でないこと及び②運用期間中に巨大噴火が発

生するという科学的に合理性のある具体的な根拠があるとはいえない

ことを満たした場合には，巨大噴火の可能性が十分小さいと判断され5 

る。そして，このような判断は，処分行政庁に委ねられた専門技術的

裁量及び巨大噴火に係る社会通念を踏まえた合理的なものである。 

これに対し，原告らは，巨大噴火とそれ以外の噴火を区別した上で，

巨大噴火の可能性評価を行うことについて，問題点を指摘する。しか

しながら，前記のとおり巨大噴火の特性を踏まえると，巨大噴火を想10 

定しないことは社会通念上容認されているが，安全確保に万全を期す

る観点から，あえて原子力規制の下においたにすぎないから，原告ら

の主張にはいずれも理由がない。 

さらに，火山ガイドがモニタリングを行うこととしている点につい

ても，同モニタリングは，検討対象火山の将来の活動可能性が十分小15 

さいと評価できる場合及び設計対応不可能な火山事象が影響を及ぼす

可能性が十分小さいと評価できる場合に，そのような可能性が十分小

さいとの評価の根拠が継続していることを審査時点以降も確認するこ

とを目的として，検討対象火山の状態の変化を検知するために行われ

るものであり，併せて火山活動の兆候を把握した場合の対処方針等の20 

策定を求めているにすぎない。したがって，原告らが主張するように，

モニタリングによって噴火の時期や規模を予測することを目的として

いるわけではない。 

(ｳ) 仮に，火山ガイドの中に不合理な点が存在したとしても，そのことの

みによって，直ちに本件処分が違法とされることはなく，火山ガイドを25 

用いた本件適合性審査の内容やその結果等を総合し，その審査が不合理
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であると認められない限りは，本件処分が違法とされることはない。 

ウ 本件適合性審査における過誤ないし欠落の有無について 

(ｱ) 前記アのとおり，本件適合性審査は，処分行政庁に専門技術的な裁量

が与えられている。そして，規制法の趣旨に照らせば，そのような判断

が不合理であるとされるのは，本件適合性審査の過程に看過し難い過誤，5 

欠落がある場合，すなわち，処分行政庁の審査及び判断の過程に，認定

評価の誤りがあったり，考慮すべき事項が考慮されていなかったりした

結果，当該原子炉施設の基本設計において，前記のような深刻な災害を

引き起こす事態を防止するために必要な防護措置，安全対策が講じられ

ていないにもかかわらず，これが見過ごされ，その基本設計どおりの発10 

電用原子炉を設置し，運転させた場合には，重大な事故等が発生する可

能性が高いと認定判断される場合をいうと解すべきであり，仮に，本件

適合性審査の過程に，軽微な過誤，欠落があったとしても，重大な事故

等の発生を防止する上で必要な防護措置，安全対策が講じられているこ

とが，適合性審査において確認されており，災害の防止上支障がない（規15 

制法４３条の３の６第１項）と認められる場合には，その判断が不合理

であるということはできない。 

なお，発電用原子炉施設に関する規制法の安全規制は，原子炉施設の

設計から運転に至るまでの過程を段階的に区分し，それぞれの段階に応

じて規制を設けているところ，発電用原子炉の設置変更許可に係る安全20 

審査は，このような段階的安全規制の冒頭に位置付けられており，基本

設計ないし基本的設計方針の妥当性を審査，判断するものであり，これ

に続く原子炉施設の細部にわたる詳細設計や，原子炉施設の建設，工事

の前提となる基本的事項を確定する機能を有するものである。このよう

な規制法の仕組みに照らすと，発電用原子炉の設置変更許可の段階で行25 

われる安全審査においては，専ら当該発電用原子炉の基本設計の安全性
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のみが規制の対象となると解される。したがって，本件処分の取消訴訟

において，審理，判断の対象となるのは，発電用原子炉の基本設計に関

する事項に限られる。 

(ｲ) 専門的知見の反映 

原告らは，本件適合性審査が，専門的知見を踏まえずに行われたもの5 

であると主張する。 

しかしながら，本件申請は，国際的な安全指針であるＳＳＧ－２１を

踏まえた最新の火山学的知見が集約された火山ガイドに沿った内容であ

り，最新の火山学的知見を踏まえたものである。また，処分行政庁には，

火山学に関する知見を有する職員も在籍しており，原子力規制員会は，10 

常に火山学の知見を収集分析しており，これらの点からも，本件適合性

審査は，専門的知見を踏まえたものということができる。 

(ｳ) 立地評価の合理性 

  本件適合性審査においては，以下のとおり，様々な地質学的・岩石

学的知見，物理学的知見に加え，噴火サイクルによって判明したマグ15 

マ溜まりの状態や噴火間隔等を総合的に検討し，本件各原子炉に影響

を及ぼし得る火山活動を評価した結果，火山ガイド４．１（２）によ

り，巨大噴火やその他の本件各原子炉に影響を及ぼし得る火山活動の

可能性が十分に小さいとされたのであり，本件適合性審査の過程に，

看過し難い過誤，欠落があるということはできない。 20 

  鹿児島地溝（加久藤・小林，姶良，阿多）全体を捉えて一つの火山

活動として大局的に検討すると，鹿児島地溝の最新の巨大噴火の噴火

間隔は約９万年であるところ，当該地域の最後の噴火は約３万年前の

姶良Ｔｎ噴火であり，このような噴火間隔からすれば，上記各カルデ

ラの現在の活動状況は巨大噴火が差し迫った状態ではないことと整合25 

している。 
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  姶良カルデラについて 

(a) 巨大噴火は概ね地下１０㎞以浅に定置されているマグマ溜まりか

ら噴火に至ると考えられているところ，各種文献や地球物理学的調

査結果によれば，姶良カルデラには，地下１０㎞以浅にマグマ溜ま

りが認められない。 5 

(b) Ｄｒｕｉｔｔ，Ｔ．Ｈ ｅｔ ａｌ．「Ｄｅｃａｄａｌ ｔｏ ｍ

ｏｎｔｈｌｙ ｔｉｍｅｓｃａｌｅｓ ｏｆ ｍａｇｍａ ｔｒａ

ｎｓｆｅｒ ａｎｄ ｒｅｓｅｒｖｏｉｒ ｇｒｏｗｔｈ ａｔ ａ 

ｃａｌｄｅｒａ ｖｏｌｃａｎｏ」（２０１２）（丙Ｂ３８。以下

「ドルイット論文」という。）によれば，巨大噴火直前の１００年10 

程度のマグマ増加率は１年当たり０．０５㎦以上であるところ，姶

良カルデラの現在のマグマ溜まりの供給率は概ね１年当たり０．０

１㎦である。 

(c) 姶良カルデラの巨大噴火の噴火履歴等によると，噴火間隔は少な

くとも６万年以上であるところ，姶良カルデラの最後の巨大噴火で15 

ある姶良Ｔｎ噴火から３万年程度しか経過しておらず，また，鹿児

島地溝の巨大噴火の噴火間隔は９万年であり，こちらも最後の巨大

噴火である姶良Ｔｎ噴火から３万年程度しか経過していないことか

らすると，姶良カルデラの現在の活動状況は巨大噴火が差し迫った

状態ではないことと整合的である。 20 

(d) 乙Ｄ５２の研究報告書（大倉敬宏「測地学的手法による火山活動

の観測について」（平成２９年１１月１日））によれば，地震が発

生すると，地震の揺れ（地震波）は震源から地下にある様々な物質

を介して地表まで伝わるが，物質ごとに地震波の伝わる速度は異な

り，このような速度の違いを把握することにより，地下にある物質25 

が存在する場所やその性質について推定することができる（このよ
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うな地下の地震波速度構造解析技術を地震波トモグラフィーという。）

ところ，姶良カルデラの地下構造に関するその他の知見を踏まえ，

地震波トモグラフィーにより姶良カルデラの地下構造を解析すると，

現在，姶良カルデラの地下数㎞に大規模なマグマ溜まりが蓄積して

いる状態ではないと考えられ，ＶＥＩ７以上の破局的噴火が発生す5 

る可能性は低いと考えられ，本件適合性審査は，このような知見に

照らしても，合理性を有するということができる。 

  加久藤・小林及び阿多カルデラについて 

加久藤・小林及び阿多カルデラにおいては，地下浅部に巨大噴火を

引き起こすような大規模なマグマ溜まりを示唆する火山学的知見ない10 

し調査結果は存在しない。 

  阿蘇カルデラについて 

(a) 現在の火山学においては，阿蘇カルデラの直下のマグマ溜まりの

有無及びその溶融度を推定するに当たり，低速度領域ＬＡ，低速度

領域ＬＢ及び草千里直下のマグマ溜まりの三つに分けて議論がなさ15 

れている。低速度領域ＬＡについては，地殻変動の解析結果や地震

波の解析結果からすると，マグマ溜まりの膨張傾向を示す地盤変動

は検出されておらず，仮にマグマが存在するとしても，その溶融度

は低いため噴火能力に乏しいと考えられている。また，低速度領域

ＬＢについては，仮にマグマが存在するとしても，その溶融度は低20 

いため，噴火能力が乏しく，また，その直下にマグマ等の流体の移

動を示す低周波地震も発生していないことから，巨大噴火を引き起

こすようなマグマ溜まりであるとは考えにくい。さらに草千里直下

の６㎞付近にあるマグマ溜まりは縮小傾向にあり，珪長質でもない

ことから，巨大噴火を引き起こすようなマグマ溜まりではない。 25 

(b) 巨大噴火は，一般に珪長質マグマによって引き起こされるとする
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のが火山学の分野で広く肯定されている知見であるところ，岩石学

的評価結果によれば，阿蘇カルデラ内での過去１万年間におけるカ

ルデラ中央部に存在する噴出物の岩質は主として玄武岩質であり，

巨大噴火を引き起こすような巨大な珪長質マグマ溜まりは存在しな

い。 5 

  鬼界カルデラについて 

(a) 鬼界アカホヤ噴火時の流紋岩質（珪長質）マグマは硫黄岳前期の

活動において出尽くしたとする見解や現在の鬼界カルデラのマグマ

溜まりは，その大部分が玄武岩質マグマであると推測されるとする

見解がある一方で，これが巨大噴火を引き起こすような大量の流紋10 

岩質（珪長質）のマグマ溜まりであることを示唆する知見は見当た

らない。 

(b) 巨大噴火を引き起こすにはマグマの高い駆動力であるＨ２Ｏ等が必

要であるところ，仮に鬼界カルデラの地下に相当程度の流紋岩質マ

グマが存在するとしても，このマグマは，脱ガスが進行した含水量15 

が極めて少ないものであるから，現在は巨大噴火を引き起こすよう

な状態ではない。 

(c) 鬼界カルデラにおける巨大噴火の間隔は，約５万年ないし約９万

年であると考えられており，約７３００年前に発生した最新の巨大

噴火である鬼界アカホヤ噴火から今日までの経過時間は上記の噴火20 

間隔と比較して十分に短いといえる。 

(d) 鬼界カルデラをまたぐ四つの基線長は，マグマ溜まりの顕著な増

大を示唆する変化は認められない。 

(e)  乙Ｄ８４によると，地球化学（地球や宇宙物質の構成・起源・進

化・移動などの化学像を描く学問分野の総称）的手法により推定さ25 

れた鬼界カルデラにおける火山ガスを放出したマグマ量（脱ガスマ
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グマ量）や，マグマの状態変化や圧力の数値から予測される鬼界カ

ルデラの現在のマグマ溜まりの状態等に照らすと，鬼界カルデラは，

破局的噴火がすぐに起きる状態ではないと考えられる。 

  火山地質学の知見等を踏まえると，カルデラ噴火を引き起こす巨大

なマグマ溜まりでは，カルデラ噴火が発生する１００年から数百年以5 

前にかけて，珪長質（デイサイト及び流紋岩）の溶岩流出主体の噴火

が発生すると考えられ，巨大噴火が何の前触れもなく突然発生すると

は考えにくく，少なくとも１００年から数百年前には，何らかの兆候

を発するものと考えられる。 

そして，現在，本件５カルデラにおいて，このような前兆現象とみ10 

られるような珪長質マグマと同質の溶岩の流出を主体とする噴火は認

められない。したがって，本件５カルデラにおいて，火山地質学の知

見によれば，巨大噴火が差し迫った状態ではないといえる。 

  さらに，測地学（地球の形と大きさ及び地球の重力の状態を物理学

の手法を用いてできるだけ精密に求めるための学問）を用いた火山活15 

動の観測によっても，阿蘇カルデラ，加久藤・小林カルデラ及び阿多

カルデラについて，大規模な噴火が起こるような状態ではないと推定

される。  

  以上によれば，本件適合性審査において，本件５カルデラの火山の

現在の活動状況は巨大噴火が差し迫った状態ではないと判断したこと20 

は合理的であり，運用期間中に巨大噴火が発生するという科学的に合

理性のある具体的な根拠があるとはいえない場合であることが推認さ

れる。そして，原告らにおいて，これに反するような科学的に合理性

のある具体的根拠は示されていない。よって，設計対応不可能な火山

事象が到達する可能性が十分に小さいとした本件適合性審査は，合理25 

性を有するということができる。 
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  原告らの主張について 

(a) 原告らは，ＳＳＧ－２１を踏まえれば，本件各原子炉の運用期間

中に設計対応不可能な火山事象が影響を及ぼす可能性が十分に小さ

いといえるには，そのような事態の発生が，１０００万年に１回以

下といえなければならない旨主張する。 5 

しかしながら，ＳＳＧ－２１は，類似する火山を調査して，噴火

活動の後，次の噴火活動が起こるまでの時間経過の最大期間を判別

し，その活動の空白期間を閾値として使用する等の決定論的な評価

方法も許容している。また，日本の火山学においては，確率論的な

評価手法が確立していないのであるから，原告らが主張するような10 

確率論的な評価方法を採用しなかったからといって，本件適合性審

査に看過し難い過誤ないし欠落があるとはいえない。 

(b) 原告らは，阿蘇カルデラ及び鬼界カルデラについては，過去約５

万年に１回の頻度で破局的噴火が発生していると主張する。しかし

ながら，原告らの主張は，これらのカルデラの過去の噴火の発生回15 

数及び間隔から，単純に噴火が約５万年に１回の頻度で発生するこ

とを述べているにすぎず，火山学における確率論的評価手法に基づ

くものではない。 

(c) 原告らは，本件適合性審査において，本件５カルデラにおけるＶ

ＥＩ６以下の噴火について，既往最大規模のみならず，想定される20 

最大規模の噴火を想定すべきである旨主張する。 

しかしながら，既往最大規模を想定して評価する方法は，調査結

果から噴火の規模を推定できない場合，検討対象火山の過去の最大

の噴火規模とする旨定めた火山ガイドの内容と適合している。原告

らの主張は，既往最大よりも大きな噴火が起きるかもしれないとい25 

う抽象的な危険を根拠とするものにすぎず，理由がない。 
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(d) 原告らは，本件申請が依拠したＳｈｉｎｊｉ ＮＡＧＡＯＫＡ 「Ｔ

ＨＥ ＬＡＴＥ ＱＵＡＴＥＲＮＡＲＹ ＴＥＰＨＲＡ ＬＡＹＥ

ＲＳ ＦＲＯＭ ＴＨＥ ＣＡＬＤＥＲＡ ＶＯＬＣＡＮＯＥＳ Ｉ

Ｎ ＡＮＤ ＡＲＯＵＮＤ ＫＡＧＯＳＨＩＭＡ ＢＡＹ，ＳＯＵ

ＴＨＥＲＮ ＫＹＵＳＨＵ，ＪＡＰＡＮ」（１９８８）（乙Ｄ１６5 

の１，丙Ｂ２９。以下「ナガオカ論文」という。）に記載された噴

火ステージ論が理論的な根拠を欠く旨主張する。 

しかしながら，同論文は，地質学的情報について権威のある学術

的知見である上，本件適合性審査においては，同論文のみを根拠と

しているのではなく，マグマ溜まりの状態や噴火間隔等，地質学・10 

岩石学的知見等を総合的に検討し，破局的噴火が発生する可能性に

ついて判断しているのであるから，原告らの主張は理由がない。 

また，原告らは，本件申請が依拠したドルイット論文は，一事例

研究にすぎず，その内容は，一般化できる原則ではない旨主張する。 

同論文は，サントリーニ火山のミノア噴火について述べたもので15 

あるが，火山学の分野では，地震や津波と比較して，確立した科学

的知見や研究成果が少ないため，同様のカルデラ火山についての研

究成果である学術論文を参照することは，評価方法として合理性が

あるといえる。また，本件適合性審査では，同論文のみに依拠して

いるわけではなく，地質学的，岩石学的調査結果に基づいた評価が20 

行われており，同論文は，このような評価を裏付ける一資料として

位置づけられたにすぎないのであるから，原告らの主張は理由がな

い。 

(e) 原告らは，鹿児島地溝に存在するカルデラ火山の破局的噴火の発

生に周期性ないし規則性があることが，理論的な根拠を欠く旨主張25 

している。 
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しかしながら，鹿児島地溝全体を捉えて一つの火山活動と評価す

ることには合理性が認められるのみならず，本件適合性審査では，

鹿児島地溝の評価の他，個別の火山の活動可能性について，地質学，

岩石学的知見及び地球物理学的知見に照らして評価し，それを踏ま

えた上で，鹿児島地溝の各カルデラについて，破局的噴火が発生す5 

る可能性が十分に小さいと評価しているのであるから，原告らの主

張は理由がない。 

(f) 原告らは，姶良カルデラのマグマ溜まりには，極めて高いマグマ

供給率が推定されているにもかかわらず，これを看過している旨主

張する。 10 

しかしながら，原告らが主張する供給量は，ドルイット論文に記

載されたサントリーニ火山のミノア噴火直前のマグマ供給量に比べ

て十分に小さい。また，本件申請において，姶良カルデラのカルデ

ラ噴火の可能性は，マグマ供給率のみから算出したのではなく，地

質学的観点や地球科学的観点を用いて総合的に評価したものであっ15 

て，その評価に何ら不合理な点はない。 

(g) 原告らは，現在の技術では，カルデラの地下構造を精度よく推定

することはできず，本件５カルデラの地下には，すでに破局的噴火

を引き起こすようなマグマ溜まりが形成されている旨主張する。 

しかしながら，原告らが指摘するマグマ溜まりは，地質学的，岩20 

石学的知見や，その他の物理学的知見及び電子基準点の基線変化を

踏まえた調査の結果，巨大噴火が差し迫った状態でないことが明ら

かになっている。したがって，原告らの主張は，単にマグマ溜まり

があることをもって，抽象的に破局的噴火が発生する可能性を指摘

しているにすぎない。 25 

(ｴ) 火山活動のモニタリングについて 
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  原告らは，火山活動のモニタリングの方法や，火山活動に対する対

処方針等の不合理性を主張する。しかしながら，発電用原子炉の設置

変更許可の段階における安全審査においては，当該原子炉の基本設計

ないし基本的設計方針にかかわる事項のみがその対象とされるにすぎ

ず，破局的噴火への発展可能性を判断する具体的な判断基準や火山活5 

動の兆候を把握した場合の対処方針の具体的内容は，設置変更許可の

段階ではなく，それよりも後の段階である保安規定において具体化さ

れることが予定されている。したがって，これらの具体的な内容は，

本件適合性審査における審査の対象ではなく，本件訴訟の審理及び判

断の対象にならない。 10 

また，火山ガイドが火山活動に対する対処方針を策定することを求

めるのは，破局的噴火を示唆するモニタリング結果を確認し得ること

が完全には否定しきれないから，対処方針がないときに比べて適切な

対処を容易にするため，できる限りの対処方針を定めることを求める

趣旨であり，設置変更許可の時点では，あらゆる場合を想定した対処15 

方針を具体的に定めることや燃料等の搬出先を具体的に決めておくこ

とまでは求められていない。 

したがって，これらの点に関する原告らの主張には理由がない。 

  原告らは，破局的噴火の予測は観測事例に乏しいため不可能であり，

また，核燃料物質を搬出するための時間的余裕が保障されていない等20 

主張する。 

しかしながら，火山ガイドがモニタリングを要求しているのは，検

討対象火山の将来の活動可能性が十分小さいと評価できる場合及び設

計対応不可能な火山事象が影響を及ぼす可能性が十分小さいと評価で

きる場合であることを前提として，評価の根拠が継続していることを25 

確認するためであり，本件５カルデラの破局的噴火の兆候を判断する
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ためではなく，かえって，モニタリングを行うのは，前提として検討

対象火山の将来の活動可能性が十分小さいと評価できる場合であるこ

とからすると，モニタリングを行うことによって火山活動の兆候を把

握するに至るような事態が実際に発生することは想定し難い。 

原告らの主張は，モニタリングの上記趣旨を正解するものではない5 

ので，理由がない。 

(ｵ) 影響評価の合理性 

  本件適合性審査においては，参加人が桜島薩摩噴火の規模を前提と

した火山事象の影響評価を行い，降下火砕物の層厚を１５㎝としてお

り，降下火砕物の層厚が安全面に十分に配慮したものであり，合理的10 

である。 

  原告らは，本件５カルデラが破局的噴火を起こした場合，降下火砕

物の層厚は５０㎝を超えると想定され，ＶＥＩ６クラスの噴火であっ

ても，桜島薩摩噴火を超える降下火砕物の層厚を想定することができ

るのであるから，本件適合性審査において，桜島薩摩噴火を基準とし15 

たことは不合理である旨主張する。 

しかしながら，本件５カルデラについて破局的噴火の可能性が十分

に小さいことは，巨大噴火に係る社会通念を考慮した火山ガイドの趣

旨を踏まえた上で，地質学的，岩石学的知見等によって的確に判断し

ており，このことを踏まえれば，本件適合性審査において，破局的噴20 

火が発生したことを前提に降下火砕物の層厚を想定すべきであるとい

うことはできない。原告らは，桜島薩摩噴火以上の規模の噴火が起き

る抽象的な可能性を述べるにすぎず，かえって，桜島薩摩噴火と同程

度の噴火を想定する評価方法について，肯定的な意見を述べる専門家

もいることからすると，原告らの主張は理由がない。 25 

  本件申請においては，降下火砕物について，解析ソフト（ＴＥＰＨ
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ＲＡ２。以下「本件ソフト」という。）を用いた数値シミュレーショ

ン（以下「本件シミュレーション」という。）が用いられたところ，

原告らは，本件ソフトの性能や，本件シミュレーションの計算条件等

が適切でない旨主張する。 

しかしながら，本件申請では，まず，地質調査及び文献調査を実施5 

して，実際に降下火砕物の堆積量を根拠としてその層厚を想定してい

る。本件シミュレーションは，前記想定との間に大きな乖離がないか

を検証するために，あくまで補助的に用いられたものである。 

したがって，本件シミュレーションの計算条件や性能に問題がある

からといって，直ちに本件適合性審査に過誤ないし欠落があったとい10 

えない。 

  原告らは，本件シミュレーションでは，大規模噴火が発生した際に

発生する巨大噴煙柱による傘型領域ができる場合やマグマ水蒸気爆発

が発生した場合が再現されないという限界があることから，他の適切

なシミュレーションを用いたり，複数のシミュレーションを活用した15 

りすべきであった旨主張する。 

 しかしながら，大規模噴火に関し十分な観測データを取得すること

はできておらず，本件シミュレーションにおいて，傘型領域や巨大噴

煙柱，マグマ水蒸気爆発を想定したとしても，その信頼性を検証する

ことができないのであるから，原告らの主張は理由がない。 20 

  原告らは，本件シミュレーションにおいて，風向・風力のばらつき

が適切に考慮されていない旨主張する。 

 しかしながら，原告らの主張は，本件シミュレーションの仕様に対

する批判にすぎず，被告はこのような適用限界も十分考慮した上で，

本件シミュレーションを補助的に用いているにすぎないから，原告の25 

主張は理由がない。 
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  原告らは，原子力規制庁が参加人に対して，従来の１０倍の濃度の

降下火砕物による影響評価をするように求めたことをもって，本件適

合性審査における降下火砕物の影響評価が不十分であった旨主張する。 

しかしながら，原子力規制庁が前記のような指示をするに当たって

前提とした最新の研究成果は，いまだ確立した科学的知見であるとは5 

いえないから，前記原子力規制庁による指示があったことをもって，

直ちに，本件適合性審査に過誤ないし欠落があったとはいえない。そ

して，セントへレンズ山の噴火の観測値や，その不確かさを踏まえて

も，降下火砕物に関する影響評価が不十分であるとはいえない。した

がって，これらを前提に，ディーゼル発電機のフィルタ交換に要する10 

時間等を評価したことが不合理であるともいえない。 

  原告らは，降下火砕物が，ディーゼル発電機に侵入する可能性や侵

入した降下火砕物によって，ディーゼル発電機が閉塞したり，摩耗し

たりする等の可能性があるが，これらの事情が適切に考慮されていな

い旨主張する。 15 

しかしながら，降下火砕物は，砂よりも高度が低くもろいことから，

ディーゼル発電機の摩耗の影響は小さいし，また，吸気フィルタを設

置することにより，降下火砕物が侵入しにくい設計となっているし，

さらに，耐摩耗性のある材料を使用することで，摩耗により安全機能

を損なわない設計とすることとしている。 20 

（参加人の主張） 

ア 参加人は，本件各原子炉の火山影響評価として，文献調査，地形・地質

調査及び地球物理学的調査を行って，将来の活動可能性を否定できない火

山として本件５カルデラ及びその他９つの火山を抽出した上で，各火山の

火山活動に関する個別評価を行った。 25 

イ 本件５カルデラについては，運用期間中における破局的噴火の可能性が
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十分小さいことを確認したため，現在の噴火ステージにおける既往最大規

模の噴火を考慮し，また，その他９火山については，各火山の既往最大規

模の噴火を考慮して評価した結果，火山事象が本件各原子炉の安全性に影

響を及ぼす可能性が極めて低いことを確認した。 

ウ 破局的噴火では，直径１０㎞を超える大規模なマグマ溜まりが地殻内に5 

形成され，マグマ溜まりの圧力の上昇などにより噴火が発生し継続し，大

量のマグマを噴出すると，マグマ溜まりに空洞が生じ，天井部が破壊され，

巨大なカルデラが生じる。仮に現時点において阿蘇カルデラで破局的噴火

が起きた場合，九州の中部以北は火砕流の直撃でほぼ全滅し，死者は１０

００万人を超え，日本列島全体が１５㎝以上の火山灰で覆われて，家屋の10 

倒壊が相次ぎ，ライフラインが機能停止し，食糧生産も不可能となって飢

餓状態になる等といわれている。このように破局的噴火はけた外れに大規

模な自然現象であり，広域的な地域に重大かつ深刻な災害を引き起こすも

のである一方，極めて低頻度な事象であり，多くの裁判例で，その発生が

相応の根拠をもって示されない限り，原子力発電所の安全確保の上で自然15 

災害として想定しなくても安全性に欠けるところはないとするのが，現時

点にける我が国の社会通念であると判断されている。破局的噴火について

は資料やデータが乏しく，発生に至るまでの原理や機序について完全に解

明されているものではないが，参加人は，国内に限らず海外の知見も含め

た最新の知見を可能な限り収集検討したうえで，これらを踏まえた評価を20 

行ったものであり，参加人の評価は現在の科学技術の水準に照らして十分

な合理性を有する。 

エ 参加人は，以下のとおり，破局的噴火の噴火間隔，噴火ステージ，マグ

マ溜まりの状況を総合的に考慮して評価を行った。 

(ｱ) 破局的噴火の噴火間隔について 25 

破局的噴火が起きるためには，地下のマグマ溜まりに大量のマグマが
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蓄積されることが必要である。参加人は，本件５カルデラにおける破局

的噴火の噴火間隔と最新の破局的噴火からの経過時間との比較により，

破局的噴火に必要なマグマが蓄積されるために必要な時間が経過してい

るかどうかを検討した。 

参加人は，鹿児島地溝にある本件３カルデラ全体として噴火間隔を検5 

討したところ，階段ダイヤグラムにおける過去６０万年の破局的噴火の

噴火間隔は約９万年の周期性を有していることが分かった。そして，本

件３カルデラにおける最新の破局的噴火は，約３万年前の姶良Ｔｎであ

り，それからの経過期間は上記９万年より十分に短いことから，参加人

は，このことを運用期間中に本件３カルデラで破局的噴火が発生する可10 

能性が低いことに関する積極的な事情の一つとして考慮した。 

(ｲ) 噴火ステージについて 

      参加人は，ナガオカ論文の知見から，姶良カルデラ及び阿多カルデラ

においては，プリニー式噴火ステージ，破局的噴火ステージ，中規模火

砕流噴火ステージ及び後カルデラ火山噴火ステージによって構成される15 

噴火マルチサイクルを繰り返し，鬼界カルデラにおいては，破局的噴火

ステージ及び後カルデラ火山噴火ステージによって構成される噴火マル

チサイクルを繰り返すことに一定の合理性があると考えた。また，参加

人は，ナガオカ論文に示された噴火ステージの考え方は，他のカルデラ

火山についても一定の参考になると考え，加久藤・小林カルデラ及び阿20 

蘇カルデラにおける過去の噴火履歴を基に噴火ステージについて評価し

たところ，いずれもプリニー式噴火ステージ及び中規模火砕流噴火ステ

ージは確認できなかったことから，本件５カルデラについて，運用期間

中の破局的噴火の可能性に関する考慮要素とした。 

(ｳ) マグマ溜まりについて 25 

破局的噴火を発生させるためには，深さ１０㎞よりも十分浅い位置に，
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破局的噴火を発生させ得る量の珪長質マグマが蓄積されている必要があ

る。また，多くのカルデラ噴火の前には，マグマ溜まりの膨張があった

と考えられるところ，マグマ溜まりの規模の変化は，カルデラ火山の基

線長の変化から推定することができる。そこで，参加人は，基線長の変

化からマグマ溜まりの増大の有無について検討し，その結果を考慮した。 5 

破局的噴火はけた外れに大規模な自然現象であり，他の火山噴火とは

異なって，より広範囲かつ大規模な地殻変動や地震などが観測されると

考えられるのであるから，火山噴火の時期，規模について的確な予測が

できないとしても，破局的噴火が今後数十年の期間において発生する可

能性の大小を評価することはできる。 10 

  姶良カルデラについて 

姶良カルデラの最後の破局的噴火から約３万年が経過しているが，

その前の破局的噴火は約６万年以上であるから，経過期間は，破局的

噴火の噴火間隔に比べて十分に短い。 

現在の姶良カルデラにおける噴火活動は，桜島において多様な噴火15 

様式の小規模噴火が発生しているのみであり，ナガオカ論文において

も，後カルデラ火山噴火ステージにあるとされている。 

姶良カルデラにおいて，地下深さ１０㎞より十分浅い位置に大規模

な珪長質マグマ溜まりは存在しない。基線長には若干の変化はみられ

るものの，既往の研究に基づくとマグマ供給率は０．０１㎦／年程度20 

であり，顕著な増大はない。したがって，姶良カルデラにおいて破局

的噴火を起こしうるようなマグマ溜まりが存在する可能性は低いと考

えられ，参加人は，運用期間中に破局的噴火が発生する可能性が低い

ことに関する積極的な事情として考慮した。 

  加久藤・小林カルデラについて 25 

加久藤・小林カルデラは，最後の破局的噴火から約３３万年が経過
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しているが，同噴火とその前の破局的噴火は約２０万年の間隔である。

もっとも，本件３カルデラにおける破局的噴火の噴火間隔は，加久藤・

小林カルデラにおいて運用期間中に破局的噴火が発生する可能性が低

いことに関する積極的な事情といえる。 

また，加久藤・小林カルデラは，現在，後カルデラ火山噴火ステー5 

ジにあると考えられ，破局的噴火を起こすような大規模な珪長質のマ

グマ溜まりは確認されていない。霧島火山群に関し，北西部の火山の

地下深さ１０㎞付近にマグマ溜まりがあると考えられているが，硫黄

山や新燃岳における噴出物が安山岩質であることから，浅い位置に大

規模な珪長質のマグマ溜まりが存在する可能性は低い。基線長の変化10 

も見られず，マグマ溜まりの顕著な増大は認められないことから，参

加人は，運用期間中に破局的噴火が発生する可能性は低いと評価した。 

  阿多カルデラについて 

阿多カルデラは，最後の破局的噴火から約１０．５万年が経過して

いるが，同噴火とその前の破局的噴火は約１４万年の間隔があったこ15 

とから，経過期間は，破局的噴火の噴火間隔に比べて十分に短い。 

現在の阿多カルデラの噴火活動については，開聞岳において多様な

噴火様式の小規模噴火が発生しており，プリニー式噴火ステージであ

る可能性は低い上，仮にプリニー式噴火ステージにあるとしても，過

去のプリニー式噴火ステージの継続期間は数万年であり，上記破局的20 

噴火からの経過期間は十分短い。ナガオカ論文においても，阿多カル

デラは後カルデラ火山噴火ステージないし初期のプリニー式噴火ステ

ージであるとされている。阿多カルデラにおいて，地下深さ１０㎞よ

り十分浅い位置に大規模な珪長質マグマ溜まりは存在しない。大きな

基線長の変化もなく，マグマ溜まりの顕著な増大は認められず，噴火25 

活動による地殻変動がなく，マグマが供給されていないとの知見もあ
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る。 

  鬼界カルデラについて 

鬼界カルデラは，最後の破局的噴火から約７３００年が経過してい

るが，それ以前の破局的噴火の間隔は約５万年ないし約９万年であり，

経過期間は，破局的噴火の噴火間隔に比べて十分に短い。 5 

鬼界カルデラにおける噴火活動は，薩摩硫黄島において多様な噴火

様式の小規模噴火が発生しているのみであり，破局的噴火ステージに

ない。ナガオカ論文においても，後カルデラ火山噴火ステージにある

とされている。 

鬼界カルデラにおいて，地下深さ１０㎞より十分に浅い位置に大規10 

模な珪長質マグマ溜まりは存在しない。約７３００年前の破局的噴火

の時に蓄積された流紋岩質マグマは出尽くしたと考えられ，その後，

破局的噴火を起こしうるような大規模な珪長質マグマ溜まりが形成さ

れるような時間は経過していない。基線長の変化もなく，マグマ溜ま

りの顕著な増大は認められず，新たなマグマの供給もないとの知見も15 

ある。 

  阿蘇カルデラについて 

阿蘇カルデラは，破局的噴火の最短の噴火間隔が約２万年，平均発

生間隔が約５．３万年であるのに対し，最後の破局的噴火からは約９

万年が経過している。しかし，阿蘇カルデラは現在，後カルデラ火山20 

噴火ステージにあると考えらえれ，地下深さ１０㎞より十分に浅い位

置に大規模な珪長質マグマ溜まりは存在しない。大きな基線長の変化

もなく，マグマ溜まりの顕著な増大は認められず，新たなマグマの供

給もないとの知見もある。 

オ 降下火災物の影響評価について 25 

降下火砕物について，安全上重要な建物機器等に影響を及ぼしうる火山
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事象として，抽出した噴火(本件５カルデラについては現在の噴火ステージ

における既往最大規模の噴火，その他の９火山については既往最大規模の

噴火)の中で最も規模が大きく，本件各原子炉付近に降下火砕物が最も大き

く堆積したとされる約１．３万年前の桜島薩摩噴火を選定した。 

参加人は，この噴火を想定し，文献調査，地質調査及びシミュレーショ5 

ン調査を行って，降下火砕物の層厚を１５㎝と評価した。すなわち，文献

調査により，上記噴火における降下火砕物は川内原発の敷地に分布してい

ないものの，約２０㎞離れた地点での層厚が１２．５㎝であることから，

安全側に評価して，川内原発の敷地での層厚を１２．５㎝以下と想定した。

また，地質調査を行って，上記文献調査の層厚分布に保存状態がよい地点10 

の層厚データを追加し，新たな分布図を作成したところ，川内原発の敷地

から半径約１５㎞の範囲には堆積していないことが確認できた。そして，

本件ソフトを用いてシミュレーション調査を行ったところ，降下火砕物は，

偏西風によってほとんどが東側に分布し，桜島の西側に位置する川内原発

の敷地に影響を及ぼす可能性は低いことが確認できたが，参加人は，最も15 

厳しい８月の集計結果である１１㎝と想定した。そして，以上の調査結果

を踏まえて，参加人は，降下火砕物の層厚について，さらに安全側に評価

して１５㎝に設定した。 

参加人は，降下火砕物が本件各原子炉に係る安全上重要な建物機器等の

安全機能に対して影響を与えないか評価を行った。その結果，降下火砕物20 

の直接的影響によって，安全上重要な建物機器等の安全が損なわれること

はないことを確認し，また，間接的影響についても，非常用ディーゼル発

電機の７日間の連続運転によって電源供給が可能であり，原子炉及び使用

済み核燃料ピットの安全性を確保できることを確認した。 

（原告らの主張） 25 

ア 本件処分に係る司法審査の在り方 
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(ｱ) 本件処分に係る司法審査は，発電用原子炉の設置許可処分の取消訴訟

における審理及び判断の方法について判示した伊方原発最高裁判決を踏

まえつつも，福島第一原発事故や，その後の原子力関連法令等の改正等

を考慮する必要がある。 

(ｲ) 本件処分の適法性は，処分行政庁の判断に，発電用原子炉の安全上不5 

合理な点があるか否かという観点から行われるべきである。そして，現

在の科学水準（ただし，通説的見解に限られず，広く相応の科学的合理

性を有する見解を含む。）に照らし，処分行政庁が審査において用いた

具体的審査基準に不合理な点があり，又は，当該発電用原子炉が前記具

体的審査基準に適合するとした処分行政庁の調査審議及び判断（以下「適10 

合性審査」という。）の過程に過誤ないし欠落がある場合には，それが，

看過し難い過誤ないし欠落といえなくても，４号要件に適合していると

判断できない。したがって，それに基づく設置変更許可処分は，裁量の

範囲を逸脱，濫用するものであり，違法であることになる。 

この点，伊方原発最高裁判決は，看過し難い過誤，欠落がある場合に15 

のみ，発電用原子炉の設置許可処分が違法となる旨判示している。しか

しながら，処分行政庁に裁量が与えられたのは，発電用原子炉の事故に

よる被害の甚大さが他の科学技術による場合と質的に異なることから，

発電用原子炉による事故が万が一にも起こらないように，最新の科学的，

専門技術的知見を駆使して，十分に安全性を考慮した審査を求める趣旨20 

であると解される。このことからすると，発電用原子炉の設置変更許可

処分が違法となるのを，看過し難い過誤，欠落がある場合に限定するこ

とは相当ではなく，原告らが提示した科学的知見が，一応の合理性を有

し，科学的に明白な誤りを有するものでない場合には，被告は，原告ら

が提示した科学的知見が，科学的に明白な誤りであることを相当の資料25 

を用いて説明するか又は当該知見を考慮してもなお，想定を上回る事態



 57 

が生じないことを主張立証できない限り，前記裁量の範囲を逸脱，濫用

したと認められなければならない。 

(ｳ) 仮に，前記のような判断枠組みが採用されないとしても，看過し難い

過誤，欠落とは，福島第一原発事故の被害の深刻さや，福島第一原発事

故後に原子力関連法令等が改正された趣旨等に鑑み，当該発電用原子炉5 

において，深刻な災害が万が一にも起こらないようにするという観点か

ら判断するべきであるから，相応の合理性をもって指摘される危険性や

問題点を合理的な理由なく考慮していない場合や，保守的観点からの考

慮が不十分で，指摘された危険性や問題点が発生する余地が残るような

場合には，看過し難い過誤，欠落があると解されなければならない。 10 

イ 火山ガイドの不合理性 

本件処分が適法であるためには，本件各原子炉が想定される自然現象が

発生した場合においても安全機能を損なわないものでなければならない（設

置許可基準規則６条１項）。そして，この想定される自然現象には火山の

影響が含まれており，原子力規制委員会は，設置許可基準規則６条１項の15 

要件に関して，火山の影響を評価するために火山ガイドを定めており，本

件適合性審査は，火山ガイドを用いて行われている。しかしながら，火山

ガイドは，以下のとおり，外部専門家からの意見聴取等を十分に行うこと

なく作成され，また，火山に関する最新の科学的，専門技術的知見を十分

に踏まえていない。したがって，このような火山ガイドの策定手続及び内20 

容に照らせば，火山ガイドは不合理である。 

(ｱ) 原子力規制委員会及び原子力規制庁は，火山ガイドの策定に当たって

必要な火山に関する科学的，専門技術的知見を持ち合わせていなかった。

そして，原子力規制委員会が火山ガイドを策定するに当たって公開の場

で意見を求めた火山の専門家は，東京大学地震研究所の中田節也教授（以25 

下「中田教授」という。）のみであり，その他の専門家や日本火山学会
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等に諮問されることはなく，外部専門家からの意見聴取手続は極めて不

十分であった。また，平成２５年４月２日に独立行政法人原子力安全基

盤機構が開催した研修会で中田教授が述べた意見や，パブリックコメン

トで提出された意見は，火山ガイドの策定に当たって考慮されなかった

し，完成した火山ガイドは，多くの火山専門家から批判されている。特5 

に，火山ガイドでは，発電用原子炉の運用期間中の噴火規模の設定に当

たって，階段ダイヤグラムを作成することとされているが，階段ダイヤ

グラムが役に立たないものであることは，多くの火山専門家が指摘して

いる。 

このように，火山ガイドは，火山に関する科学的，専門技術的知見を10 

十分に踏まえないまま策定されたので，その内容は不合理である。 

(ｲ) 火山ガイドは，設計対応不可能な火山事象が，原子力発電所の運用期

間中に影響を及ぼす可能性の大小を立地評価の判断基準としている。し

かしながら，現在の火山学の水準では，広範囲に火砕物密度流による被

害をもたらすような大規模噴火の発生を予測できる程度に至っていない15 

から，原子力発電所の運用期間中に，特定の火山が噴火する可能性やそ

の時期，規模を予測できることを前提とした火山ガイドの定めは不合理

である。 

さらに，大規模噴火の中長期的な予測手法が確立していないという現

段階の科学技術水準を踏まえれば，あいまいな基準によって火山活動の20 

可能性を評価するべきではなく，少なくとも過去に起きた最大規模の噴

火により，設計対応不可能な火山事象を引き起こし，それが原子力発電

所に到達したと考えられる火山については，原則として立地不適とする

といったような厳格な基準を用いなければならないが，火山ガイドは，

過去に発生した大規模噴火による被害等を軽視しているため，そのよう25 

な厳格な基準が用いられていない。 
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被告は，原子力規制庁が平成３０年３月７日示した「原子力発電所の

火山影響評価ガイドにおける『設計対応不可能な火山事象の評価』に関

する基本的な考え方について」（以下「「基本的な考え方」」という。）

に基づき，立地評価の際に，巨大噴火とその他の火山活動を区別し，巨

大噴火の可能性の評価に当たっては，火山の現在の活動状況は巨大噴火5 

が差し迫った状態ではないこと及び運用期間中に巨大噴火が発生すると

いう科学的に合理性のある具体的な根拠があるとはいえない場合は，巨

大噴火の可能性が十分小さいと判断できる旨主張する。 

しかしながら，火山ガイドにおいては，巨大噴火に関する特別な規定

を設けておらず，巨大噴火のみを合理的理由もなく，正当な手続もとら10 

ずに，その他の火山活動と区別して評価することは不当である。実際に

本件適合性審査に当たって，「基本的な考え方」にあるような社会通念

を考慮した事実はない。「基本的な考え方」は，火山ガイドの立地評価

について，科学的合理性もなく，事業者のために有利に基準を緩和する

ものである一方，原子力規制委員会・原子力規制庁の本来の責務を放棄15 

するに等しい内容であり，容認することはできない。 

さらに，火山ガイドは，火山活動のモニタリングについて定めている

ところ，ここでは，事業者がモニタリングを実施することにより，広範

囲に火砕物密度流による被害をもたらす大規模噴火の兆候を察知し，原

子炉を停止させ，当該噴火による影響が生じるより前に，核燃料を当該20 

噴火の影響が及ばない場所へ搬出できることが前提となっている。しか

しながら，核燃料をすべて搬出する等して噴火の影響に対処できるよう

にするためには，数十年単位の年月を要することが想定されるが，上記

モニタリングによって，数十年以上の余裕をもって大規模噴火の兆候を

察知することは不可能若しくは著しく困難である。 25 

あえてモニタリングを行うとしても，モニタリングの実施には不確定
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な要素が多く含まれていることを踏まえ，あらかじめ複数の閾値を設定

するなどして，その値を超えた場合には遅滞なく予定した行動に取り掛

かることができるようにしておく必要がある。しかしながら，火山ガイ

ドには，そのような閾値は設定されていない。また，被告は，破局的噴

火への発展可能性を示唆する異常が少しでもある場合には，いわば「空5 

振り覚悟で」本件原子炉の停止等を実施する旨主張するが，そのような

文言は火山ガイドの定めにはなく，実際にそのような状況で核燃料を搬

出できるだけの時間を確保して，本件原子炉を停止させることは極めて

困難である。さらに，現在，気象庁や研究機関が実施している本件５カ

ルデラに係るモニタリングは，大規模噴火を想定したものとはなってい10 

ないため，大規模噴火を対象としたモニタリングを実施するとすれば，

新たなモニタリング体制を構築する必要があるが，そのような措置は採

られていない。 

(ｳ) 被告は，火山ガイドは，ＳＳＧ－２１と整合していると主張するが，

ＳＳＧ－２１では，検討対象火山の抽出期間が１０００万年間とされて15 

いるのに対し，火山ガイドでは２５８万年間に限定されている等，両者

の間に重大な齟齬があり，火山ガイドはＳＳＧ－２１と整合していない。 

(ｴ) 新旧含めた外部事象についての原子力発電所の規制基準は，一般に，

①既往最大以上の保守的な想定を求めるか，②統計的若しくは確率論的

に妥当な水準の保守的想定を求めるかその双方を求めるものであるが，20 

火山ガイドは，過去において設計対応不可能な火山事象が到達した場所

であっても，当該原子力発電所の運用期間中においてその影響を及ぼす

可能性が十分小さいと評価された場合は，火山活動のモニタリングと兆

候把握時の対応を適切に行うことを条件として立地を認めており，不自

然な程緩やかであり，他の外部事象の規制基準と整合性がとれていない。 25 

ウ 本件適合性審査における過誤ないし欠落 
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処分行政庁は，本件処分を行うに当たり，火山に関する科学的専門技術

的知見を踏まえて，本件申請が，設置許可基準規則が定める要件に適合し

ているか審査しなければならない。しかしながら，処分行政庁は，火山に

関する科学的，専門的技術的知見をほとんど有していないにもかかわらず，

外部専門家からの意見聴取等を十分に行わず，火山に関する最新の科学的，5 

専門技術的知見を十分に踏まえずに，想定される火山の影響を判断し，本

件申請が火山ガイドに適合しているとして本件処分を行った。 

なお，被告は，本件処分の取消訴訟における司法審査の対象は，発電用

原子炉の基本設計部分に限られる旨主張しているが，改正後の規制法では，

両者の区別は，相当程度希薄化しているし，両者は密接に関係するもので10 

あって，詳細設計を検討しなければ，基本設計について十分な司法審査を

行えないものもある。したがって，基本設計のみが司法審査の対象となる

とはいえず，詳細設計も司法審査の対象になると解すべきである。 

そして，以下の各事情を踏まえれば，本件処分は，裁量の範囲を逸脱又

は濫用してなされたものということができる。 15 

(ｱ) 専門的知見の欠如 

本件適合性審査に当たって，処分行政庁は，外部専門家からの意見聴

取等を十分に行っていないことから，本件適合性審査には，過誤，欠落

があったと推認できる。特に，本件申請に当たっては，参加人が階段ダ

イヤグラムを作成しているが，立地評価における運用期間中の噴火規模20 

の設定に当たり，階段ダイヤグラムはほとんど役に立たないということ

は，多くの火山専門家が指摘している。 

(ｲ) 立地評価の不合理性 

  ＳＳＧ－２１を踏まえれば，本件各原子炉に核燃料物質が存在する

期間（以下「本件運用期間」という。）に，火砕物密度流を含む火山25 

事象が本件各原子炉の安全性に影響を及ぼす可能性が十分小さいと評
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価できるためには，噴火の発生が１０００万年に１回以下でなければ

ならないはずであるが，川内原発の敷地は，本件５カルデラの噴火に

より，この６０万年の間，概ね１０万年に１回の頻度で火砕物密度流

に襲われている。しかも，阿蘇カルデラ及び鬼界カルデラでは，過去

約５万年に１回の頻度で破局的噴火が発生しており，これらのカルデ5 

ラの噴火が，本件各原子炉の運用期間中に設計対応不可能な火山事象

が本件各原子炉に影響を及ぼす可能性を否定できない。そして，火砕

物密度流や降下火砕物が川内原発の敷地に到達していた可能性がある

以上，川内原発の敷地はそもそも立地不適とされなければならなかっ

た。 10 

  本件申請では，ＶＥＩ６以下の既往最大規模の噴火を前提としてい

るが，本件５カルデラは，過去にＶＥＩ７クラスの噴火を繰り返して

いるのであるから，ＶＥＩ６以下の噴火について考えられる最も厳し

い条件を設定しなければ適切な評価ができない。その上で，本件申請

では，過去の噴火履歴を基に本件５カルデラの大規模噴火の確率を概15 

算すべきであったが，このような検討はされていない。 

これに対し，被告は，火山学において確率論的評価手法は確立して

いない旨主張するが，そうであれば，火山ガイドが要請するような噴

火可能性の評価は不可能なはずであり，実際，本件適合性審査におい

ても，どのようにして本件５カルデラの噴火の可能性を十分に小さい20 

と評価したのか明らかにされていない。 

かえって，日本におけるカルデラ噴火の発生確率は，ポアソン分布

（それぞれの事象が小さい確率で独立してランダムに起こる場合にそ

の発生確率を示す確率評価）によって評価するよりほかに方法がない

とする見解があり，現に多くの火山専門家は，破局的噴火の確率ない25 

し本件各原子炉に火砕流が到達する確率をポアソン分布で算出してい
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るのであるから，あえて破局的噴火の可能性評価を行うのであれば，

この手法によるしかないが，本件適合性審査において，このような確

率評価が行われた形跡はなく，本来考慮されるべきことが考慮されて

いない。 

  本件申請は，ナガオカ論文に記載された噴火ステージ論や，ドルイ5 

ット論文に記載された知見に依拠する。 

しかしながら，ナガオカ論文に記載された噴火ステージ論は，テフ

ラ層序等の地質調査結果に見られる定性的傾向を整理するための作業

仮説的概念であって，普遍的法則について述べたものではない。噴火

ステージ論は，過去の事例による裏付けに乏しく，本件５カルデラに10 

おいては，それに反するような例も確認されている。それにもかかわ

らず，本件申請においては，噴火ステージ論の普遍性や適用可能性が，

客観的手法に基づいて検討された形跡はない。 

仮に，噴火ステージ論を前提とした場合，当該火山が現在どのステ

ージに当たるかどうかはカルデラ噴火の発生により更新されるのであ15 

るから，現在特定のステージにあるからといって，将来のカルデラ噴

火の可能性が低いなどということはできない。 

また，ドルイット論文は，ギリシャのカルデラ火山の一事例研究に

すぎず，そこに記載された大規模噴火直前の急激なマグマ供給率の上

昇に関する記載（破局的噴火の１００年前から０．０５㎦/年以上）は，20 

一般化できる原則ではないから，これを本件５カルデラに当てはめる

ことはできず，かえって，破局的噴火前の急速なマグマの供給が必要

な期間は，せいぜい１０年程度という見解もある。仮に，同論文に記

載された見解を前提として，本件５カルデラのマグマ溜まりにおいて，

０．０５㎦/年以上という急速なマグマの供給が行われたとしても，本25 

件５カルデラが地溝帯に存在しており，マグマ溜まりが下方に広がり
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易く，体積膨脹があっても地殻変動を捉えることが困難であるという

地域性や，現在実施されている観測体制によってはそのような地殻変

動を捉えることが困難である等の事情に照らすと，上記地殻変動から

破局的噴火を引き起こすような規模のマグマ溜まりの体積増加率を見

積もる際に，過少評価されるおそれが大きい。 5 

このように，ナガオカ論文及びドルイット論文に記載された見解を

本件５カルデラに適用することは誤っている。 

  被告は，カルデラ火山が噴火に至るプロセス及びカルデラ火山の噴

火の前には前兆現象があると考えることが合理的である旨主張し，カ

ルデラ噴火の１００年から数百年前には，カルデラ噴火の前兆現象と10 

して溶岩流出主体の噴火を捉えることが可能である旨の研究報告書（小

林哲夫「カルデラ噴火の前兆現象に関する地質学的研究」（平成２９

年８月１日）。乙Ｄ４５）を提出する。 

しかしながら，同研究報告書に記載された見解は確立した知見とは

いえない。カルデラ噴火の中には，先行的な溶岩流出が確認されてい15 

ないものが多数存在するが，同研究報告書では，このような先行的溶

岩流出が現れないカルデラ噴火の可能性が十分考慮されていない。過

去のカルデラ噴火についても，同研究報告書に記載されたような１０

０年から数百年前の特徴的な前兆現象が発生したといえるか明らかで

ない。同研究報告書で述べられている見解は，平成２９年１月１１日20 

開催の第２回原子炉安全専門審査会原子炉火山部部会会合で紹介され

たが，同部会においては，かかる見解を前提とした意見等は出されて

いない。したがって，上記研究報告書によって，立地評価の合理性が

裏付けられるとはいえない。 

  本件申請では，鹿児島地溝に存在する本件３カルデラ火山をひとま25 

とまりにした上で階段ダイヤグラム（以下「本件階段ダイヤグラム」
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という。）を作成し，カルデラ火山の活動間隔に係る評価が行われた。 

しかしながら，個々の火山のマグマ溜まりは独立しているのである

から，本来，階段ダイヤグラムは火山毎に作成し，それぞれの火山に

ついて活動履歴を評価すべきである。本件申請は，鹿児島地溝に存在

する本件３カルデラが破局的噴火を起こすことに周期性ないし規則性5 

があることを前提とするが，鹿児島地溝に存在するカルデラ火山の大

規模噴火の発生間隔についてはばらつきが認められ，上記前提に理論

的根拠はない。 

仮に破局的噴火のデータが少ないことを補うために，複数の火山を

まとめるとしても，その対象を本件３カルデラに限定する理由はなく，10 

立地評価の対象である本件５カルデラ全体について検討すべきである。

特に，阿蘇カルデラについては，これまでに４回の破局的噴火が確認

されており，破局的噴火の発生確率を計算するためのサンプル数が多

い事例であるにもかかわらず，検討対象から外されている。 

このように，破局的噴火の可能性がある火山の対象を本件３カルデ15 

ラに限定したのは，規則的な周期性を示すものを恣意的に選択したも

のであり，不合理である。 

なお，そもそも階段ダイヤグラムは，あくまで火山の活動傾向を理

解する助けとして使うものであり，数千年から数万年の長期間の火山

活動を基に次の噴火の時期を予測することは困難である。また，階段20 

ダイヤグラムの基となる噴出物量や噴火年代の測定には，大きな誤差

が含まれる等その精度には問題があるのに，本件適合性審査において

は，異なるデータベースを用いた階段ダイヤグラムを作成したり，想

定される誤差を可視化したりする等の対応を検討した形跡がない。本

件階段ダイヤグラムは，この点からも，原子力発電所の立地の適否を25 

議論する際に参考となるものではない。 
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  本件申請では，地球物理学的調査の情報から本件５カルデラの地下

構造を推定した知見を基に，マグマの供給状態を推定している。 

しかしながら，そもそも現在の技術では，カルデラの地下構造を精

度よく推定することはできず，破局的噴火を引き起こすようなマグマ

溜まりの有無を確定することは不可能である。 5 

仮に，上記地下構造を推定するとしても，本件申請に当たり，本件

５カルデラの地下構造について，独自の調査がされていない。そのた

め，阿多カルデラについては，地下構造に関する資料が乏しい。また

姶良カルデラ，鬼界カルデラ及び阿蘇カルデラに関する文献について

は，文献の解釈を誤っている部分や，既存の文献の中でもより破局的10 

噴火を引き起こすマグマ溜まりの存在を示唆するものを見落としてい

る部分がある。 

  本件申請においては，破局的噴火は，珪長質の大規模なマグマ溜ま

りが，少なくとも地下１０㎞以浅にある場合に起きることを前提とし

た上で，このようなマグマ溜まりはないとされている。 15 

しかしながら，過去に珪長質のマグマ溜まりがなくても発生したと

考えられる破局的噴火は存在する。また，マグマ溜まりが１０㎞より

も深い場合であっても，マグマが急激に上昇し破局的噴火に寄与する

可能性を示す知見は複数存在する。 

そもそも，マグマ溜まりの深さの推定については，多くの観測誤差20 

を含むものであり，本件５カルデラの地下には，すでに破局的噴火を

引き起こすようなマグマ溜まりが形成されている可能性を示す知見が

複数存在する。特に鬼界カルデラにおいては，８０㎦以上のマグマ溜

まりが滞留しているとされるほか，姶良カルデラについては，長期間

にわたって，０．００１㎦/年という極めて高いマグマ溜まりへの供給25 

率が推定されていて，１００㎦以上のマグマが蓄積されているという
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見解がある。 

本件適合性審査では，このような事実が十分に考慮されていない。 

  被告は，乙Ｄ５２の研究報告書に基づき，地震波トモグラフィー（地

震波速度から地下の構造を解析する技術）による分析によれば，現在

の姶良カルデラの状況では，運用期間中にＶＥＩ７以上の破局的噴火5 

が発生する可能性は低い旨主張する。 

 しかしながら，地震波トモグラフィーによって，カルデラ噴火を起

こすような大規模マグマ溜まりの有無を判定することは困難であるこ

とは，多くの火山専門家の共通認識である。そもそも，同研究報告書

は，モニタリングに用いるシミュレーションモデルの検証のために行10 

われた調査に関するものであり，その結論も破局的噴火が発生する「可

能性は低い」と述べるにとどまるから，立地評価の合理性を基礎づけ

るものではない。 

(ｳ) 火山活動のモニタリングについて 

  火山ガイドによれば，本件適合性審査では，モニタリングによって，15 

破局的噴火による影響が生じる前に原子炉を停止させ，適切に当該噴

火の影響外へ核燃料物質を搬出等できるだけの時間的余裕があるよう

に，本件５カルデラの破局的噴火の兆候を察知できるような監視項目，

監視の方法，対処方針等が参加人によって定められていることを確認

しなければならない。 20 

しかしながら，そもそも，破局的噴火については観測事例が乏しく，

前兆として何が起こるかは分からず，仮に破局的噴火の予兆を判断で

きるとしても，それは，せいぜい数か月前というのが現在の科学技術

水準である。その上，噴火の兆候が見られたとしても，それが最終的

に破局的噴火に至るのか，それとも噴火未遂に終わるのかを判断する25 

ことは極めて困難である。したがって，現在の科学技術水準では，破
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局的噴火の兆候を察知し，判断するようなモニタリングの方法を定め

ることは不可能ないし著しく困難である。 

それにもかかわらず，原子力規制員会は，これが可能であると誤認

して本件適合性審査を行っている。 

  また，本件申請においては，参加人が本件５カルデラについて大規5 

模噴火の兆候を察知してから，本件各原子炉内の核燃料物質を火山事

象の影響範囲外へ搬出するまでに要する時間について，定量的評価が

行われていない。しかしながら，このような定量的評価を実施しない

限り，処分行政庁としても，本件申請に係るモニタリング体制が適切

なものであるか審査できないはずである。 10 

そもそも火山ガイドにおいては，「対処を講じるために把握すべき

火山活動の兆候と，その兆候を把握した場合に対処を講じるための判

断基準」を定めることが明記されているが，この判断基準が具体的に

定まっておらず，本件申請においても，参加人が本件各原子炉の運転

を停止して核燃料物質の搬出に移るための具体的基準が示されていな15 

い。そのようにして本件各原子炉を停止した場合に，核燃料を搬出す

る搬出先も未定である。 

  これらのことを看過してなされた本件適合性審査には，過誤，欠落

がある。 

(ｴ)  影響評価の不合理性 20 

  本件申請では，降下火砕物による影響に関して，約１万２８００年

前に発生した桜島における桜島薩摩噴火による影響が最も大きいと評

価し，当該噴火による降下火砕物の層厚が１２．５㎝であったことを

踏まえ，川内原発の敷地において考慮する降下火砕物の層厚を１５㎝

としている。そして，処分行政庁は，前記の点について，火山ガイド25 

を踏まえたものであると判断し，これを是認した。 
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しかしながら，桜島薩摩噴火以上の噴火規模の噴火を想定しない合

理的な理由は全くない。かえって，本件各原子炉周辺には，破局的噴

火を起こしかねないカルデラ火山が存在し，特に姶良カルデラにおい

ては，その噴火の可能性が高まっており，破局的噴火が起きれば，川

内原発の敷地に到来する降下火砕物の層厚は，少なくとも５０㎝以上5 

になり得る。仮にＶＥＩ７の噴火を除外するとしても，桜島薩摩噴火

は，ＶＥＩ６クラスの中では，噴出量が最も小さく，ＶＥＩ６クラス

の噴火で桜島薩摩噴火以上の噴火が起こる可能性は十分にある。この

ように，桜島薩摩噴火のみを想定することは過小評価である。また，

約１万２８００年前のたった一度の出来事である桜島薩摩噴火のみを10 

根拠とするのは，ＳＳＧ－２１から明らかに逸脱している。 

  本件申請においては，本件シミュレーションの結果を踏まえて，桜

島薩摩噴火と同程度の噴火が発生した場合の降下火砕物の層厚を評価

している。 

しかしながら，本件シミュレーションにおいては，噴火が発生する15 

場所を桜島山頂部に限定しており，他の場所において噴火が発生する

ことや，桜島薩摩噴火以上の規模の噴火が発生し得ること等を想定し

ていない。また，本件シミュレーションでは，噴煙が同心円状に広が

る現象（傘型領域）等大規模噴火の特質を十分に踏まえておらず，日々

変動する風向や風力の不確実性を保守的に考慮していない。さらに，20 

本件ソフトが試験的なものであり，本件シミュレーションにおいては，

そのことを踏まえた保守的な評価が求められるのに，本件申請ではそ

のような評価はされていない。参加人以外の原子力事業者は，調査結

果とシミュレーションを併用し，保守的な評価を行った上で，噴煙柱

高度や風速・風向等の不確実性も考慮しており，これらと比較しても，25 

本件適合性審査には過誤・欠落があるのは明らかである。 
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  被告は，本来，本件シミュレーションを実施する必要はなかったが，

文献調査の結果との間に大きなかい離がないことを検証するために，

これを確認的に行った旨主張する。しかしながら，参加人の文献調査

の結果と本件シミュレーションと間に大きなかい離がないと判断した

過程にも，看過し難い過誤，欠落がある上，このような主張はＳＳＧ5 

－２１に反している。  

  仮に，桜島薩摩噴火と同程度の噴火を想定するとしても，本件申請

では大気中における降下火砕物の濃度が過小に評価されている。その

ため，本件申請において検討されたディーゼル発電機のフィルタ交換

の所用時間も過小となり，実際には，フィルタ交換をする余裕がなく10 

なり，フィルタが目詰まりを起こし，ディーゼル発電機が機能喪失し，

発電用原子炉の冷却機能が喪失するおそれがある。 

  また，降下火砕物のうち浮遊性粒子は，非常用ディーゼル発電機内

に侵入しやすく，侵入すれば，機器の閉塞や摩耗を引き起こしかねず，

ディーゼル発電機の機能に影響を及ぼしかねないが，本件申請ではこ15 

のことが十分に考慮されていない。 

  本件５カルデラにおいて大規模噴火が発生した場合，過去の噴火事

例と同様，火山性地震（火山帯やその周辺の地殻浅部で発生する地震）

が発生し，降下火砕物と地震荷重の組み合わせによって，本件各原子

炉を含む原子炉施設に大きな荷重がかかることが予想される。しかし20 

ながら，本件申請において，参加人がどの程度の降下火砕物が堆積す

るのか，どこでどのような規模の火山性地震が起き，その結果どの程

度の地震動が川内原発の敷地で観測されると想定したのかが明らかで

ない。 

本件適合性審査では，これらの点が看過されているから，本件適合25 

性審査に過誤，欠落がある。 
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 当裁判所の判断 

１  争点１（原告適格の有無）について 

(1) 原告適格の有無の判断基準 

ア 行政事件訴訟法９条１項は，処分の取消しの訴え等を提起することがで

きる者を，当該処分又は裁決の取り消しを求めるにつき法律上の利益を有5 

する者に限定しているところ，法律上の利益を有する者とは，当該処分に

より自己の権利若しくは法律上保護された利益を侵害され，又は必然的に

侵害されるおそれのある者をいい，当該処分を定めた行政法規が，不特定

多数者の具体的利益を専ら一般的公益の中に吸収解消させるにとどめず，

それが帰属する個々人の個別的利益としてもこれを保護すべきものとする10 

趣旨を含むと解される場合には，このような利益も前記の法律上保護され

た利益に当たるというべきである。そして，処分の相手方以外の者につい

て法律上保護された利益の有無を判断するに当たっては，当該処分の根拠

となる法令の規定の文言のみによることなく，当該法令の趣旨及び目的並

びに当該処分において考慮されるべき利益の内容及び性質を考慮し，この15 

場合において，当該法令の趣旨及び目的を考慮するに当たっては，当該法

令と目的を共通にする関係法令があるときはその趣旨及び目的をも参酌し，

当該利益の内容及び性質を考慮するに当たっては，当該処分がその根拠と

なる法令に違反してされた場合に害されることとなる利益の内容及び性質

並びにこれが害される態様及び程度をも勘案すべきである（最高裁平成１20 

６年（行ヒ）第１１４号同１７年１２月７日大法廷判決・民集５９巻１０

号２６４５頁，最高裁平成２０年（行ヒ）第２４７号同２１年１０月１５

日第一小法廷判決・民集６３巻８号１７１１頁）。 

イ 規制法の目的は，基本法の精神にのっとり，核原料物質，核燃料物質及

び原子炉の利用が平和の目的に限られることを確保するとともに，原子力25 

施設において重大な事故が生じた場合に放射性物質が異常な水準で当該原
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子力施設を設置する工場又は事業所の外へ放出されることその他の核原料

物質，核燃料物質及び原子炉による災害を防止し，核燃料物質を防護して，

公共の安全を図るために，製錬，加工，貯蔵，再処理及び廃棄の事業並び

に原子炉の設置及び運転等に関し，大規模な自然災害及びテロリズムその

他の犯罪行為の発生も想定した必要な規制を行うほか，原子力の研究，開5 

発及び利用に関する条約その他の国際約束を実施するために，国際規制物

資の使用等に関する必要な規制を行い，もって国民の生命，健康及び財産

の保護，環境の保全並びに我が国の安全保障に資することにある（同法１

条）。 

また，本件改正等では，規制法４３条の３の５第２項１０号で，発電用10 

原子炉の炉心の著しい損傷その他の事故が発生した場合における当該事故

に対処するために必要な施設及び体制の整備に関する事項が設置許可の申

請書の記載事項として定められ，同法４３条の３の６第１項３号で，設置

者に重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置を実施するために必要な

技術的能力等があることが設置許可の基準の一つとされ（なお，前記の定15 

めは，それぞれ規制法４３条の３の８第１項及び第２項において，設置変

更許可の場合にも準用されている。），同法４３条の３の１４及び同法４

３条の３の２０第２項で，許可を受けた発電用原子炉施設について，最新

の科学技術的知見を踏まえた新たな基準が定められた場合には，当該施設

を当該基準に適合させるバックフィット制度が導入された。これらは，福20 

島第一原発事故の反省に立ち，そのような原子炉災害を再び繰り返さない

趣旨であると解される。 

ウ 発電用原子炉の設置許可を受けた者が所定の事項を変更しようとする場

合の許可申請（同法４３条の３の８第１項）については，規制法４３条の

３の６第１項が準用されるところ（同法４３条の３の８第２項），同項２25 

号（技術的能力に係る部分に限る），３号及び４号が設けられた趣旨は，
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発電用原子炉が，原子核分裂の過程において高エネルギーを放出するウラ

ン等の核燃料物質を燃料として使用する装置であり，その稼働により，内

部に多量の人体に有害な放射性物質を発生させるものであって，発電用原

子炉を設置しようとする者が，発電用原子炉の設置，運転につき所定の技

術的能力を欠くとき，又は原子炉施設の安全性が確保されないときは，当5 

該原子炉施設の従業員やその周辺住民等の生命，身体に重大な危害を及ぼ

し，周辺の環境を放射能によって汚染するなど，深刻な災害を引き起こす

おそれがあることに鑑み，前記災害が起こらないようにするため，発電用

原子炉の設置許可の段階で，発電用原子炉を設置しようとする者の右技術

的能力の有無及び申請に係る原子炉施設の位置，構造及び設備の安全性に10 

つき十分な審査をし，申請者において所定の技術的能力があり，かつ，原

子炉施設の位置，構造及び設備が前記災害の防止上支障がないものである

と認められる場合でない限り，原子力規制委員会は原子炉設置（変更）許

可処分をしてはならないとするものと解される。 

そして，前記各号所定の事項に係る各審査に過誤，欠落があった場合に15 

は，重大な原子炉事故が起き，それにより住民が被害を受ける蓋然性が高

く，殊に原子炉施設の近くに居住する者はその生命，身体等に直接的かつ

重大な被害を受けると想定されることからすると，前記各号は，このよう

な発電用原子炉の事故等がもたらす災害による被害の性質も考慮したもの

と解される。 20 

エ このような前記各号が設けられた趣旨やそれらが考慮している被害の性

質等に加え，本件改正等の経緯等を踏まえると，規制法は，国民の生命，

身体の安全，財産等に対する保護を要求していると解され，これらの規定

は，単に公衆の生命，身体の安全，健康，財産，環境上の利益を一般的公

益として保護しようとするにとどまらず，原子炉施設周辺に居住し，当該25 

事故等がもたらす災害により直接的かつ重大な被害を受けることが想定さ
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れる範囲の住民の生命，身体の安全等を個々人の個別的利益としても保護

すべきものとする趣旨を含むと解される。 

前記の原子炉事故等による災害により直接的かつ重大な被害を受けるも

のと想定される具体的な地理的範囲については，当該原子炉の種類，構造，

規模等の当該原子炉に関する具体的な諸条件を考慮に入れた上で，当該住5 

民の居住する地域と原子炉の位置との距離関係を中心として，社会通念に

照らし，合理的に判断すべきものであると解される（最高裁判所平成元年

（行ツ）第１３０号同４年９月２２日第三小法廷判決・民集４６巻６号５

７１頁参照）。 

以上を前提として，原告らが，本件各原子炉において発生する事故等が10 

もたらす災害により直接的かつ重大な被害を受けることが想定される範囲

の住民に含まれるか否かを検討する。 

(2) 認定事実 

前提事実に加え，各項掲記の証拠及び弁論の全趣旨によれば，以下の事実

を認めることができる。 15 

ア 放射線防護における確定的影響と確率的影響 

(ｱ) 前記のとおり，人体が被ばくし，放射線により分子が切断されると，

そのこと自体による健康被害が発生するのみならず，生命体が有する修

復作用により分子が再結合する際，遺伝子が組み替えられて結合し，こ

れによって健康被害が発生することがある。 20 

(ｲ) このような放射線被ばくによる有害な健康への影響は，放射線防護の

分野において，確定的影響と確率的影響とに分類され，放射線防護体系

を作り上げるためには，確定的影響の重篤度と確率的影響の確率が線量

に伴ってどのように変化するかを定量的に知ることが必要であるとされ

ている（乙Ｄ３５（１７頁））。 25 

(ｳ) 確定的影響とは，線量が十分に大きければ，組織の機能を損なうのに
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十分な細胞喪失を引き起こす放射線による細胞致死の結果から生じる健

康影響（放射線被ばくによって人体の組織や臓器内の細胞が損傷される

ことによってそれらの機能が喪失等すること（乙Ｄ９１（１３頁））を

いい，ある臨床的閾値以上で重篤度が線量とともに増すという特徴を持

ち，主に急性的にないし一時的に閾値を超えた被ばくを受けた場合に問5 

題となる（乙Ｄ３４（９頁），３５（１８頁））。 

ほとんどの臓器・組織は，相当な数の細胞が失われても影響を受けな

いが，失われた細胞の数が十分多いと組織機能が喪失され，観察し得る

障害が発生することがある。これにより，組織・臓器内の細胞が壊死し

たり，正常に再生し，機能することが妨げられたりすると，臓器機能の10 

喪失に至ることもある。こうした障害を引き起こす確率は，低線量の被

ばくであれば０パーセントであるが，線量が閾値を超えると１００パー

セントまで急速に上昇する（乙Ｄ３４（９頁），３５（５頁，１５ない

し１８頁））。そして，このように急性障害を引き起こすといわれてい

る閾値は，症状にもよるが，一般的には１００ミリシーベルトから２５15 

０ミリシーベルトと考えられている（甲Ａ１（４０１頁））。 

(ｴ) 他方，確率的影響とは，放射線被ばくによって引き起こされた細胞の

収縮の結果として起こるかもしれない健康影響（放射線被ばくによって

引き起こされた細胞の修飾の結果としてがんの発症確率が放射線の影響

に比例して上昇するという影響をいう（乙Ｄ３４（９頁））。 20 

放射線被ばくで損傷した細胞は，長い潜伏期を経て悪性状態となり，

その増殖が制御されなくなること（がんを意味する。）があるところ，

その確率は，放射線の影響により損傷を受けた細胞の数によって左右さ

れる。遺伝的情報を持った細胞に損傷が発生すると，遺伝的影響が生じ

る場合もある。そして，確率的影響については，確定的影響におけるよ25 

うな閾値は想定されていない（乙Ｄ３５）。 
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イ 国際放射線防護委員会（ＩＣＲＰ）の勧告 

(ｱ) 国際放射線防護委員会（ＩＣＲＰ）は，１９２８年に国際Ｘ線・ラジ

ウム防護委員会という名称で１９２８年に設立され，１９５０年に現在

の国際放射線防護委員会（ＩＣＲＰ）に組織及び名称が変更された機関

であり，委員会及び外部の情報源からの幅広い専門的意見に基づき，放5 

射線から人や環境を守る仕組みを専門家の立場で勧告する国際学術組織

である（乙Ｄ３５（１頁以下），３９）。 

(ｲ) ＩＣＲＰの１９９０年勧告（以下「ＩＣＲＰ１９９０年勧告」という。） 

ＩＣＲＰの主委員会は，主として適切な放射線防護の基礎となり得る

基本原則についての指針を提供することにより，国，地域及び国際的な10 

レベルで規制機関並びに諮問機関の役に立つことを意図して，１９９０

年１１月，概要以下のとおりの勧告を採択した（乙Ｄ３５（３頁））。 

  放射線防護の第一の目的は，放射線被ばくの原因となる有益な行為

を不当に制限することなく，人を防護するための適切な標準を与える

ことであるから，放射線防護の基本的な枠組みには，必然的に，科学15 

的な判断だけでなく社会的な判断も含めた上で，少ない放射線量でも

何らかの健康に対する悪影響を起こすことがあると仮定しなければな

らない。確定的影響には閾値が存在するので，個人に対する線量を制

限することによってこれを避けることが可能であるが，確率的影響は

閾値を求め得ないので，これを完全に避けることはできない。ＩＣＲ20 

Ｐの基本的な枠組みは，線量を確定的影響のそれぞれに対する閾値よ

りも低く保つことによってその発生を防止し，また，確率的影響の誘

発を減らすためにあらゆる合理的な手段を確実に取ることを目指すも

のである（乙Ｄ３５（３１頁））。 

  被ばくは，職業被ばく（作業時の人々の被ばく），医療被ばく（診25 

断又は治療の一部としての人々の被ばく）及び公衆被ばく（放射線に
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対する他のすべての被ばく）の３種類に分類される。それぞれについ

て許容される線量限度は，以下のとおりである（乙Ｄ３５（４１頁））。 

(a) 職業被ばくに係る線量限度については，毎年ほぼ均等に被ばくし

たとして，全就労期間中に受ける総実効線量が約１シーベルトを超

えないように線量限度を定めるべきであり，また放射線防護体系の5 

適用によってこの値に近づくことは稀にしかないようにするべきで

ある。その上で，いかなる１年間にも実効線量は５０ミリシーベル

トを超えるべきでないが，５年間の平均値として，１年当たり２０

ミリシーベルト（５年間に１００ミリシーベルト）を実効線量とす

るべきである（乙Ｄ３５（４８頁，４９頁））。このような実効線10 

量の制限により，実効線量が限度値で長期間続いたと仮定しても，

ほとんどすべての組織・臓器に確定的影響を起こさないことは確実

である（乙Ｄ３５（５０頁））。 

作業者集団につき，全ての作業年に１０ミリシーベルト，２０ミ

リシーベルト，３０ミリシーベルト，５０ミリシーベルトの年実効15 

線量を受けるという仮定の下，それぞれにつき生涯線量を計算する

と（概算でそれぞれ０．５シーベルト，１．０シーベルト，１．４

シーベルト，２．４シーベルトとなる。），寄与死亡の確率は，１．

８パーセント，３．６パーセント，５．３パーセント，８．６パー

セントとなる（乙Ｄ３５（４６頁））。 20 

(b) 公衆被ばくに係る線量限度については，実効線量を１年当たり１

ミリシーベルトとするべきであるが（乙Ｄ３５（５５頁）），特殊

な状況においては，５年間にわたる平均が１年当たり１ミリシーベ

ルトを超えなければ，単一年にこれよりも高い実効線量が許される

こともあり得る（乙Ｄ３５（５６頁））。このように公衆被ばくに25 

関する実効線量の限度を１年間当たり１ミリシーベルトとしている
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のは，放射線による発がんリスク等の健康影響に関する科学的知見

を基礎としつつも，不必要な放射線への被ばくを避けるために，非

常に変動しやすいラドンによる被ばくを除いた自然放射線源からの

年実効線量が約１ミリシーベルトであることを考慮したものである

（乙Ｄ３５（５５頁））。 5 

(ｳ) ＩＣＲＰ勧告８２（以下「ＩＣＲＰ１９９９年勧告」という。） 

ＩＣＲＰは，１９９９年９月，放射線による長期被ばくへの放射線防

護体系の適用に関する指針を示す勧告を採択した（乙Ｄ３４ⅶ）。これ

によれば，ここにいう長期被ばくは，公衆が偶発的にまた持続的に受け

る長期間にわたる被ばくをいい（乙Ｄ３４（１頁）），一時的な公衆被10 

ばくや，職業被ばく及び医療被ばくは含まれない。代表的な長期被ばく

は，宇宙線及び原子崩壊系列中の放射線核種のような，いわゆる自然の

線源によって与えられるものである（乙Ｄ３４ⅷ）。 

ＩＣＲＰ１９９９年勧告は，概要以下のとおり，介入がほとんど常に

正当化される一般参考レベルの現存年線量（ある与えられた場所におけ15 

る長期被ばくのすべての線量に起因するすべての長期年線量の総和）は

１００ミリシーベルト以下とし，正当化されそうにない介入に対する一

般参考レベルを現存年線量で１０ミリシーベルト以下とした（乙Ｄ３４

（５３頁））。 

  長期被ばくの確定的影響に関して，短期間の急性被ばくによって引20 

き起こされる確定的影響に関しては多くの経験と情報があるが，これ

よりも継続期間の長い一時的な被ばくによって引き起こされる確定的

影響については直接の人のデータが非常に少なく，長期被ばくによっ

て引き起こされる確定的影響についてはさらに少ない。比較的均一な

長期被ばく状況においては，確定的影響に対する閾値は，どの臓器も25 

確定的影響に対するその閾値を上回る年吸収線量を受けなければ，年
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実効線量約１００ミリシーベルト以上であるはずである（乙Ｄ３４（７

０頁，７１頁））。 

  介入が通常期待されず，正当化されそうにないほど低い現存年線量

については，世界の多くの地域で経験されている自然の現存年線量を

用いることが有用であるが，自然の線量の世界平均が年当たり２．４5 

ミリシーベルトであるのに対し，多くの人口集団が年当たりおよそ１

０ミリシーベルト程度にまで高められた線量を経験している世界の諸

地域で何年もの間生活している（乙Ｄ３４（３３頁））。 

  なお，普通の長期被ばく状況における年線量は，通常，確定的影響

の閾値より十分低いため，関心のある放射線誘発健康影響は確率的影10 

響だけである（乙Ｄ３４（９頁））。 

(ｴ) ＩＣＲＰの２００７年勧告（以下「ＩＣＲＰ２００７年勧告」という。） 

  ＩＣＲＰは，２００７年３月に主委員会により承認された勧告にお

いて，ＩＣＲＰ１９９０年勧告を改訂し，複雑化した線量制限勧告値

を「計画被ばく状況」，「緊急時被ばく状況」及び「現存被ばく状況」15 

という三段階の被ばく状況に基づく体系に変更した（乙Ｄ３３（５枚

目））。 

  計画被ばく状況は，被ばくが生じる前に放射線防護を前もって計画

することができる状況及び被ばくの大きさと範囲を合理的に予測でき

るような状況であり，これに係る個人線量限度は，職業被ばくについ20 

ては，規定された５年間の平均が１年当たり２０ミリシーベルト，公

衆被ばくについては，年間１ミリシーベルトとし，線量拘束値（ある

行為の範囲内にある特定の線源によって与えられると予想される線量

に適用される個人線量制限）は，職業被ばくについては，１年当たり

２０ミリシーベルト以下，公衆被ばくについては，状況に応じて年１25 

ミリシーベルト以下で選択されるものとされた（乙Ｄ３３（５９頁以
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下，７５頁））。 

  緊急時被ばく状況は，急を要する防護対策及び恐らく長期的な防護

対策の履行も要求されるかもしれない不測の状況であり，これに係る

参考レベルとして，公衆被ばくについては，１年間の実効線量の積算

値を状況に応じ１年間当たり２０ミリシーベルトから１００ミリシー5 

ベルトまでとされた（乙Ｄ３３（６０頁，６３頁，６８頁，７５頁））。 

  さらに，ＩＣＲＰ２００７年勧告は，計画被ばく状況における確定

的影響に関する閾値について，睾丸，卵巣，水晶体，骨髄等の臓器ご

とに具体的な線量を示しており，これらの閾値は，実効線量に換算す

ると，いずれも１００ミリシーベルトを超え，睾丸及び卵巣の永久不10 

妊や白内障のように２０００ミリシーベルトから６０００ミリシーベ

ルトに達するものもある（乙Ｄ３３（７５頁，１２４頁））。 

  これらの閾値を超えない場合であっても，急性的に又は年間を通じ

て受ける実効線量が１００ミリシーベルトを超過すると，確定的影響

とがんの有意なリスクの可能性が高くなる。 15 

１００ミリシーベルトを下回る線量においては，ある一定の線量の

増加又はそれに正比例して放射線起因の発がん又は遺伝性影響の確率

の増加を生じるであろうという仮定（この線量反応モデルを「ＬＮＴ

モデル」という。）に引き続き根拠を置くものの，このモデルの根拠

となっている仮説を明確に実証する生物学的，疫学的知見がすぐには20 

得られそうにないとしことを強調するとされ，低線量における健康影

響は不確実であることから，公衆の健康を計画する目的には，非常に

長期間にわたり多数の人々が受けたごく小さい線量に関連するかもし

れないがん又は遺伝性疾患について仮想的な症例数を計算することは

適切ではないとされた（乙Ｄ３３（１７頁，１９頁，５７頁，７５頁））。 25 

なお，ＬＮＴモデルは，科学的に証明された真実として受け入れら
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れている見解ではなく，科学的な不確かさを補う観点から，公衆衛生

上の安全サイドに立った判断として採用されている考え方であるとす

る見解がある（乙Ｄ３６（８頁））。 

ウ 低線量被ばくのリスク管理に関するワーキンググループ報告書（以下「本

件報告書」という。）（乙Ｄ３６） 5 

(ｱ) 福島第一原発事故による放射性物質汚染対策において，低線量被ばく

のリスク管理を今後はより一層適切に行っていくことが求められること

から，国内外の科学的知見や評価の整理，現場の課題の抽出及び今後の

方向性の検討を行う場として，低線量被ばくのリスク管理に関するワー

キンググループが設置された。 10 

同ワーキンググループでは，福島第一原発事故発生後の避難指示の基

準となっている年間２０ミリシーベルトという低線量被ばくが健康に与

える影響等について，科学的な知見を踏まえた議論が行われ，平成２３

年１２月２２日，本件報告書が完成した。なお，本件報告書には，低線

量被ばくの概念について，国際的に合意された定義はないが，最近では15 

２００ミリシーベルト以下とされることが多い旨の記載がある（乙Ｄ３

６（４頁））。 

(ｲ) 本件報告書には，概要以下の記載がある。 

  上記避難指示の基準である年間２０ミリシーベルト以下の被ばくに

よる健康リスクは，他の発がん要因によるリスクと比べても十分に低20 

い基準であって，継続的な放射線防護措置を通じて，十分にリスクを

回避できる基準であると評価できる。年間２０ミリシーベルトという

数値は，今後より一層の線量低減を目指すに当たってのスタートライ

ンとしては適切である（乙Ｄ３６（１９頁））。 

  国際的な合意に基づく科学的知見によれば，放射線による発がんリ25 

スクの増加は，１００ミリシーベルト以下の低線量被ばくでは，他の
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要因による発がんの影響によって隠れてしまうほど小さく，放射線に

よる発がんのリスクの明らかな増加を証明することは難しく，疫学調

査以外の科学的手法でも，同様に発がんリスクの解明が試みられてい

るものの，現時点では人のリスクを明らかにするには至っていないが，

広島及び長崎の原子力爆弾による被ばく者の疫学調査の結果からは，5 

被ばく線量が１００ミリシーベルトを超える辺りから，被ばく線量に

依存して発がんのリスクが増加することが示されており，放射線防護

の観点からは，１００ミリシーベルト以下の低線量被ばくであっても，

被ばく線量に対して直接的にリスクが増加するという安全サイドに立

った考え方に基づき，被ばくによるリスクを低減するための措置を採10 

用すべきである（乙Ｄ３６（１９頁等））。 

  前記１００ミリシーベルトの被ばくに関する記載は，短時間に被ば

くした場合の評価であるが，低線量率の環境で長期間にわたり継続的

に被ばくし，積算量として合計１００ミリシーベルトを被ばくした場

合は，短時間で被ばくした場合より健康影響が小さい（線量率効果）15 

と推定されている（乙Ｄ３６（４頁））。 

  内部被ばくは，外部被ばくよりも人体への影響が大きいという主張

があるが，放射性物質が身体の外部にあっても内部にあっても，それ

が発する放射線がＤＮＡを損傷し，損傷を受けたＤＮＡの修復過程で

の突然変異が，がん発生の原因となるため，臓器に付与される等価線20 

量（吸収線量（単位質量当たりに吸収されたエネルギー）に，放射線

の種類による生物影響の程度の違いを反映する放射線加重係数を乗じ

て，同程度の生物効果を与える線量。単位はシーベルト。）が同じで

あれば，外部被ばくと内部被ばくのリスクは同等と評価できる（乙Ｄ

３６（５頁））。 25 

  本件報告書においては，低線量被ばくであっても，被ばく線量に対
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して直線的にリスクが増加するという考え方（ＬＮＴモデル）を採用

するが，これは，科学的に証明された真実として受け入れられている

のではなく，科学的な不確かさを補う観点から，公衆衛生上の安全サ

イドに立った判断として採用するものである。放射線と他の発がん要

因等のリスクとを比較すると，喫煙は１０００ないし２０００ミリシ5 

ーベルト，肥満は２００ないし５００ミリシーベルト，野菜不足や受

動喫煙は１００ミリシーベルトから２００ミリシーベルトのリスクと

同等とされ，年間２０ミリシーベルトを被ばくすると仮定した場合の

健康リスクは，他の発がんリスクと比べても低い。（乙Ｄ３６（８，

９頁）） 10 

エ 日常生活における放射線による影響等 

人間は，１年間で平均２．４ミリシーベルトの放射線を自然界から受け

ている。この内訳は，宇宙線として飛来する放射線が０．３９ミリシーベ

ルト，土壌から放出される放射線が０．４８ミリシーベルト，日常摂取す

る食物を通じて体内で放射される放射線が０．２９ミリシーベルト，空気15 

中のラドン等の吸入による放射線が１．２６ミリシーベルトである。 

自然界から受ける放射線の線量は場所によりその大きさが異なり，日本

で最も少ない場所と多い場所とでは，年間約０．３８ミリシーベルトの違

いがあり，ブラジルのガラパリ地方では，自然界から年間約１０ミリシー

ベルトの放射線を受けている。 20 

（乙Ｄ３２（６４頁以下）） 

オ 放射線被ばくによる健康への影響等 

(ｱ) 国立がん研究センター作成した「わかりやすい放射線とがんのリスク」

（２０１４年７月改訂版）（乙Ｄ３７）には，放射線被ばく及び生活習

慣とがんになる相対リスクについて，以下の記載がある（ただし，下記25 

記載の放射線被ばくは，瞬間的な被ばくを前提としたものであり，長期



 84 

にわたる被ばくの影響を前提としたものではない。）。 

  全部部位における発がんリスク 

(a) 放射線被ばくによる影響 

１０００ないし２０００ミリシーベルトの放射線に被ばくした場

合の相対リスクは１．８倍，５００ないし１０００ミリシーベルト5 

の放射線に被ばくした場合の相対リスクは１．４倍，２００ないし

５００ミリシーベルトの放射線に被ばくした場合の相対リスクは１．

１９倍，１００ないし２００ミリシーベルトの放射線に被ばくした

場合の相対リスクは１．０８倍である。１００ミリシーベルト未満

の場合には，相対リスクを検出することが困難である。 10 

(b) 生活習慣による影響 

喫煙者の場合及び１週間に４５０グラム以上（エタノール換算量。

以下同じ。）の大量飲酒の場合の相対リスクは１．６倍，１週間に

３００ないし４４９グラムの場合の相対リスクは１．４倍，ＢＭＩ

１．２２以上の肥満の場合の相対リスクは１．２２倍，ＢＭＩ１９15 

未満の痩身の場合相対リスクは１．２９倍，運動不足の場合の相対

リスクは１．１５ないし１．１９倍，高塩分食品接種の場合の相対

リスクは１．１１ないし１．１５倍，野菜不足の場合の相対リスク

は１．０６倍，受動喫煙の場合の相対リスクは１．０２ないし１．

０３倍である。 20 

  特定の部位における発がんリスク 

(a) 放射線被ばくによる影響 

６５０ないし１２４０ミリシーベルトの放射線に被ばくした場合，

甲状腺がんの相対リスクは４倍，１５０ないし２９０ミリシーベル

トの放射線に被ばくした場合，甲状腺がんの相対リスクは２．１倍，25 

５０ないし１４０ミリシーベルトの放射線に被ばくした場合，甲状
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腺がんの相対リスクは１．４倍である。 

(b) 生活習慣による影響 

喫煙者の場合の肺がんの相対リスクは４．２ないし４．５倍，１

週間に３００グラム以上の大量飲酒の場合の食道がんの相対リスク

は４．６倍，毎日高塩分食品を接種した場合の胃がんの相対リスク5 

は２．５ないし３．５倍，運動不足（男性）の場合の結腸癌の相対

リスクは１．７倍，ＢＭＩ３０以上の肥満の場合の大腸の相対リス

クは１．５倍，受動喫煙の場合の肺がんの相対リスクは１．３倍で

ある。 

(ｲ) 平成２７年６月，低線量の放射線被ばく（年間平均１．１ミリグレイ，10 

標準偏差２．６）に関し，白血病（慢性リンパ性白血病を除く。）によ

る死亡の過剰相対リスクは，１グレイごとに２．９６倍である旨の見解

が発表された（甲Ａ１６９）。 

同見解に対しては，解析対象の選定や重要な交絡因子の解析上の処理

方法について疑問を呈した上で，日本における放射線作業者２０万人を15 

対象とし，平均で１４．２年追跡した疫学調査からは，低線量放射線被

ばくが白血病の死亡率を増加させるという結果は得られていないとする

見解（乙Ｄ９４）がある。 

(ｳ) ＷＨＯのがん専門機関である国際がん研究機関（ＩＡＲＣ）は，平成

２７年６月２２日，フランス，イギリス及びアメリカの３０万人を超え20 

る従事者の１９４３年ないし２００５年の間の被ばくの評価研究によれ

ば，白血病による死亡と電離放射線被ばくとの正の関連性があり，被ば

くによって白血病のリスクは直線的に増加すること及び被ばくに関連す

るリスクは白血病のタイプによって異なり，慢性骨髄性白血病において

リスクは最大であり，慢性リンパ性白血病のリスクは増加しなかった旨25 

発表した（甲Ａ１６９，１７０，乙Ｄ９４）。 
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(ｴ) 平成２７年９月，放射線被ばくの増加によるがんの割合は直線的増加

を示していること，調査対象者の平均累積結腸被ばく量は２０．９ミリ

シーベルト（中央値４．１ミリシーベルト）と推計され，白血病を除く

全がんによる死亡推定率は，ラグを１０年間として，累積被ばく量１グ

レイ当たり４８パーセント増加し，同様の関連性は，全固形がんによる5 

死亡率においても見られ，この結果は，長期的な低線量電離放射線被ば

くと固形がん死亡率との関連性の直接的な推定を提供するものである旨

の見解が発表された（甲Ａ１７１，１７２）。 

同見解に対しては，重要な交絡因子である喫煙や中性子被ばくの扱い

が日本における低線量率疫学調査とは異なるとし，また，人種に関わる10 

違いもあることから，そのまま日本に当てはまるかどうかは疑問である

とする見解がある（乙Ｄ９６（４頁））。 

(ｵ) 公益財団法人放射線影響協会が，平成２７年３月に発表した「低線量

放射線による人体への影響に関する疫学的調査」には，肺がんなどの一

部の疾患においてみられた死亡率と累積線量との関連は，喫煙などの放15 

射線以外の要因による交絡の影響を含む可能性が高く，低線量域の放射

線が悪性新生物の死亡率に影響を及ぼしていると結論付けることはでき

ない旨の記載がある（乙Ｄ９２（２頁））。 

(ｶ) 放射線審議会が，平成３０年１月に発表した「放射線防護の基本的考

え方の整理－放射線審議会における対応―」（乙Ｄ９０，９１）には，20 

人体に対する影響に関する基本的事項として，確定的影響のうち，最も

低い線量で生じる可能性がある男性の精子数の低下に伴う一時的不妊及

び妊娠初期の被ばくによる胚死亡・奇形発生は，いずれも，しきい線量

が１００ミリグレイ程度と推定されること，全身症状につながる最初に

現れる影響としては白血球減少等の造血系の機能低下であり，全身被ば25 

くによるしきい線量は短時間の被ばくで５００ミリグレイであること，
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確率的影響の一つであるがんについては，多くの調査において，線量と

ともに罹患率・死亡率が増加することが確認されているが，およそ１０

０ミリシーベルト以下の低線量における影響の有無については，現在の

科学的知見からは明確になっていない旨の記載がある（乙Ｄ９１（３頁））。 

カ チェルノブイリ原発事故による影響等 5 

(ｱ) 昭和６１年４月２６日，旧ソ連ウクライナ共和国の北辺に位置するチ

ェルノブイリ原子力発電所において，保守点検のため前日より原子炉停

止作業中であった４号炉（出力１００万キロワット）において，急激な

出力上昇をもたらす暴走事故が発生し，原子炉が爆発するに至った。 

チェルノブイリ原発事故によって，約１０日間にわたって，１．８×10 

１０１８ベクレルのヨウ素１３１や，８．５×１０１６ベクレルのセシウム

１３７といった放射性物質が大気中に放出された。 

（甲Ａ４８，１１４） 

(ｲ) ソ連崩壊後，ロシア連邦は，年間の被ばく量が１ミリシーベルトを超

える可能性のある地域を汚染地域とし，汚染地域のうち，昭和６１年及15 

び同６２年に住民が避難した地域を無人ゾーン，年間被ばく量が５ミリ

シーベルトを超える可能性のある地域を強制的かつ義務的に移住を実施

する移住ゾーン（セシウム１３７の土壌汚染濃度が１平米当たり５５５

キロベクレル以上の地域），年間被ばく量が１ミリシーベルト以上の地

域を希望者については移住を実施する移住権利のある居住ゾーン（セシ20 

ウム１３７の土壌汚染濃度が１平米当たり１８５以上５５５キロベクレ

ル未満の地域）及び年間被ばく量が１ミリシーベルトを超えない地域を

社会経済的な特典のある居住ゾーン（セシウム１３７の土壌汚染濃度が

１平米当たり３７ないし１８５キロベクレル以上の地域）に区分した。 

前記区分に従った場合，チェルノブイリ原発事故後，チェルノブイリ25 

原子力発電所から約６００㎞離れた地点においても，移住ゾーン及び移
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住権利のある居住ゾーンに該当する地域が発生した。 

（甲Ａ１１４，１１５，１１７） 

(ｳ) チェルノブイリ原発事故後の対応に関して，旧ソビエト政府は，事故

直後１年間の暫定線量限度は年間１００ミリシーベルトとしていたが，

段階的に線量限度が引き下げられ，事故後５年目以降は，年間５ミリシ5 

ーベルトという基準を採用するに至った。そして，ウクライナ等の国に

おいては，地域の放射能量が年間５ミリシーベルトを超えた場合，その

地域に住み続けている住民をその汚染地域からほかの地域へ移住させる

ことを実施しており，現在もそれが継続している。もっとも，かかる措

置は徹底されておらず，実際には，居住ゾーン等に住み続けている者が10 

いる。また，ロシア連邦は，原子力発電所における事故の対応に関して，

１９９６年に新しい基準を採用し，長期的措置においては，１年目で５

０ミリシーベルト以下であれば，移転の必要はないこととした。（甲Ａ

４８，１１４，１１５，乙Ｄ３６） 

キ 福島第一原発事故による影響等 15 

(ｱ) 福島第一原発事故によって空気中に放射性物質を放出した１号機ない

し４号機の炉型はいずれも沸騰水型原子炉（ＢＷＲ）であり，電気出力

は，１号機が４６万キロワット，２号機ないし４号機が７８．４万キロ

ワットである。 

福島第一原発事故発生当時，福島第一原発の１号機ないし６号機の原20 

子炉及び使用済み燃料プール内に存在した燃料集合体は以下のとおりで

ある。なお，かっこ内の数値は，当該燃料集合体の総放射能である。 

  １号機 

(a) 原子炉        ４００本（２．９×１０２０ベクレル） 

(b) 使用済み燃料プール  ３９２本（１．６×１０１８ベクレル） 25 

  ２号機 
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(a) 原子炉        ５４８本（５×１０２０ベクレル） 

(b) 使用済み燃料プール  ６１５本（５．５×１０１８ベクレル） 

  ３号機 

(a) 原子炉        ５４８本（５×１０２０ベクレル） 

(b) 使用済み燃料プール  ５６６本（４．８×１０１８ベクレル） 5 

  ４号機（定期検査中） 

(a) 原子炉        ０本 

(b) 使用済み燃料プール  １５３５本（２．１×１０１９ベクレル） 

  ５号機（定期検査中） 

(a) 原子炉        ５４８本（１．６×１０１９ベクレル） 10 

(b) 使用済み燃料プール  ９９４本（９．２×１０１８ベクレル） 

  ６号機（定期検査中） 

(a) 原子炉        ７６４本（１．０×１０１９ベクレル） 

(b) 使用済み燃料プール  ９４０本（１．４×１０１９ベクレル） 

（甲Ａ１） 15 

(ｲ)  東北地方太平洋沖地震及びその直後に到達した津波により，福島第一

原発の１号機ないし３号機の各原子炉において，外部回線の断絶や，非

常用ディーゼル機器の使用不能に伴う全交流電源の長時間にわたる喪失

によって原子炉の冷却機能が失われた結果，原子炉炉心がいずれも損傷

し，１号機及び３号機において水素ガスによるものと思われる爆発が起20 

こって原子炉建屋が損壊し，２号機及び４号機においても水素ガスによ

るものと思われる爆発が起こり，これによって放射性物質が大気中に放

出された。 

原子力安全保安院は，平成２３年６月６日，福島第一原発によって空

気中へ放出された放射性物質の推定放出量は，ヨウ素１３１で約１．６25 

×１０１７ベクレル，セシウム１３７で約１．５×１０１６ベクレルである
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と発表した。また，原子力安全委員会も，平成２３年８月２４日，推定

放出量を，ヨウ素１３１で１．３×１０１７ベクレル，セシウム１３７で

１．１×１０１６ベクレルであると発表した。 

福島第一原発事故によって空気中へ放出された放射性物質の総量は，

ヨウ素換算で，チェルノブイリ原発事故の際の約６分の１に相当する９5 

００ペタベクレルと考えられている。 

原子力安全保安院は，同年４月１２日，福島第一原発事故は，国際原

子力機関（ＩＡＥＡ）及び経済協力開発機構の原子力機関（ＯＥＣＤ／

ＮＥＡ）が作成した指標（ＩＮＥＳ）のうち，最も重い評価であるＩＮ

ＥＳ評価のレベル７に相当する旨発表した。この評価は，チェルノブイ10 

リ原発事故と同等であった。 

福島第一原発事故の結果，避難区域指定は，福島県内の１２市町村に

及び，平成２３年８月２９日時点で，警戒区域（福島第一原発から半径

２０㎞圏）で約７万８０００人，計画的避難区域（２０㎞以遠で，年間

積算線量が２０ミリシーベルトに達するおそれがある地域であり，住民15 

がおおむね１カ月以内に，別の場所への避難を完了することが望ましい

とされた。）で約１万００１０人，緊急時避難準備区域（半径２０から

３０㎞圏で計画的避難区域及び屋内避難指示が解除された地域を除く。）

で約５万８５１０人の合計約１４万６５２０人に達する。 

(甲Ａ１，４５，１１３，乙Ｄ４３) 20 

(ｳ) 原子力委員会委員長は，平成２３年３月２５日，概要以下の内容の「福

島第一原子力発電所の不測事態シナリオの素描」（以下「本件資料」と

いう。甲Ａ３）を作成した。 

  福島第一原発において，最悪の事態として想定されるのは，作業員

が，事故が発生した原子炉や使用済燃料プールへ接近することができ25 

ない状況に陥り，注水がおよそ不可能となって原子炉及び使用済燃料
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プールの冷却ができなくなり，１号機ないし４号機からの放射性物質

の外部放出事故が連鎖的に発生するというシナリオである。これによ

って主に４号機の使用済み燃料プールから１炉心分ないし２炉心分相

当の放射性物質が放出されることが想定される。 

  水素爆発，格納容器破損及び使用済み燃料プールから１炉心分又は5 

２炉心分の放射性物質が放出されることを想定し，各事象が起こって

から７日間における放射性雲からの外部被ばく，地表沈着からの外部

被ばく及び吸入による内部被ばくによる実効線量の合計が指標線量（１

０ミリシーベルト（屋内退避），５０ミリシーベルト（避難）及び１

００ミリシーベルト）を超える領域の範囲を福島第一原発からの距離10 

で示すと，①使用済み燃料プールから１炉心分の放射性物質が放出さ

れた場合，１０ミリシーベルト（屋内退避）となるのは５０㎞の範囲，

５０ミリシーベルト（避難）となるのは１５㎞の範囲，１００ミリシ

ーベルトとなるのは９㎞の範囲であり，②２炉心分の放射性物質が放

出された場合には，１０ミリシーベルト（屋内退避）となるのは７０15 

㎞の範囲，５０ミリシーベルト（避難）となるのは１８㎞の範囲，１

００ミリシーベルトとなるのは１０㎞の範囲となる。 

  チェルノブイリ原発事故後に設けられた基準を参考にすると，セシ

ウム１３７の地表汚染濃度（放射性物質の一種であるセシウム１３７

が地表にどの程度付着しているかを示すもの）の指標が，１㎡当たり20 

１４８０キロベクレルを超える領域は，強制移転すべき地域であり，

１㎡当たり５５５キロベクレルを超える領域は，任意移転すべき地域

である。福島第一原発事故が最悪の事態に発展した場合で，２炉心分

の放射性物質が大気中に放出されたときには，前記強制移転をするべ

き地域は，原子炉から１７０㎞，任意移転すべき地域は２５０㎞とな25 

り，１炉心分の放射性物質が大気中に放出されたときには，前記強制
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移転をするべき地域は，原子炉から１１０㎞，任意移転すべき地域は

２００㎞になる。 

  前記ｃのとおり放射性物質（セシウム１３７に限定されている。）

が大気中に放出された場合，初期濃度が１㎡当たり１４８０キロベク

レルの場所について，初期線量率は，１年当たり約９５ミリシーベル5 

トであるが，１年後には１年当たり約４５ミリシーベルトまで減衰し，

１０年後には１年当たり約１０ミリシーベルト以下まで減衰する。初

期濃度が１㎡当たり５５５キロベクレルの場所については，初期線量

率は１年当たり約３７ミリシーベルトであるが，１年後には１年当た

り２０ミリシーベルト以下まで減衰し，１０年後には１年間当たり約10 

１ミリシーベルトまで減衰する。 

他方，前記強制移転又は任意移転の地域に留まった場合，初期濃度

が１㎡当たり１４８０キロベクレルの場合は，積算線量が５年で約１

８５ミリシーベルト，１０年で約２３５ミリシーベルト，２０年で約

３００ミリシーベルト，４０ないし６０年で約３８０ないし４２０ミ15 

リシーベルトとなる。初期濃度が１㎡当たり５５５キロベクレルの場

合は，積算線量が５年で約７０ミリシーベルト，１０年で約９０ミリ

シーベルト，２０年で約１１０ミリシーベルト，４０ないし６０年で

約１４０ないし１６０ミリシーベルトとなる。 

  なお，４号機以外の使用済み燃料プールにおいても，燃料破損に続20 

いて，溶融した燃料とコンクリートの相互反応（ＭＦＣＩ）が発生し，

大量の放射性物質の放出が始まり，これによって強制移転を求めるべ

き地域が１７０㎞以遠にも生じる可能性や，年間線量が自然放射線レ

ベルを大幅に超えることをもって移転を希望する場合認めるべき地域

が２５０㎞以遠にも発生する可能性もある。 25 

ク 本件各原子炉における事故のシミュレーション 
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本件各原子炉のうち一基について炉心溶融が発生し，格納容器が破裂し，

格納容器内の放射性物質が大気中に放出される事故が発生した場合の影響

に関する瀬尾健京都大学原子炉実験所助手が実施し，平成７年６月に発表

されたのシミュレーション（以下「瀬尾シミュレーション」という。甲Ａ

７５）の結果は，概要以下のものである（甲Ａ７５（３０頁））。 5 

(ｱ) 鹿児島県薩摩川内市，同県いちき串木野市及び同県日置市等において，

急性死者が出る程度の放射性物質が放出される。セシウム１３７による

地面汚染の影響については，１㎡当たり１４８０キロベクレルの地表汚

染濃度を基準とした場合，福岡県及び大分県の一部を除き，九州全域が

長期避難を強いられる地域になり，これよりも３倍厳しい基準を用いた10 

場合には，九州全域に加え，島根県，広島県，愛媛県及び高知県の一部

も長期避難を強いられる地域になる。 

(ｲ) 本件各原子炉と同型のＰＷＲ（電気出力は１００万ワット）において，

前記 と同様の事故が発生し，さらに，概ね大気が安定し，

風速２メートルの場合を想定すると，大気中に放出される放射線の量は，15 

ヨウ素１３１が２．１８×１０１８ベクレル，セシウム１３７が１．０７

×１０１７ベクレルと試算される。 

これを前提に放射性物質の拡散状況等のシミュレーションをすると，

事故から５年が経過した時点において，本件各原子炉から８００㎞離れ

た地域においては，１年当たり約７ミリシーベルト（長期線量），１５20 

００㎞離れた地域においては，１年当たり１．５ミリシーベルト（長期

線量）の放射線が検知される。 

ケ 破局的噴火が発生した場合の原発事故の規模に関する見解 

(ｱ) 甲Ｂ４（小山真人「原子力発電所における「新規制基準」とその適合

性審査における火山影響評価の問題点」（２０１５年）（１９１頁））25 

には，大規模火砕流の灰神楽（火砕流全体を熱源として立ち上る噴煙か
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ら降下する細粒火山灰）が放射性物質に汚染されて日本列島の広い範囲

を覆うリスクも考慮し，厚さ数メートルから十数メートルの火砕流に埋

まった原発がどうなるかを厳密にシミュレーションし，放射性物質の放

出量や汚染の広がりを計算した上で，その被害規模と発生確率を掛け直

したリスクを計算し，その上で，そのリスクが許容できるか否かの社会5 

的合意を得るべきである旨の記載がある。 

(ｲ) 甲Ｂ１７（井村隆介「川内原発を火砕流が襲う日」（「文藝春秋オピ

ニオン ２０１６年の論点１００」所収）（平成２８年））には，破局

的噴火が発生しても，川内原発がなければ世界中に拡散する火山灰に放

射線物質が付着していることはないとする記載がある。 10 

(3) 検討 

ア 本件各原子炉で事故等が発生した場合にもたらされる災害により，生命

や身体等に直接的かつ重大な被害を受けることが想定される範囲について

検討する。 

イ 生命及び身体等に直接的かつ重大な被害を及ぼす放射線量 15 

(ｱ) 放射線被ばくによる人体への影響という観点から，確定的影響と確率

的影響に分けて検討する。 

   確定的影響 

(a) 放射線被ばくによる確定的影響は，主に急性的ないし一時的に放

射線に被ばくし，特定の臓器に関する閾値を超える被ばくをした場20 

合に問題となるものであり，前記のとおり，ＩＣＲＰ２００７年勧

告によれば，計画被ばく状況における臓器ごとの確定的影響に関す

る閾値は，いずれも１００ミリシーベルトを超え，６０００ミリシ

ーベルトに達するものもあることが認められる。 

もっとも，同勧告には，閾値を超えない場合であっても，急性的25 

に又は年間を通じて受ける実効線量が１００ミリシーベルトを超え
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る場合には，確定的影響の可能性が高くなるとする。また，ＩＣＲ

Ｐ１９９９年勧告によれば，比較的均一な長期被ばく状況において，

実効線量が１年当たり１００ミリシーベルト以上になる場合には，

確定的影響が問題になるとされている。 

他方，前記(2)オのとおり，急性的ないし一時的な被ばくであって5 

も，１００ミリシーベルト未満の被ばく量の場合には，全部部位に

おける発がんリスクを上昇させるものではなく，かえって，喫煙や

大量飲酒等の生活習慣の方が，全部部位における発がんリスクを上

昇させる要因である旨の見解がある。この見解は，５０ないし１４

０ミリシーベルトの放射線に被ばくした場合，甲状腺がんの相対リ10 

スクが１．４倍に上がるが，喫煙者の肺がんの相対リスクは４．２

ないし４．５倍，１週間に３００グラム以上の大量飲酒の場合の食

道がんの相対リスクは４．６倍等であり，特定部位における発がん

リスクについても，甲状腺がんを除けば，生活習慣が発がんリスク

を上昇させる要因であると考えられ，１００ミリシーベルト未満の15 

放射線に急性的ないし一時的に被ばくした場合に，どの程度甲状腺

がんの相対リスクが上昇するかは明らかでないとする。 

(b) 以上を踏まえれば，急性的に又は年間を通じて受ける被ばく量が

１００ミリシーベルトを下回るような場合，放射線被ばくによる確

定的影響が問題となると考えることは困難である。 20 

   確率的影響 

放射線被ばくによる確率的影響については健康被害等が生じ得る具

体的な閾値は設定されていないが，ＩＣＲＰ１９９９年勧告は，長期

放射線被ばく状況において，公衆を防護するための介入がほとんど常

に正当化される一般参考レベルを現存年数量で１００ミリシーベルト25 

とし，また，ＩＣＲＰ２００７年勧告は，急性的に又は年間を通じて



 96 

受ける実効線量が１年当たり１００ミリシーベルトを超えると，がん

の発症率が有意に高くなるとしている。 

そして，ＩＣＲＰ２００７年勧告は，急性的に又は年間を通じて受

ける実効線量が１００ミリシーベルトを下回る場合については，公衆

衛生上の安全サイドに立って，ある一定の線量の増加又はそれに正比5 

例して放射線に起因するがんの発症率が増加するというＬＮＴモデル

を採用する。また，ＩＣＲＰ１９９０年勧告には，職業被ばく曝に関

し，１年間当たりの被ばく量の上限を２０ミリシーベルトとする旨の

記載がある。 

他方で，ＩＣＲＰ２００７年勧告には，ＬＮＴモデルの根拠とされ10 

ている仮説を明確に実証する生物学的又は疫学的知見は得られそうに

ない旨の記載がある。そして，放射線による発がんのリスクは，短期

的な被ばくにおける１００ミリシーベルト以下の被ばく線量では，他

の要因による発がんの影響により隠れてしまうほど小さいため，放射

線による発がんリスクの明らかな増加を証明することは難しいとされ15 

ている。さらに，平均累積線量約１３．８ミリシーベルトの原子力発

電施設等の放射線業務従事者について，低線量の域の放射線が死亡率

に影響を及ぼしていると結論付けることはできない（乙Ｄ９２）とい

う見解や，自然界からの放射線の量が高い地域において，蓄積線量が

５００ミリシーベルトを超える地域においても発がんリスクの増加は20 

認められないとする見解がある（乙Ｄ３６（４頁））。 

  これらのことからすれば，実効線量が１年当たり１００ミリシーベ

ルトを超える低線量被ばくの場合には，確率的影響が有意に見られる

と考えられるが，それ以下の場合に，確率的影響が有意に見られるか

どうか必ずしも明らかでない。 25 

(ｲ) 本件各原子炉の周辺で居住する住民の生活環境等に与える影響という
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観点から検討する。 

本件資料は，セシウム１３７の地表濃度の指標が，１㎡当たり１４８

０キロベクレル（初期線量率が１年当たり約９５ミリシーベルト，１年

後には１年当たり約４５ミリシーベルトまで減少）を超える領域を強制

移転すべき地域，１㎡当たり５５５キロベクレル（初期線量率が１年当5 

たり約３７ミリシーベルト，１年後には１年当たり２０ミリシーベルト

まで減少）を超える領域を任意移転すべき地域とする。また，本件報告

書には，福島第一原発事故の避難指示の基準を踏まえた年間２０ミリシ

ーベルトという低線量ばくの数値は，今後より一層の線量低減を目指す

に当たってのスタートラインとする記載がある。 10 

これによれば，福島第一原発と同様の事故が発生した場合，年間２０

ミリシーベルトを超える被ばくのおそれのある地域に居住する住民につ

いては，避難指示が発令される可能性があるということができる。 

(ｳ) 以上によれば，本件各原子炉において重大な事故が発生し，放射性物

質が放出されることによって，急性的ないし一時的に１００ミリシーベ15 

ルト以上の放射線に被ばくし又は長期的な被ばく状況下において１年当

たり２０ミリシーベルトを超える線量の放射線に被ばくすることとなる

範囲に居住する者は，避難指示が発令され，移住を求められる等して，

それまでの生活環境が一変することになる可能性があるから，本件各原

子炉において発生する事故等がもたらす災害により直接的かつ重大な被20 

害を受けることが想定される範囲の住民に含まれるということができる。 

(ｴ) これに対し，原告らは，線量限度告示２条１項１号が定める公衆の実

効線量限度（１年間につき１ミリシーベルト）を超える被ばくのおそれ

がある地域に居住する者には原告適格が認められる旨主張する。 

Ｄ３３，３８及び弁論の全趣旨によれば，上記線量限度告示の規定は，25 

ＩＣＲＰ１９９０年勧告を踏まえたものであることが認められるところ，
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乙Ｄ３３及び３５によれば，ＩＣＲＰ１９９０年勧告は，放射線による

発がんリスク等の健康影響に関する科学的知見，ラドンによる被ばくを

除いた自然放射線源からの年実効線量が約１ミリシーベルトであること

を考慮して，社会的，経済的要因を考慮に入れながら合理的に達成でき

る限り低く被ばく線量を制限することを要求する趣旨であり，上記数値5 

が生命，身体，財産等への直接的かつ重大な被害が生じる具体的な基準

として定められたものではないと考えられる。このことに照らすと，あ

る者が，線量限度告示の定める線量限度を超える線量を被ばくするおそ

れのある地域に居住していたとしても，そのことから直ちに当該住民の

生命や身体等に直接的かつ重大な被害を受けるとは直ちにいうことはで10 

きず，前記原告らの主張は採用できない。 

(ｵ) 原告らは極低線量の被ばくであっても統計的に有意ながん・白血病リ

スクの増大をもたらす旨主張し，甲Ａ１６９（Ｋｌｅｒｖｉ Ｌｅｕｒ

ａｕｄ「Ｉｏｎｉｓｉｎｇ ｒａｄｉａｔｉｏｎ ａｎｄ ｒｉｓｋ ｏ

ｆ ｄｅａｔｈ ｆｒｏｍ ｌｅｕｋｅｍｉａ ａｎｄ ｌｙｍｐｈｏ15 

ｍａ ｉｎ ｒａｄｉａｔｉｏｎ－ｍｏｎｉｔｏｒｅｄ ｗｏｒｋｅｒ

ｓ」（２０１５））及び甲Ａ１７１（Ｄａｖｉｄ Ｂ． Ｒｉｃｈａｒ

ｄｓоｎ「Ｒｉｓｋ ｏｆ ｃａｎｃｅｒ ｆｒｏｍ ｏｃｃｕｐａｔ

ｉｏｎａｌ ｅｘｐｏｓｕｒｅ ｔｏ ｉｏｎｉｓｉｎｇ ｒａｄｉａ

ｔｉｏｎ：ｒｅｔｒｏｓｐｅｃｔｉｖｅ ｃｏｈｏｒｔ ｓｔｕｄｙ ｏ20 

ｆ ｗｏｒｋｅｒｓ ｉｎ Ｆｒａｎｃｅ，ｔｈｅ Ｕｎｉｔｅｄ Ｋ

ｉｎｇｄｏｍ，ａｎｄ ｔｈｅ Ｕｎｉｔｅｄ Ｓｔａｔｅｓ」（２０

１５））にはこれに沿う部分がある。 

しかしながら，甲Ａ１６９に記載された見解に疑問を呈する見解もあ

り（乙Ｄ９４），これが確立した知見であるかどうか明らかでない。ま25 

た，甲Ａ１６９は，白血病による死亡の過剰相対リスクについて，１グ
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レイごとに２．９６倍であることを明らかにするものであるが，甲Ａ（３

３４頁）によれば，アルファ線１グレイは２０シーベルト，ベータ線及

びガンマ線１グレイは１シーベルトに相当することが認められ，このこ

とに照らすと，１ミリシーベルトの低線量被ばくが人体に対し，どの程

度の影響があり，その被害の程度が直接的かつ重大なものであるかは必5 

ずしも明らかでない。 

また，甲Ａ１７１に記載された見解に対しては，重要な交絡因子であ

る喫煙や中性子被ばくの扱いや，そもそも日本人に対して適用できるか

について，疑問が呈されており（乙Ｄ９７），これが確立した知見かど

うか明らかでない。また，甲Ａ１７１によっても，被ばく量が０から１10 

００ミリグレイの範囲においては，研究結果が，他の被ばく量の範囲よ

りも正確さが劣っていたとされている。 

したがって，これらの文献から直ちに，原告らの前記主張を採用する

ことはできない。 

(ｶ) 原告らは，チェルノブイリ原発事故において，年間被ばく量が５ミリ15 

シーベルト以上の地域を義務的かつ強制的に移住を実施する移住ゾーン

とされたことを踏まえれば，本件各原子炉において放射性物質を放出す

る重大な事故が発生し，放射性物質によって土壌等が汚染される等して

年間被ばく量が５ミリシーベルト以上となるような地域に居住する者に

は原告適格が認められる旨主張する。 20 

しかしながら，チェルノブイリ原発事故ついては，１９９６年に，長

期的措置において，１年目の被ばく量が５０ミリシーベルト以下であれ

ば移住を不要とする旨の基準が採用されており，このことと，日本の避

難指示の基準が年間２０ミリシーベルトであることに照らすと，年間被

ばく量が５ミリシーベルト以上となる地域に居住している者について，25 

直ちに当該地域からの移住を強いられる状況にあるとはいえない。この
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ことに加え，本件報告書においても，福島第一原発事故に伴う避難指示

の基準である年間２０ミリシーベルトの被ばくという基準は，他の発が

ん要因によるリスクと比べても十分に低い基準であって，継続的な放射

線防護措置を通じて十分にリスク化を回避できる基準とされていること

からすれば，原子力発電所において放射性物質を放出する重大な事故が5 

発生した場合に，年間被ばく量が５ミリシーベルト以上となる地域に居

住している者が直接的かつ重大な影響を受けるということはできないか

ら，前記原告らの主張は採用できない。 

ウ 本件各原子炉において事故が発生した場合に，急性的ないし一時的に１

００ミリシーベルト以上の放射線に被ばくし又は長期的な被ばく状況下に10 

おいて，１年当たり２０ミリシーベルトを超える線量の放射線に被ばくす

ることとなる範囲について検討する。 

(ｱ) 本件各原子炉において，放射性物質を放出する重大な事故が発生した

場合に放出される放射性物質の量やそれが及ぶ範囲を端的に示す証拠は

提出されていない。 15 

(ｲ) 他方，日本における最悪の原発事故である福島第一原発事故において，

想定され得るシナリオの中で最悪の事態が発生した場合の影響等を検討

した本件資料には，福島第一原発事故において，１号機ないし４号機か

らの放射性物質が放出され，２炉心分（福島第１原発でいえば約１１０

０本の燃料集合体）の放射性物質が大気中に放出した場合，福島第一原20 

発から２５０㎞離れた地点において，セシウム１３７の土壌汚染濃度が

５５５キロベクレルを超えることになり，これによって，放射線の線量

率は，初期線量率が１年当たり約３７ミリシーベルトとなり，その後は，

１年後に１年当たり１８ミリシーベルトまで減衰し，その後も線量率は

減衰していくとする旨の記載がある。 25 

本件資料は，福島第一原発の４号機の格納容器内の放射性物質及び使
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用済み燃料プールに貯蔵されていた１５３５本の使用済み核燃料（５４

８本を１炉心分とした場合，２．８炉心分）を前提としているところ，

本件各原子炉には，使用済み核燃料が１９４６本貯蔵されており，福島

第一原発よりも多い。また，福島第一原発の電気出力は，１号機が４６

万キロワット，２ないし４号機が７８．４万キロワットであるのに対し，5 

本件各原子炉の電気出力は，合計１７８万キロワット（各８９万キロワ

ット）である。  

そして，福島第一原発と本件各原子炉の上記各規模を踏まえると，本

件各原子炉において，深刻な事故が発生した場合に放射性物質が放射さ

れる範囲は，本件資料が想定するシナリオを下回ることはないと考えら10 

れる。したがって，本件各原子炉において事故が発生した場合に，急性

的ないし一時的に１００ミリシーベルト以上の放射線に被ばくし又は長

期的な被ばく状況下において１年当たり２０ミリシーベルトを超える線

量の放射線に被ばくすることとなる範囲は少なくとも本件各原子炉から

２５０㎞以上の地域に及ぶということができ，この範囲の地域に居住す15 

る者については，本件訴訟の原告適格が認められる。 

(ｳ) これに対し，原告らは，瀬尾シミュレーションに基づいて，本件各原

子炉が過酷事故を起こした場合，当該事故から７日間のうちは原発から

３０００㎞離れていても年約８ミリシーベルトもの被ばくのおそれがあ

り，当該事故から５年経過しても本件各原子炉から２０００㎞圏内は年20 

間１ミリシーベルトを超える被ばくのおそれがある区域となることなど

として，本件各原子炉から３０００㎞離れた地域に居住する者について

も，原告適格を認めるべきである旨主張する。 

しかしながら，前記イ（ｳ）で検討したところに照らすと，原告らの主

張は採用できない。 25 

(ｴ) また，原告らは，本件５カルデラから発生した火災物密度流が川内原
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発を襲う場合，本件各原子炉や使用済燃料プールは完全に破壊され，そ

の放射性物質は，日本列島のほぼ全域を覆うことが想定され，原告ら全

員の生命，健康，財産ないし生活環境に直接的かつ著しい被害が及ぶこ

とは必定である旨主張し，甲Ａ１０，甲Ｂ４及び１７には，川内原発を

火砕流が襲った場合に，放射性物質が火山灰に付着し，日本全土に放射5 

能汚染が及ぶ旨の記載がある。 

しかしながら，甲Ａ７５等ほかの文献には，このような事象への言及

がなく，また，一般に，火砕流全体を熱源として立ち上がる噴煙から火

山灰が降下することがあり得るとしても，本件各原子炉との関係で，放

射能汚染の被害の機序及び範囲が具体的に明らかにされたとはいえず，10 

このような事象の現実に発生する具体的可能性の有無やその影響の程度

も明らかでないことに照らすと，これらの記載は，前記結論を左右する

に足りず， 他に原告らの主張を認めるに足りる的確な証拠はない。 

エ 原告Ａ，同Ｂ，同Ｃ，同Ｄ，同Ｅ，同Ｆ及び同Ｇは，富山県，静岡県，

神奈川県，東京都，埼玉県，福島県等，本件各原子炉から２５０㎞を大き15 

く超えた地域に居住する者であることが認められるので，前記イ（ウ）で

検討したところ基づいて，本件の原告適格を認めることはできない。そし

て，ほかに，本件各原子炉において，重大な事故が発生した場合に，これ

らの原告らの生命や身体等に直接的かつ重大な被害が及ぶと認めるに足り

る証拠はない。したがって，これらの原告らについては，原告適格がある20 

ということはできない。 

他方，弁論の全趣旨によれば，その余の原告らは，本件各原子炉から概

ね２５０㎞の範囲内に居住する者であり，本件各原子炉で事故等が発生し

た場合にもたらされる災害により，生命や身体等に直接的かつ重大な被害

を受けることが想定される範囲の住民に当たるということができる。した25 

がって，これらの原告らについては，原告適格がある。 
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２  争点２（本件申請が設置許可基準規則６条１項の要件を満たすと判断したこ

との違法性の有無）について 

(1) 本件処分の違法性に係る司法審査の在り方 

ア 本件処分は，原子力規制委員会によって行われたものである。原子力規

制委員会は，原子力利用における事故の発生を常に想定し，その防止に最5 

善かつ最大の努力をしなければならないという認識に立って，確立された

国際的な基準を踏まえて原子力利用における安全の確保を図るため必要な

施策を策定し，または，実施する事務を一元的につかさどるとともに，そ

の委員長及び委員が専門的知見に基づき中立公正な立場で独立して職権を

行使するものとして設置法に基づいて設置された機関であり，原子力利用10 

における安全の確保に関することや，原子炉に関する規制及びその安全の

確保に関すること等をその所掌事務とし（同法１条，４条１項各号及び６

条１項），その委員長及び委員は，人格が高潔であって，原子力利用にお

ける安全の確保に関して専門的知識及び経験並びに高い識見を有する者の

うちから，両議院の同意を得て内閣総理大臣が任命するものとされている15 

（同法７条１項）。 

イ 原子力規制委員会は，発電用原子炉設置（変更）の許可申請が，同法４

３条の３の６第１項各号に適合していると認めるときでなければ許可して

はならないとされている（同法４３条の３の８第２項）。このうち，規制

法４３条の３の６第１項２号及び３号は，発電用原子炉を設置しようとす20 

る者が，発電用原子炉を設置するために必要な技術的能力並びに重大事故

（発電用原子炉の炉心の著しい損傷等）の発生及び拡大の防止に必要な措

置を実施するために必要な技術的能力その他の発電用原子炉の運転を的確

に遂行するに足りる技術的能力を有するか否かにつき，同項４号は，当該

申請に係る発電用原子炉施設の位置，構造及び設備が核燃料物質若しくは25 

核燃料物質によって汚染された物又は原子炉による災害の防止上支障がな
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いものとして，原子力規制委員会規則（設置許可基準規則）で定める基準

に適合するものであるか否かにつき，原子力規制委員会において審査を行

うべきものと定めている。 

このような規定が設けられたのは，発電用原子炉が原子核分裂の過程に

おいて高エネルギーを放出する核燃料物質を燃料として使用する装置であ5 

り，その稼働により，内部に多量の人体に有害な放射性物質を発生させる

ものであり，発電用原子炉を設置（変更）しようとする者が発電用原子炉

の設置，運転につき所定の技術的能力を欠くとき又は発電用原子炉施設の

安全性が確保されないときは，当該発電用原子炉施設の従業員やその周辺

住民等の生命，身体に重大な危害を及ぼし，周辺の環境を放射能によって10 

汚染するなど，深刻な災害を引き起こすおそれがあることに鑑み，このよ

うな災害の発生を防止するため，原子炉設置許可の段階で，発電用原子炉

を設置しようとする者の技術的能力並びに申請に係る原子炉施設の位置，

構造及び設備の安全性につき，科学的，専門技術的見地から，十分な審査

を行わせる趣旨であると解される。 15 

ウ このような審査は，当該原子炉施設そのものの工学的安全性，平常運転

時における従業員，周辺住民及び周辺環境への放射線の影響，事故時にお

ける周辺地域への影響等を，発電用原子炉設置予定地の地形，地質，気象

等の自然的条件及び当該発電用原子炉設置者の技術的能力との関連におい

て，多角的，総合的見地から検討するものであり，しかも，審査の対象に20 

は将来の予測に係る事項も含まれ，原子力工学はもとより，多方面にわた

る極めて高度な最新の科学的，専門技術的知見に基づく総合的判断が必要

とするものであると考えられる。そして，規制法は，このような原子炉施

設の安全性に関する審査の特質を考慮し，同法４３条の３の６第１項各号

所定の基準の適合性について，原子力利用における安全の確保に関して専25 

門的知識及び経験並びに識見を有する原子力規制委員会の合理的な判断に
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委ねていると解される。 

したがって，原子炉施設の安全性に関する判断の適否が争われる原子炉

設置（変更）許可処分の取消訴訟における裁判所の審理判断は，本件処分

の根拠法令又は関連法令である原子力関連法令等の趣旨から見た場合，処

分行政庁の専門技術的な調査審議及び判断を経てなされた判断に不合理な5 

点があるか否かという観点から行われるべきであって，原子力関連法令等

の趣旨又は現在の科学技術水準に照らし，前記調査審議において用いられ

た具体的審査基準に不合理な点があり，あるいは当該原子炉施設が前記具

体的審査基準に適合するとした処分行政庁の調査審議及び判断の過程に看

過し難い過誤，欠落がある場合には，処分行政庁の前記判断に不合理な点10 

があるものとして，それに基づく原子炉設置（変更）許可処分は違法と解

すべきである。 

エ なお，発電用原子炉設置（変更）許可処分の前記性質に鑑みると，その

取消訴訟においては，処分行政庁の判断に不合理な点があることの主張立

証責任は，本来，原告らが負うべきものと解されるが，当該原子炉施設の15 

安全審査に関する資料を全て被告側が保持していること等の点を考慮する

と，被告側において，まず，その依拠した前記の具体的審査基準並びに調

査審議及び判断の過程等，処分行政庁の判断に不合理な点のないことを相

当の根拠，資料に基づき主張立証する必要があり，被告がそのような主張

立証を尽くさない場合には，処分行政庁の判断に不合理な点があることが20 

事実上推認されるものというべきである。 

これに対し，被告は，本件処分に係る申請書や審査書等の情報は公表さ

れ，原告らにおいても容易に入手できるとして，本件処分に係る適合性審

査に不合理な点があることに関しては，原告らが主張立証責任を果たさな

ければならない旨主張し，弁論の全趣旨によれば，原子力規制委員会の関25 

連会合の議事録や資料が多く公開され，原告らから書証として提出された



 106 

ことが認められる。しかしながら，甲Ａ２５４（３１頁）等に鑑みると，

原子力規制庁の職員等が議題の審議後，関係者に説明することなどがなか

ったといえず，このようなやりとりの有無，内容又は資料等が明らかにさ

れていると認められるだけの証拠はないので，上記のとおり，会合の議事

録や資料が多く公開されているとしても，前記の結論を覆すに足りない。 5 

オ もとより，科学技術を利用した各種機械及び装置等は，常に一定程度の

事故発生等の危険性を伴っており，科学技術の分野においては，絶対的に

災害発生の危険がないという絶対的安全性を要求することはできない。現

代社会においては，その危険性が社会通念上容認できる水準以下であると

考えられる場合又はその危険性の相当程度が人間によって管理できると考10 

えられる場合に，その危険性の程度と科学技術の利用により得られる利益

の大きさとの比較衡量の上で，これを一応安全なものであるとする相対的

安全性の考え方が受け入れられているといえる。そして，このような危険

性を含む科学技術の利用は，自動車，航空機等の交通機関，医療技術及び

医薬品の製品利用等，人の生命身体に影響する可能性のある分野にも及ん15 

でおり，発電用原子炉に限って，絶対的な安全性が要求されていると解す

ることは困難であるから，上記相対的安全性の考え方は，原子力関連法令

等においても，前提とされていると考えられる。処分行政庁の判断に不合

理な点のないことについて相当の根拠，資料があったかどうかも，このよ

うな観点から判断されることになる。 20 

カ これに対し，原告らは，発電用原子炉設置（変更）許可処分の取消訴訟

においては，通説的見解に限られず，広く相応の科学的合理性を有する見

解を前提に，原告らが提示した科学的知見が，一応の合理性を有する場合

には，被告において，原告らが提示した科学的知見に明白な誤りがある事

を相当の資料を用いて説明するか，または，当該知見を考慮してもなお，25 

想定を上回る事態が生じないことを主張立証できない限り，本件処分は，
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処分行政庁が，その有する裁量の範囲を逸脱又は濫用して行ったものと認

められなければならない旨主張する。 

しかし，自然科学の分野では，ある見解が通説ではないものの合理性の

ある知見であるのか，合理性を有しないとされる見解なのかの区別は容易

でないと考えられ，訴訟において，原告らが提示したすべての見解につい5 

て検証が必要であるとすることは，前記絶対的安全性を求めることになり

かねない。また，規制法４３条の３の６第１項各号所定の基準の適合性に

ついて，原子力利用における安全の確保に関して専門的知識及び経験並び

に識見を有する原子力規制委員会の合理的な判断に委ねた趣旨を没却する

おそれがある。したがって，どの程度の知見について検証をすべきかにつ10 

いては，当該知見の内容等を踏まえて検討されるべきものと解され，原告

らの上記主張は採用できない。 

キ なお，規制法は，発電用原子炉の設置，運転等に関する安全規制の体系

に関して，原子炉の設計から運転に至る過程を段階的に区分し，各段階に

対応して，発電用原子炉の設置及び変更（規制法４３条の３の５ないし同15 

条の３の８），工事計画の認可（同条の３の９及び同条の３の１０），使

用前検査（同条の３の１１），燃料体検査（同条の３の１２），溶接安全

管理検査（同条の３の１３），施設定期検査（同条の３の１５），運転計

画の届出（同条の３の１７）並びに保安規定の認可（同条の３の２４）等

の段階的手続を介在させ，これら一連の規制手続を通じて安全の確保を図20 

るという手法をとっており，原子炉の設置変更許可に係る安全審査は，そ

の冒頭に位置付けられており，基本設計ないし基本的設計方針の妥当性を

判断するものであり，工事計画の認可以降の段階における規制の対象とさ

れる当該発電用原子炉の具体的な詳細設計及び工事の方法等は，設置変更

許可の段階の安全審査の対象とされていないものと解される。したがって，25 

本件処分の取消訴訟において審理判断の対象となるのは，本件各原子炉の
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基本設計ないし基本的設計方針に係る事項に限られると解される。 

これに対し，原告らは，本件各原子炉の詳細設計等についても司法審査

の対象となる旨主張するが，前記のとおり，詳細設計等は，原子炉の設置

変更許可に係る安全審査の対象とされていないことに照らすと，採用でき

ない。 5 

(2) 認定事実 

前記前提事実，掲記の証拠及び弁論の全趣旨によれば，以下の事実が認め

られる（主要な文献の書証番号は，別紙８のとおりである。ただし，網羅的

ではない。）。 

ア ＳＳＧ－２１の定め等 10 

別紙３のとおり。 

イ 火山ガイドの策定過程等 

(ｱ) 平成２５年３月２８日，新規制基準検討チーム第２０回会合が開催さ

れ，原子力規制庁から，ＪＮＥＳによって作成された火山ガイド案の概

要が説明された。原子力規制庁が示した資料（甲Ａ１２３）には，①立15 

地評価においては，将来の火山活動可能性があると評価された火山につ

いて，原子力発電所の運用期間中において，火砕物密度流等設計対応不

可能な火山活動が発生する可能性が十分小さいか評価を行う（同８頁），

②立地不適と評価されない場合においても，現在の知見では，火山活動

可能性及びその噴火規模については，その評価に不確実性を伴うため，20 

モニタリングによる地理的領域内の火山監視及び噴火の兆候が認められ

た場合の対応を明確化する旨記載され（同９頁），③上記対応の明確化

の内容として，火山活動のモニタリングによる休止期間中の火山の活動

が再開又は再開される兆候が見られた場合に，当該火山の活動段階に応

じた原子力発電所内外の活動（運転中の原子炉の停止，原子力発電所内25 

にある核燃料の火山活動の影響が直接的に及ぶ範囲外への搬出等）が示
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されていることや原子炉内にある核燃料の取出し及び原子力発電所の外

への搬送には十分な冷却期間が必要であることから，これらを考慮した

対応が示されていること等が挙げられていた（同１０頁）。このとき，

原子力規制庁から，カルデラ噴火であっても，鹿児島地溝全体等広域に

見ると，統計的に扱うことができ，また，マグマが急速に蓄積されると5 

いう研究結果からすると，噴火の前兆現象は，地球物理学的にとらえら

れるだろうから，モニタリングが可能であるとの説明があった（甲Ａ６

（乙Ａ９）８頁）。 

なお，同説明に先立ち，外部有識者（中田教授）の講演があった。同

講演においては，①火砕流が発生してから対応することは不可能である10 

から，過去に火砕流が到達した場所に原子力発電所を建設することは不

可能である旨，②超巨大噴火についての観測例はなく，そういうものを

果たして予測できるかは大きな問題である旨，③階段ダイヤグラムが，

噴火の確率に言及するための一つの材料になり得る旨，④マグマ溜まり

にどの程度のマグマが存在するかを確認することは，現在の火山学では15 

非常に困難であり，どの程度の変化があったかとか，どの程度の割合で

マグマ溜まりが膨らんでいるかを確認することしかできない旨等が述べ

られた。 

（甲Ａ６，７，１２３，乙Ａ９） 

(ｲ) 平成２５年４月４日，新規制基準チーム第２１回会合が開催された。20 

同会合においては，（ａ）前記第２０回会合では，大規模噴火の場合，

予兆がある程度の期間以前につかめるだろうということを前提としてい

たが，ＪＮＥＳでの検討の結果等によれば，必ずしも明確にこの状況で

あれば大丈夫ということはいえず，慎重に評価をする必要があり，また，

大規模噴火でない噴火についても影響が及ぶ範囲が明確に言い切れるも25 

のではないとした上で，（ｂ）立地評価の基準として，①原子力発電所
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の運用期間中の火山活動可能性が十分小さいといえるかどうかを評価し，

十分小さいということができる場合には，モニタリングをし，②十分小

さいといえない場合には，火山活動の規模を推定し，影響可能性が十分

小さいといえるかどうかを評価した上で立地不適かどうかを判断し，影

響可能性が十分小さいということができる場合には，モニタリングをす5 

ることとする旨の修正された火山ガイド案が説明された（乙Ａ１８（３

頁））。もっとも，同会合においては，原子力規制庁から，大規模噴火

も含めて，前兆がある程度把握できるだろうということが火山ガイドの

根底となっており，モニタリングをしっかりやるというのが，一番の前

提と考えている旨の説明があり，ＪＮＥＳから，同様に，予兆が把握で10 

きるということを前提として議論している旨の説明があった（甲Ａ１２

４（４頁，７頁））。 

(ｳ) 平成２５年５月２７日，ＪＮＥＳにおいて，火山に関する規制基準検

討会（第１回）が開催され，ＪＮＥＳから，火山ガイドの策定に当たり

検討が必要となる技術的事項について説明があった。なお，出席者から15 

は，火山噴火の既往最大規模，一定の火山をモニタリング対象外とする

ことの当否，モニタリングの方法及び降下火砕物の影響について今後，

十分検討する必要がある旨の発言があった。（乙Ａ８の１・２） 

(ｴ) 平成２５年６月３日，新規制基準検討チームの第２３回会合が開催さ

れた。同会合では，同年４月１１日ないし同年５月１０日に行われた意20 

見公募手続の際に提出された意見を踏まえて，火山ガイドに関する議論

が行われた（甲Ａ８，１２５ないし１２７，乙Ａ１０の２）。 

(ｵ) 平成２５年６月１９日，火山ガイドが策定された。  

ウ 日本火山学会原子力問題対応委員会「巨大噴火の予測と監視に関する提

言」（甲Ａ１１） 25 

日本火山学会は，平成２５年９月，巨大噴火の予測可能性に関する火山
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ガイドの内容と火山研究者の認識との間に大きなギャップがあるとの問題

意識から，この問題について学術的な視点から意見交換・情報共有を行う

場として，原子力問題対応委員会を設けた（甲Ａ１１）。 

同委員会は，平成２６年１１月２日，噴火警報を有効に機能させるため

には，噴火予測の可能性，限界，曖昧さの理解が不可欠であり，火山影響5 

評価ガイド等の規格・基準類においては，このような噴火予測の特性を十

分に考慮し，慎重に検討すべきであること等を内容とした「巨大噴火の予

測と監視に関する提言」を公表した。原子力問題対応委員会委員長は，報

道機関に対し，同提言は，火山ガイドの見直しを求める趣旨である旨説明

した（甲Ｂ６６）。 10 

（甲Ａ１１，甲Ｂ６５，６６） 

エ 「原子力施設における火山活動のモニタリングに関する検討チーム提言

とりまとめ」（甲Ａ２９） 

(ｱ) 原子力規制委員会は，平成２６年８月２０日，火山活動に対する原子

力施設の安全を確保するという観点から，巨大噴火につながるような火15 

山活動に対して適切に対応するための火山学上の知見や考え方を整理す

るための原子力施設における火山活動のモニタリングに関する検討チー

ム（以下「モニタリング検討チーム」という。）を設置した（甲Ａ３６）。 

(ｲ) 平成２６年８月２５日，モニタリング検討チーム第１回会合が開催さ

れ，同チームにおける論点等について審議された他，外部専門家から資20 

料に基づく説明があった。なお，同会合においては，以下の要旨の発言

がされた（甲Ａ１５，乙Ｂ２４の１・２）。 

  現在の火山学や観測技術（ＧＰＳ，地震観測，監視カメラ等）で大

噴火の時期や規模を予測することはできない。 

  現在の科学技術では，マグマ溜まりの増減はモニタリングできるか25 

もしれないが，貯蓄量は判断できない。 
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  火山ガイドでは，異常を見つけ，現状と変わらないかどうかを確認

するとされているが，その異常がバックグラウンドの「ゆらぎ」の範

囲ではないかどうかの判断に必要な知識はなく，異常を過剰評価する

おそれがある。 

  巨大噴火は何らかの前駆現象が数か月あるいは数年前に発生する可5 

能性が高いが，前駆現象が出たからといって，巨大噴火になるとは限

らない。 

  燃料の搬出等に間に合うだけのリードタイムで，前駆現象は見えな

い。 

(ｳ) 平成２６年９月２日，モニタリング検討チーム第２回会合が開催され，10 

モニタリングに関する基本的な考え方について審議がされた。なお，同

会合においては，以下の要旨の発言がされた（甲Ａ２１）。 

  モニタリングを行うとしても，アラートが出たときのアクションプ

ランを作らないと，機能しないと思われる。閾値を超えたら原子炉を

停止することを想定しても，それまでに，どのようなプロセスで評価15 

をするか，どういうアラートを誰の責任でどのように出して，それを

施設以外の人にもどう理解してもらうかという点を検討する必要があ

る。また，巨大噴火の場合，前兆が見つかる場合もあるし，見つから

ない場合もある。リードタイムがないまま噴火する場合もあれば，逆

に，異常が見つかってもすぐに噴火に至らない場合もある等，様々な20 

シナリオが考えられるので，モニタリングと関連させてアクションプ

ランを作成する必要がある。（甲Ａ２１（１８頁）） 

  事前に閾値を定めておかず，異常が観測されてから，検討し始める

のであれば，適切に判断することはできない（同（２９頁））。 

  火山ガイドに沿ったモニタリングは，既存の観測体制では不十分で25 

あり，電気事業者だけでもできないものであり，これを適切に行うた
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めの体制は現在できていない（同（２７頁））。 

  原子力規制庁から，当初は，巨大噴火には大きな予兆ないし変動が

あると考えていたが，それは必ずしも起こるとは限らないということ

なので，現在は，何がしかの変化が捉えられると考えているが，その

変化の大きさと長さについては，具体的な指標がない状況である旨の5 

発言をしたことに対して（同（３１頁）），有識者からＶＥＩ７以上

の噴火は経験をしておらず，どのような噴火現象が起きるのかは分か

らないので，モデルを作り，それに基づき予想するしかないが（同（３

２頁）），そのようなモデルに基づく予想も難しいと思われる（同（３

３頁））。 10 

(ｴ) 平成２６年１２月１６日，モニタリング検討チーム第３回会合が開催

され，火山観測の事例等が紹介された。なお，同会合においては，以下

の要旨の発言がなされた（甲Ａ２２）。 

  火山ガイドは，火山学あるいは火山噴火史のレベルを過大評価して

いる。噴火警報を有効に機能させるためには，噴火予測の特性，ある15 

いは現在の水準を考慮する必要があることを，火山学会の「巨大噴火

の予測と監視に関する提言」にまとめた（同１０頁）。 

  噴火予知をするためには，かなり長いことバックグラウンドのレベ

ルから研究をする必要があり，それを行ったとしても最終的な予知と

いうのは非常に難しいのであり，モニタリング体制を整えればよいと20 

いうものではない。現在の科学技術水準では限界があることを認識す

べきである（同２４頁，３６頁）。 

(ｵ) 原子力規制庁は，平成２７年８月２６日付けで，モニタリング検討チ

ームにおける検討結果を取りまとめ，「『原子力施設における火山活動

のモニタリングに関する検討チーム提言とりまとめ』について」（甲Ａ25 

２９）を作成した。 
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これには，①国内の通常の火山活動については，気象庁が防災の観点

から１１０の活火山について「噴火警報・予報」を発表することになっ

ているが，噴火がいつ・どのような規模で起きるかといった的確な予測

は困難な状況にある，②未知の巨大噴火に対応した監視・観測体制は設

けられていない，③ＶＥＩ６以上の巨大噴火に関しては発生が低頻度で5 

あり，モニタリング観測例がほとんど無く，中・長期的な噴火予測の手

法は確立していない，④しかしながら，巨大噴火には何らかの短期的前

駆現象が発生することが予想され，モニタリングによって異常現象とし

て捉えられる可能性は高い，⑤ただし，モニタリングで異常が認められ

たとしても，いつ，どの程度の規模の噴火にいたるのか，或いは定常状10 

態からの「ゆらぎ」の範囲なのかを識別できないおそれがある，⑥この

ような状況を受け，また原子力施設における対応には時間を要するもの

もあることも踏まえれば，原子力規制委員会の対応としては，予測の困

難性や前駆現象を広めにとらえる必要性があることから，何らかの異常

が検知された場合には，モニタリングによる検知の限界も考慮して，空15 

振りも覚悟のうえで巨大噴火に発展する可能性を考慮した処置を講ずる

ことも必要である，⑦また，その判断は，原子力規制委員会・原子力規

制庁が責任を持って行うべきである，⑧なお，国として巨大噴火の可能

性を考慮した処置を講ずるためには，国は関係行政機関や防災組織及び

関連研究者等と連携して，住民の避難・移住計画や経済損失の取り扱い20 

等に係る対応策などを策定するべく，調査・研究を推進していくべきで

あると考える旨記載されている。 

オ 「原子力発電所の火山影響評価ガイド（火山ガイド）における設計対応

不可能な火山事象を伴う火山活動の評価に関する基本的な考え方について」

（「基本的な考え方」） 25 

(ｱ) 原子力規制委員会の委員長は，平成３０年２月２１日に開催された第
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６７回原子力規制委員会において，原子力規制庁に対し，火山の巨大噴

火に関する基本的な考え方について分かりやすくまとめるよう指示した。 

これを受けて，原子力規制庁は，同年３月７日，「基本的な考え方」

（乙Ａ２９）をまとめ，これは，同日開催された第６９回原子力規制委

員会に提出された。これについては，各委員から，原子力規制委員会は，5 

従来も，「基本的な考え方」でまとめられた考え方で規制を行ってきた

し，これからもこの考え方で行っていく旨（乙２８（１９頁）），巨大

噴火の可能性評価に関しては，いつそれが起きるかという予知をするも

のではなくて，火山の状態，つまり，マグマがどれくらいたまっている，

どういう状況であるのか，状態を見るという理解になる旨（同２０頁）10 

等の意見が述べられた上で，「基本的な考え方」にまとめられた考え方

が確認された。 

(ｲ) 「基本的な考え方」の内容は，以下のとおりである。 

  設計対応不可能な火山事象を伴う火山活動の評価について 

 15 

このうち，設計対応不可能な火山事象については，当該事象が原子力

発電所の運用期間中に影響を及ぼす可能性が十分小さいかどうかを評

価する。ここでいう巨大噴火とは，地下のマグマが一気に地上に噴出

し，大量の火砕流によって広域的な地域に重大かつ深刻な災害を引き

起こすような噴火であり，噴火規模としては，数１０㎦程度を超える20 

ような噴火を指す。過去に巨大噴火が発生した火山については，巨大

噴火の可能性評価を行った上で，巨大噴火以外の火山活動の評価を行

う。 

  巨大噴火の可能性評価に当たっては，火山学上の各種の知見を参照

しつつ，巨大噴火の活動間隔，最後の巨大噴火からの経過時間，現在25 

のマグマ溜まりの状況，地殻変動の観測データ等から総合的な評価を
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行い，火山の現在の活動状況は巨大噴火が差し迫った状態にあるかど

うか，及び運用期間中に巨大噴火が発生するという科学的に合理性の

ある具体的な根拠があるかどうかを確認する。 

 巨大噴火は，広域的な地域に巨大かつ深刻な災害を引き起こすもの

である一方，その発生の可能性は低頻度な事象である。現在の火山学5 

の知見に照らし合わせて考えた場合には運用期間中に巨大噴火が発生

する可能性が全くないとは言い切れないものの，これを想定した法規

制や防災対策が原子力安全規制以外の分野においては行われていない。

したがって，巨大噴火によるリスクは社会通念上容認される水準であ

ると判断できる。 10 

 したがって，上記を考慮すれば，巨大噴火の可能性の評価について

は，現在の火山学の知見に照らした火山学的調査を十分に行って上で，

火山の現在の活動状況は巨大噴火が差し迫った状態でないことが確認

でき，かつ，運用期間中に巨大噴火が発生するという科学的に合理性

のある具体的な根拠があるとはいえない場合は，少なくとも運用期間15 

中は，巨大噴火の可能性が十分に小さいと判断できる。 

  巨大噴火以外の火山活動の評価の考え方について 

 巨大噴火以外の火山活動について，その活動の可能性が十分小さい

と判断できない場合には，火山活動の規模と設計対応不可能な火山事

象の評価を行うこととなる。噴火の規模を特定することは，一般に困20 

難であるため，火山ガイドに従い，検討対象火山の過去最大の噴火規

模について火山事象の評価を行うこととなる。ここで検討対象火山の

過去最大の噴火規模には，当該検討対象火山の最後の巨大噴火以降の

最大の噴火規模を用いる。 

  （参考）火山ガイドのモニタリング 25 

 火山活動のモニタリングは，運用期間中の巨大噴火の可能性が十分
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小さいと評価して許可を行った場合にあっても，この評価とは別に，

評価の根拠が継続していることを確認するため，評価時からの状態の

変化を検知しようとするものである。また，火山ガイドでは，モニタ

リングにより火山活動の兆候を把握した場合には，当然のこととして，

原子炉の停止を含めた対処方針を事業者が事前に定めておくこととさ5 

れている。事業者の火山活動のモニタリング評価結果については，原

子炉安全審査委員会に設置されている原子炉火山部会において少なく

とも年１回評価することとしている。 

 また，原子力規制委員会が策定する原子炉の停止等に係る判断の目

安についても原子炉火山部会において検討中である。 10 

（乙Ａ２８，２９） 

カ 火山影響評価に係る技術的知見の整備 

原子力規制委員会は，平成２５年度から平成３０年度にわたって，原子

力施設の安全規制の継続的な改善のため，火山影響評価にかかる技術的知

見の整備を行った。 15 

この知見の整備は，過去の火山活動の詳細履歴や噴火開始から終息まで

の噴火進展プロセス，噴火に至るまでのマグマ活動等を知見として把握し，

それを基に噴火の準備段階の評価に関する指標，観測調査すべき地価の深

さ，マグマ活動と地殻変動の関係について精度の向上を図り，長期評価あ

るいはモニタリング評価に関する指標を整備していくことを目的とし（２20 

３頁），その前提として，火山が噴火する可能性が十分小さいといえるか

どうかに関する具体的なクライテリアが非常に少ないこと（３４頁），破

局的噴火ないし巨大噴火が切迫している状況かどうかを判断するための材

料が圧倒的に不足していること（３４頁）があり，個別の火山に関し情報

を収集することによってこれを補うことが期待されていること（３４頁）25 

があるとされている（甲Ａ１４０）。 
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キ 本件申請及び本件適合性審査の概要 

別紙４のとおり。 

ク 火山現象に関する知見等 

(ｱ) 日本列島における火山活動の仕組みと巨大噴火 

  日本列島周辺では，海洋プレートである太平洋プレート及びフィリ5 

ピン海プレートがそれぞれ日本海溝，南海トラフにおいて陸側のプレ

ートとぶつかり，地下に沈み込んでいる。水分を含んだ海洋プレート

が海溝やトラフから沈み込んで約１１０㎞程度の深さに達すると高い

圧力によってプレートから水分が放出される。プレートから放出され

た水分は，密度の関係で上昇を始めマントルに入り込む。固体の状態10 

で存在するマントルは，水によって分子同士の結合を断ち切られて溶

解し液体の状態のマグマになる。液体になったマグマは密度が低下す

るため浮力により上昇を始め，マントルの上部でダイアピルという巨

大な液滴を形成するようになる。この高温のダイアピルにより陸側の

プレート（地殻）底部が加熱されて溶解し，新たにマグマを生じ，そ15 

のマグマが上昇して地殻浅部でマグマ溜まりを形成し，これが火山噴

火の直接的な淵源となる（何らかのきっかけでマグマが地殻内の亀裂

を通って地表に達した場合に噴火となる。）。ダイアピルによる加熱

が停止するまで数十万年といわれ，その間，地殻内部でマグマが発生

し，マグマ溜まりにマグマを供給し続けることになる。このような仕20 

組みから，日本列島には，海洋プレートの沈み込みに沿う形で帯状に

火山が存在しており，火山フロントなどと呼ばれている。 

（甲Ｄ２，３，乙Ｄ４５） 

  地殻内で生じたマグマの供給が続くと，地殻浅部のマグマ溜まりが

円盤状に巨大化し，マグマ自身の浮力によって，やがて地殻に亀裂が25 

生じる。すると，高温高圧のマグマや火山ガスが地表の亀裂から爆発
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的に噴出し，巨大な噴煙柱が形成されるプリニー式噴火が始まる。そ

の噴火口は，円盤状のマグマ溜まりの円周上に沿って次々に形成され

るが，それに連れて円周内の地盤は徐々に支えを失うとともに，マグ

マ溜まりの圧力を失い，円周内の地盤はある時点で一気に陥没し，そ

れがマグマ溜まりに残されたマグマを外に押し出して，円周上に形成5 

された火口から大量のマグマが噴出して大火砕流が発生する。噴火は

数時間から数日続き，噴火の後には円盤状の陥没の跡としてカルデラ

が形成される。カルデラの直下には半ば潰された形でマグマ溜まりが

残っており，そこに新たなマグマが供給されてドームが形成される。

なお，このような巨大噴火の原因となる巨大なマグマ溜まりの形成に10 

関し，地盤の歪みの速度との関連が指摘されることもある。 

（甲Ｄ２，３，乙Ｄ４５） 

  九州南部において過去に発生した破局的噴火は次のようなものとい

われている。 

(a) 姶良カルデラにおいては，約２．８～３万年前に噴出量約５００15 

㎦の破局的噴火（姶良Ｔｎ噴火）が起きた。それ以前のＶＥＩ７以

上の破局的噴火の様相は明らかではないが，姶良Ｔｎ噴火に先行し

て，ＶＥＩ６クラスの噴火が約１０万年前（福山噴火。噴出量約４

０㎦超）及び約５万年前（岩戸噴火。噴出量約１８～２３㎦）に起

きた。また，約１万３０００年前に，噴出量約１１㎦（ＶＥＩ６ク20 

ラス）の桜島薩摩噴火が起きた（甲Ｄ８，丙Ｂ４３（２７４頁），

８５（４０頁））。 

姶良Ｔｎ噴火では，大規模なプリニー噴火にはじまり，多量の大

隅降下軽石がもたらされ，ついで火砕流（妻屋火砕流）が噴出し，

さらに，高度３０㎞を超える噴煙柱が形成され，その噴煙柱の崩壊25 

に伴って大規模な火砕流が発生した（入戸火砕流）。同火砕流は，
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４００ないし５００度の高温，時速１００㎞の高速の粉体流として

９０㎞以上流送し，南九州にシラス台地を形成した。同火砕流は，

北方の九州山地を超え，人吉盆地にも流れ込み，その分布域は３万

㎦に及んだ。入戸火砕流による堆積物は，川内原発の敷地を中心と

する半径５㎞の範囲にも認められ，川内原発の敷地まで到達したと5 

する見解もある（甲Ｂ５３（１９頁），丙Ｂ１８（６４頁以下），

２１（１７頁），３０（２７１頁））。 

姶良Ｔｎ噴火による火山灰（姶良Ｔｎ火山灰）の本件各原子炉敷

地付近における層厚は５０㎝を超えるものとされている（丙Ｂ１８

（６６頁））。桜島薩摩噴火における降下火砕物は，桜島から同心10 

円状に広がり，川内原発から約２０㎞離れた地点で，層厚が１２．

５㎝とされている（丙Ｂ１８（１１６頁））。 

（甲Ｂ５３，Ｄ８，丙１８，２１，３０，４３，４５） 

(b) 加久藤・小林カルデラでは，約５３万年前（小林笠森噴火。噴出

量１００㎦以上）及び約３３万年前（加久藤噴火。噴出量１００㎦15 

以上）にそれぞれＶＥＩ７クラスの破局的噴火が起きており，それ

ぞれの噴火の際に噴出した火山灰は，中部地方を含む広い範囲に及

び，火砕流堆積物は，鹿児島県北部及び中部，宮崎県中部及び南部

並びに熊本県南部の広い範囲に及んだとされ，また，同破局的噴火

のものとみられる火砕流の痕跡が川内原発から５㎞内の地点で確認20 

されている（丙Ｂ２１（２３頁，２５頁））。また，過去１０万年

の間でみると，同カルデラでは，ＶＥＩ４又は５クラスの大規模噴

火（綾スコリア噴火，イワオコシ軽石噴火及びアワオコシスコリア

噴火）が複数回発生した（丙Ｂ５１（１２３頁以下））。 

（丙Ｂ２１，５１） 25 

(c) 阿多カルデラでは，約２４万年前（阿多鳥浜噴火。噴出量１００
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㎦以上）及び約１０．５万年前（阿多噴火。噴出量４００㎦以上）

にそれぞれＶＥＩ７クラスの破局的噴火が起きており（甲Ｄ１６の

６）阿多噴火による火砕流堆積物（阿多火砕流堆積物）は，南は屋

久島，種子島，北は人吉盆地，宮崎平野北部まで見られ，同噴火の

ものとみられる火砕流の痕跡が川内原発から５㎞以内の地点で確認5 

されている。また，過去１５万年の間でみると，同カルデラでは，

ＶＥＩ５クラスの大規模噴火（今泉噴火，田代噴火及び花之木噴火

等）がおおむね数万年間隔（直近のものは約６０００年前の池田噴

火）で発生している（丙Ｂ２１（３１頁））。 

（甲Ｄ１６の６，丙Ｂ２１） 10 

(d) 鬼界カルデラでは，約１４万年前（小アビ山噴火。噴出量１００

㎦以上），約９万年前（鬼界葛原噴火。噴出量１００㎦以上）及び

約７３００年前（鬼界アカホヤ噴火。噴出量２００㎦以上）にそれ

ぞれＶＥＩ７クラスの破局的噴火が発生しているが，同破局的噴火

のものとみられる火砕流の痕跡は，川内原発の敷地又はその周辺地15 

域（半径３０㎞の範囲）では確認されていない（丙Ｂ２１（３５頁

以下）Ｂ６１）。 

鬼界アカホヤ噴火は，完新世（約１万１７００年前以降）におけ

る地球上で最大の噴火であって，その火山灰層は東日本まで広く分

布している（丙Ｂ６２）。 20 

鬼界アカホヤ噴火によって発生した巨大火砕流（幸屋火砕流）は，

薩摩・大隅半島，種子島，屋久島を覆い，火山灰（鬼界アカホヤ火

山灰）は，偏西風により東日本まで運ばれて，南九州の縄文文化と

自然環境に壊滅的なダメージを与えるとともに，西日本から東日本

にかけても降灰による甚大な影響を及ぼしたと考えられ（川内原発25 

の敷地付近の火山灰層厚は約３０㎝程度とされる。），また，海底
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での大規模な陥没や火砕流の海への流入により，巨大な津波が発生

したと推定され，津波は薩摩半島沿岸で波高３０メートルの規模に

達したと考えられるとされている（丙Ｂ２３）。 

（乙Ｄ４５，丙Ｂ２１，２３，６２） 

(e) 阿蘇カルデラでは，約２５万年前（阿蘇１噴火。噴出量１００㎦5 

以上），約１４万年前（阿蘇２噴火。噴出量１００㎦以上），約１

２万年前（阿蘇３噴火。噴出量２００㎦以上）及び約９万年前（阿

蘇４噴火。噴出量６００㎦以上）にそれぞれＶＥＩ７クラスの破局

的噴火が起きた（火砕流の種類については，阿蘇１噴火が流紋岩，

阿蘇２噴火及び阿蘇３噴火が安山岩，阿蘇４噴火が玄武岩ないしデ10 

イサイトとされる（甲Ｄ１６の３）。）が（甲Ｄ１６の３，丙Ｂ２

１（４３頁）），阿蘇１噴火，阿蘇２噴火，阿蘇３噴火及び阿蘇４

噴火のものとみられる火砕流の痕跡は，川内原発の敷地又はその周

辺地域（半径３０㎞の範囲）では確認されていない（丙Ｂ２１（４

１頁），Ｂ６４，８４の３）。しかしながら，阿蘇４噴火は，日本15 

最大級の破局的噴火といわれており，全噴出量は６００㎦以上と見

積もられ，現在のカルデラは，この阿蘇４噴火で形成されたもので

あって，同噴火で発生した火砕流は，阿蘇カルデラを中心に半径１

５０㎞以上も離れたところまで到達しており（乙Ｄ２ｐ２），南九

州の一部を除きほぼ九州一帯に及んだほか，山口県や愛媛県の一部20 

にも達したといわれており，その降下火山灰は，北海道でも約１５

㎝の厚さで地層に残されている。また，過去１５万年の間でみると，

阿蘇カルデラでは，ＶＥＩ５クラスの大規模噴火（草千里ヶ浜軽石

噴火等）がおおむね数万年間隔（直近のものは約３万年前）で発生

している（丙Ｂ６６ないし７０）。 25 

（乙Ｄ２，１６の３，丙Ｂ２１，６４，６６ないし７０，８４の３） 
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  前記破局的噴火による火砕流のほかには，川内原発の敷地及びその

周辺地域で火砕流の痕跡は確認されていない。また，前記破局的噴火

以外の噴火に係る降下火砕物も川内原発の敷地においては確認されて

いないが，その周辺地域において確認されたものは，前記桜島薩摩噴

火に係るものが最大（層厚約１２・５㎝）である。（甲Ｄ２，３，丙5 

Ｂ２３，２４） 

(ｲ) 火山現象の観測手法 

  計器による方法を用いて，対象とする領域内の火山でデータを収集

することによって，全体的なハザード評価を改善することが可能であ

る。このような火山を調査する理由は，①特定の火山現象の理解にお10 

ける不確実性のレベルの低減に役立つ，②特定の火山の活動レベルの

変化及び将来の噴火減少の可能性を検知するための客観的根拠を得る，

③特定の火山に関する入手可能な情報を強化するために新しく出現し

たか若しくは改良された技術や手法を活用する，④監視に対する安全

要件に準拠する等である（乙Ａ４の２）。観測には，以下の手法があ15 

る（乙Ａ４の２，乙Ｄ５，５２）。 

  地球物理学的観測 

(a) 地殻変動観測 

マグマが地下に蓄積し，浅部に上昇することに伴って火山帯が膨

脹，隆起し，噴火発生後，逆に火山体が収縮，沈降するといった変20 

化が観測される場合がある。 

地殻変動観測は，このような地盤の隆起，伸び縮みや傾斜等を観

測する観測手法であり，ＧＰＳ観測が主流となっている。これは，

ＧＰＳ衛星の信号を複数の観測点で捉え，その差を解析する干渉測

位によって，１㎝未満の誤差精度で観測点の変動を捉える手法であ25 

る。現在は，国土地理院によって，日本全土を覆う全国的なＧＰＳ
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観測網が展開され，基盤的な観測体制が設けられている上，気象庁

や大学等の研究機関が火山観測を目的とした独自の観測ネットを展

開している。 

ＳＳＧ－２１には，地盤変動及び火山地形の変化は，地表の不安

定性やマグマ，地下水及びガスの地下の動きを反映している場合が5 

ある旨の記載がある（乙Ａ４の２（２２頁））。 

(b) 地震観測 

火山では，断層を震源とする構造性地震とは異なる起源の火山性

地震という火山特有の地震が発生する。 

地震観測は，これらの火山性地震や微動を観測し，その活動の推10 

移をモニターする観測手法であり，火山の近傍に地震計を設置して，

そのデータをテレメータして集中監視する手法がとられる。また，

火山では周期の長い地震や微動が発生するため，近年は，周期の長

い地震波を観測することができる地震計（広帯域地震計）が使用さ

れている。 15 

ＳＳＧ－２１には，①火山性地震信号に対する計器による監視は

一般的に，火山活動や火山の状態変化を検知する最善の方法の一つ

と認識されている，②噴火活動の可能性のある火山の活性化は，火

山の内部若しくは付近で発生する火山性地震信号の一定のパターン

やタイプによって識別することができる，③地震波トモグラフィー20 

技術や深層微動検知における最近の開発は，火山系を調査するうえ

でその有用性を実証している等の記載がある（乙４の２（２１頁））。 

(c) 電磁気観測 

地殻を構成する岩石は，磁性を持っているが，磁性は一般的に，

温度の上昇に伴って減少し，ある温度（キュリー温度）を超えると25 

失われる。火山活動の変化に伴い，地表で観測する地磁気には変化
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が現れるところ，例えば，マグマが地下浅部に上昇してくると，温

度の上昇によって，岩石がキュリー温度を超え，磁性が失われる熱

消磁が発生し，地殻の電気伝導度が変化する電磁気現象が観測され

ている。そして，これらの現象を観測するため，磁力計による観測

が行われている。 5 

ＳＳＧ－２１には，地磁気及び地球電気パラメーターの測定は，

地下構造及びマグマ体や地下水系の位置を理解し，それらの変化を

検知する上で有用な場合がある，これらの測定の結果により，火山

構造並びに火山体系の広域的な地球物理学的及び地質学的特性（熱

水変質地帯など）の理解を高めることができる旨の記載がある（乙10 

Ａ４の２（２２頁））。 

(d) 地熱活動観測 

火山は，噴火の際に短時間に大量のエネルギーを放出するが，そ

の大部分は高温の噴出物による熱エネルギーであり，これは，非噴

出時でも，噴火口や噴気地帯から地表に放出される。これらの現象15 

を観測するために，赤外線を用いた熱映像観測装置等によって観測

が行われる。 

ＳＳＧ－２１には，噴気孔，火口，温泉及び冷泉，土壌及び雪原

並びに氷原に関連する温度，組成及び熱異常の位置の変化は，火山

活動の変動を示す適切な指標となることが多い旨の記載がある（乙20 

Ａ４の２（２３頁））。 

  地球化学的観測 

(a) 火山ガスの観測 

火山ガスは火山活動を通じて地下から供給されている気体成分で

あり，溶岩のような固体噴出物と同様に地表に現れる。地表で見ら25 

れる火山ガスの変化は，地下の火山活動の変化を推定することに役
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立つため，火山ガスの化学組成の分析が行われる。 

(b) また，マグマ中揮発性成分の濃度測定に用いられるメルト包有物

と火山ガス観測から深部マグマのＨ２Ｏ及びＣＯ２濃度を決定し，

マグマの発泡度と密度を計算することで，マグマ上昇・噴火過程を

定量的に把握する方法も提唱されている（乙Ｄ８４）。 5 

  測地学的観測 

(a) 測地学とは，地球の形と大きさ及び地球の重力の状態を，物理学

の手法を使ってできるだけ精密に求める学問分野であり，その手法

を用いて，マグマ溜まりの状態の変化によって引き起こされる地殻

変動を地表で観測し，マグマ溜まりにおいてどのような変化が発生10 

しているかを推測する以下の観測方法が提唱されている（乙Ｄ５２）。 

(b) すなわち，火山の地下にある体積と質量を持ったマグマ等の物質

が地中を移動したり地表に流出したりすることによって起こされる

現象には，ときには，マグマ溜まりの圧力あるいは体積が増大する

と火山体が膨脹し，火口からマグマや火山ガスが噴出すると火山体15 

が収縮する等し，それに伴い，地殻変動や地盤変動等の地表面の変

形等の現象が引き起こされる。 

また，地下でマグマが移動すると，地下に存在する物体の密度変

化が生じることから，地殻変動だけでなく地表での重力変化が引き

起こされる。そして，この重力変化を精密に観測することにより，20 

移動した物質の密度を推定することができ，移動した物質がマグマ

であるのか地下水であるのかを判定できる場合がある。このような

地殻変動及び重力変化を観測し，両者を組み合わせて火山活動に伴

うマグマの体積と質量の地下での変化をとらえるのが，測地学的観

測である。 25 

地殻変動の観測には，三角測量（三角形の一辺とその両端の角の
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大きさを測定することにより，三角形の形を決める測量法）や水準

測量（水準点間の高さの差を図る測量法）等の測量結果が用いられ

てきたが，三角測量は，人工衛星から送られてくる電波を受信して

いる地点の位置を図る測量方法であるＧＮＳＳ測量に置き換えられ

ており,それにより，条件が良ければ数㎜以下の変動も捉えることが5 

可能であるとされる。現在，日本では，国土地理院によって，測量

網の構築と広域の地殻変動の監視を目的としたＧＮＳＳ連続観測シ

ステムであるＧＥＯＮＥＴが運用されている。ＧＮＳＳの連続観測

点は電子基準点と呼ばれ，これは阿蘇カルデラ内を含む全国約１３

００か所に設置されている。 10 

上記のような手法で得られたデータを基に，その地殻変動をもた

らすマグマ溜まりが，どのような形でどのような深さに存在してい

るか数値解析を行うことでモデル化することができる。また，マグ

マ溜まりがモデル化され，その位置に変化がなければ，地殻変動の

データからマグマ溜まりにおける体積の変化量を推定することがで15 

きる。噴火の火山で同心円状の隆起や沈降が観測されることから，

このモデルとして，隆起や沈降の変動源が球状のマグマ溜まりであ

ると仮定する球状圧力源モデル（茂木モデル）が多くの火山に適用

されており，桜島などのいくつかの火山についての圧力源（マグマ

溜まり）の位置，マグマの体積変化量及びマグマ供給量を推定する20 

のに用いられている（乙Ｄ５２（１８頁））。  

ただし，茂木モデルを用いた計算でわかるのは，マグマ溜まりの

体積変化量又は体積と圧力変化量の積のいずれかであり，マグマ溜

まりの総体積を求めることはできない（甲Ｄ１５２，乙Ｄ５２）。 

（甲Ｄ１５２，乙Ｄ５，５２） 25 

  地震波トモグラフィーによる地下の地震波速度構造の調査 
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地震波トモグラフィーとは，地下の地震波速度構造解析技術をいう。

地震が発生すると，地震の揺れ(地震波)が震源から地表まで伝わり，

地震波が地表まで伝わる途中には，岩盤やマグマ溜まり等の様々な物

質が存在するが，これらの物質の性質によって地震波の伝わる構造は

異なるため，その速度の違いを把握することによって，地下のどの辺5 

りにどのような性質の物質が存在するか推定することが可能となる。

温度が比較的低い岩盤等を通るときは地震波の速度が速く，温度が比

較的高い岩盤や，熱水やマグマ等の液体が多く含まれている岩盤等を

通るときは地震波の速度が遅い。複数の観測点で観測された複数の地

震による地震波到達時間を解析することにより，地下のどのあたりに10 

地震波が低速度となる等速度異常の領域があるかを推定することがで

きる。（乙Ｄ５３） 

これに対し，地震波トモグラフィーによって，マグマ溜まりのよう

に見えるものが解析できても，その体積を推定することは困難である

旨の見解や，低速度領域が検知できなかったとしても，マグマ溜まり15 

がないことの証明にはならない（甲Ａ６（６頁），甲Ｄ８９，甲Ｄ１

５２）等の見解もある。また，甲Ｄ１５７には，地震波トモグラフィ

ーによっても，上部地殻の５㎦以下の速度異常を検出するのは容易で

はなく，平均的な観測点間隔５から２０㎞の観測網でも，差し渡し１

０㎞を大きく下回る異常を検出するのは困難であり，さらに，地下速20 

度の低下からマグマの割合を求めるには，複雑な問題がある等の記載

がある。 

ケ カルデラ噴火とマグマ溜まりの関係等に関する知見 

(ｱ) カルデラ噴火の特徴は，地下数㎞にあるマグマ溜まりに存在していた

大量の珪長質マグマが発泡し，急激な体積の膨張に伴ってマグマの一部25 

が地表に噴出するというメカニズムにある。１０００㎦を超えるような
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マグマが短時間に噴出するためには，その何倍もの量の液体のマグマが

その時点で地下のマグマ溜まりに蓄えられていなければならない（甲Ｄ

２３，丙Ｂ３１）。 

(ｲ) マグマ溜まりは，沈み込み帯に沿って形成される島弧，陸弧の中軸部

（いわゆる造山帯中軸部に相当）で，上部マントルで発生した玄武岩質5 

マグマが大量に地殻下部に付加され，その熱により地殻下部が部分融解

して珪長質マグマが発生し，その珪長質マグマが上昇し，地殻上部に達

することによって形成される（丙Ｂ３１，１２０）。このとき，地殻を

構成する岩石の密度は浅部ほど小さいことから，地殻中を上昇するマグ

マは，ある浅さでマグマは浮力を失って上昇をやめ，マグマ溜まりに蓄10 

積されることになる（丙Ｂ３２，３３（７２２頁以下），１１９）。こ

のように，マグマ溜まりは浮力中立点，すなわち，マグマの密度が地殻

の密度と釣り合う深さよりも浅部には形成されない（丙Ｂ３３）。蓄積

される深さは，通常，１０㎞から３㎞程度とされる（甲Ｄ２３，丙Ｂ３

１，３２）。 15 

この点に関し，乙Ｄ８５には，大規模な珪長質マグマ溜まりが安定に

定置できるのは，少なくとも珪長質岩からなる上部地殻内（当該上部地

殻の下限をコンラッド面という。）であるおよそ１５㎞以浅に限られる

と考えられ，大規模噴火では，空洞となったマグマ溜まりが陥没して陥

没カルデラが形成されるところ，このような陥没カルデラの形成メカニ20 

ズムから，そのようなマグマ溜まりは，地殻浅部（地下４，５㎞）にそ

の天井が存在したと推測される旨の記載がある（乙Ｄ８５（１頁，８頁，

９頁，１６頁，２０頁））。 

これに対し，地下１０㎞より深いところのマグマ溜まりが存在し，噴

火の原因となる可能性があるとする文献もある（甲Ａ２１（２３頁），25 

２０５（２０３頁以下），Ｂ２３（１０頁），Ｄ１４０）。 
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(ｳ) なお，マグマに含まれる結晶量の割合が５０パーセント程度以上で，

溶融した部分（メルト）の割合が５０パーセント程度以下の部分は，マ

ッシュと呼ばれ，そのままでは噴火できないとされる（乙Ｄ１１（２８

４頁））。もっとも，丙Ｂ３６には，いったん，深さ６～１２㎞の場所

にあった結晶マッシュからなるマグマ溜まりから斑晶に乏しい流紋岩質5 

マグマが絞り出されて，深さ３．５～６㎞にあるマグマ溜まりに移動し，

その後に噴火した例（２万６０００年前のＯｒａｕａｎｕｉ噴火）が記

されている。 

(ｴ) 火山ごとに見ると，姶良カルデラ噴火（姶良Ｉｔｏ噴火）のマグマ溜

まりの深さは，７ないし１０㎞（乙Ｄ１７の１，丙Ｂ３４），８ないし10 

１０㎞程度（甲Ｄ９２（２４５頁））とする文献，姶良Ｔｎ噴火のマグ

マ溜まりの天井の深さは約４から５㎞と推定される旨の文献（甲Ｄ１６

２（３８２頁））がある。他方，姶良カルデラ噴火（姶良Ｔｎ噴火）を

引き起こしたマグマ溜まりは，その上部はこれまで提案されているマグ

マ溜まり深度７ないし１０㎞よりもかなり浅い部分（１００ＭＰａ以下）15 

にまで広がっていたと考えられるとする文献もある（乙Ｄ１０，丙Ｂ３

７）。 

鬼界カルデラについて，カルデラ噴火の直前に，深さ３ないし７㎞（丙

Ｂ３５）又は約４ないし１０．２㎞（甲Ａ１４１）にかけて，マグマ溜

まりが存在していたとする文献がある。 20 

阿蘇カルデラについて，約２７年前の阿蘇１噴火直前のマグマの深度

は，約８ないし２８㎞と推定される旨の文献（甲Ａ１４１）や３万年前

の草千里ヶ浜火山のマグマ溜まりを深さ４．８ないし８．０㎞とする文

献（甲Ｄ１７２）がある。 

(3) 設置許可基準規則６条の合理性について 25 

前記のとおり，設置許可基準規則６条１項は，安全施設は想定される自然
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現象（地震及び津波を除く。）が発生した場合においても安全機能が損なわ

れないものでなければならないとし，同条２項は，重要安全施設は，当該重

要安全施設に大きな影響を及ぼすおそれがあると想定される自然現象により

当該重要安全施設に作用する衝撃及び設計基準事故時に生ずる応力を適切に

考慮しなければならないとしており，設置許可基準規則解釈は，「想定され5 

る自然現象」には火山による影響を含むものとし，「大きな影響を及ぼすお

それがあると想定される自然現象」とは，対象となる自然現象に対応して，

最新の科学的技術的知見を踏まえて適切に予想されるものをいうとしている。

この内容は，合理的なものということができる。（甲Ｃ３，乙Ｃ４） 

(4) 火山ガイドの合理性について 10 

ア 前記のとおり，火山ガイドは，①原子力発電所に影響を及ぼし得る火山

の抽出，②抽出された火山の火山活動に関する個別評価，③原子力発電所

に影響を及ぼし得る火山事象の抽出及びその影響評価を行うこととしてい

る。 

そのうち，上記①については，原子力発電所の地理的領域において，文15 

献調査等で第四紀に活動した火山を抽出し，将来活動の可能性のある火山

（検討対象火山）を抽出する。このとき，完新世に活動を行った火山は，

検討対象火山とされ，完新世に活動を行っていない火山については，階段

ダイヤグラムを作成し，最後の活動終了からの期間，過去の最大休止期間

等に基づき，将来の活動可能性を判断する。 20 

また，上記②については，（ａ）原子力発電所の運用期間中において設

計対応が不可能な火山事象を伴う火山活動の可能性の評価と，（ｂ）火山

活動の規模と設計対応不可能な火山事象の評価を行う。 

（ａ）の評価に当たっては，過去の火山活動履歴とともに，必要に応じ

て地球物理学的及び地球化学的調査を行い，現在の火山の活動状況も併せ25 

て評価する。ここにいう地球物理学的調査は，検討対象火山に関連するマ
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グマだまりの規模や位置，マグマの供給系に関連する地下構造等について

の分析等をいい，地球化学的調査は検討対象火山の火山噴出物等について

の分析等をいう（火山ガイド４章）。 

イ 前記認定事実（知見等を含む。），乙Ｄ２５（１５枚目），４５，後記

の証拠及び弁論の全趣旨によれば，火山ガイドの定めは，以下のような見5 

解を前提としていると考えられる（なお，甲Ｂ７３ないし７５，丙Ｂ３８

参照）。 

(ｱ) カルデラ噴火は，マグマの中でも低温で粘り気があり，一気に地殻中

を上昇し噴火することはできない流紋岩質やデイサイト質のマグマが数

十万年から数万年という長期間を経て巨大なマグマ溜まりを形成し，こ10 

れに従って広域的な地盤の上昇が発生し，その後，地殻応力のバランス

が崩れて地表に割れ目などができ，一部のマグマが強制的に地表に絞り

出され，マグマ溜まり全体が減圧されることにより，マグマ溜まり内の

マグマが発泡し，１００年から数百年程度をかけて急速に地盤が上昇し，

最終的に噴火へと発展して生ずる。 15 

(ｲ) 地球の内部構造は，基本的に密度の大きな物質が深い場所に存在し，

密度の小さい物質がより表面付近に存在する。深さ約１００㎞よりも浅

い地球内部は，超苦鉄質岩からなるマントルと，それよりも密度が小さ

い岩石からなる地殻に区分され，さらに地殻の内部は，比較的密度の大

きな苦鉄質岩からなる下部地殻と，比較的密度の小さな珪長質岩からな20 

る上部地殻に区分できる。地下で生産されたマグマは，浮力によって，

上部地殻へと上昇，移動するが，周囲の地殻が密度的に釣り合う浮力中

立点に達すると上昇が止まり，マグマ溜まりが生ずる。カルデラ噴火を

もたらすような大規模な珪長質マグマ溜まりが安定に定置できるのは少

なくとも珪長質岩からなる上部地殻内であるおよそ１５㎞以浅に限られ25 

ると考えられる。 
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大規模噴火では，空洞となったマグマ溜まりが陥没して陥没カルデラ

が形成されるところ，このような陥没カルデラの形成メカニズムから，

そのようなマグマ溜まりは，地殻浅部（地下四，五㎞）にその天井が存

在したと推測される（甲Ｄ２３，乙Ｄ８５）。 

(ｳ) このようなプロセスに合致するような現象が認められない場合には，5 

今後数百年以内にカルデラ噴火が発生するような状況にはないと考えら

れる（乙Ｄ８４，丙Ｂ３６，１１９，１２０）。 

ウ 火山ガイドは，このような考え方の下で，噴火サイクルによって判明し

たマグマ溜まりの状態や噴火間隔等を基づいて上記火山活動の可能性の評

価を行った上で（被告の主張ウ（ウ）a，参加人の主張エ（ア）ないし（ウ）10 

参照），必要あれば，地殻変動観測値震観測，電磁気観測値熱活動観測，

火山ガスの観測，測地学的観測等の地球物理学的及び地球化学的調査によ

り現在の火山の活動状況をも把握し，これらに基づいて上記火山活動の可

能性を評価する趣旨であると考えられる。 

このような評価が十分な科学的根拠をもって行えるのならば，火山ガイ15 

ドが定める上記検討の枠組みは，合理性があると考えられる。 

エ もっとも，このような評価は，その性質上，火山の現在の状況の把握の

みならず，原子炉の運用期間中にそれが変化する可能性の有無，程度に関

する判断を伴い，その判断のためには，火山活動のメカニズムが解明され，

どのような兆候がどのような変化に基づくものか（何らかの変化が見られ20 

た場合，その変化がバックグラウンドの「ゆらぎ」の範囲に含まれるのか

火山活動の予兆であるかどうか，予兆である場合には，どのような火山活

動になるか等を含む。）等が明らかにされる必要があると考えられる。 

しかしながら，前記認定事実，掲記の証拠及び弁論の全趣旨によれば，

①カルデラ噴火に先行する噴火の存在が指摘されていないカルデラ噴火も25 

存在し（甲Ｄ４３），噴火の前兆とされる現象は，それぞれの大規模噴火
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によって異なり，②長期的あるいは短期的な直前現象がどのようなマグマ

システムの発達過程を反映しており，それがどのように大規模噴火やカル

デラ陥没に帰結するのかについて定量的に説明できるモデルは提唱されて

おらず（甲Ｄ２３。甲Ｂ４，１０，甲Ｄ１８７参照），③今は基礎的な観

測研究が必要な状況にあり（甲Ｂ７１），④火山ハザードの影響範囲の定5 

量的予測に不可欠な規模，様式及び活動の推移の予測は困難である（甲Ａ

１１，２０，甲Ｂ７１，甲Ｄ１２５（２５頁）等）等の見解があり，また，

⑤マグマ溜まりの蓄積量を推定する手法はなく，必要な観測体制も整備さ

れる見込みがない（甲Ａ６（１１頁），１５（３４頁），甲Ｂ９（５７７

頁））旨の見解があることが認められる。これらの見解は，火山活動のメ10 

カニズムについて，火山ガイドの前提とされた前記イの考え方と異なる面

がある。 

オ また，火山ガイドの定めからすると，検討対象となった火山に一定規模

以上のマグマ溜まりの存在が推定された場合，地球物理学的調査又は地球

化学的調査に基づいて，火山活動の可能性を評価することになるところ，15 

測地学的観測方法について見ると，一方で，乙Ｄ５２には，一方で，同じ

地点について，複数の時点における標高差を比較し，地震波トモグラフィ

ーの結果等も参考することにより，マグマ供給量の大小を推測し，予想さ

れる火山活動の規模を推測できる旨の記載があるが，他方で，測地学的観

測で多く用いられる茂木モデルではマグマ溜まりの総体積を求めることは20 

できず，また，地形の効果等も考慮する必要があり，同モデルは複雑な地

殻変動を説明するには不十分であるとする見解がある（乙Ｄ５３）。この

点については，回線楕円体の圧力源を仮定して解析する方法等，茂木モデ

ルに代わるモデルも提案されている（乙Ｄ５２，５４の１・２）が，そも

そも，①マグマ溜まりの大部分はマッシュでほとんど流動できない状態に25 

あり，その外縁は周辺の母岩と明瞭な区別ができないと考えられており，
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②マッシュ状のマグマへの新たな高温のマグマの注入がトリガーとなり，

又はマグマ溜まりのオーバーターンがされることによりこれが急速に再流

動化して噴火に至るモデル等，噴火のトリガーについて，これまでと異な

るモデルも示されており，③地殻動からマグマ溜まりの膨張収縮ないしマ

グマ供給率を推定するにも，マグマ溜まり内の状況把握（弾性変形，流動5 

変形等）が必要であり（甲Ｄ８９），上部地殻におけるマグマの挙動だけ

ではなく，より深部の中部，下部地殻における挙動も視野に入れる必要が

あり（甲Ａ２０４（８３頁），Ｄ１０１（３頁）），④どのような隆起現

象が超巨大噴火の前兆であるのかを判断するのは非常に困難である旨（甲

Ｂ１５）の見解もあり，これらの見解に照らすと，測地学的観測方法の結10 

果に基づいて，上記のような評価及び判断が適切に行えるかどうか明らか

といえない。 

カ 地震波トモグラフィーについても，一方で，乙Ｄ５３には，複数の観測

点で観測された複数の地震による地震波到達時間を解析することにより地

下のどのあたりに地震波が低速度となる領域があるかを推定することがで15 

きる旨の記載があり，同調査方法により，マグマ溜まりの規模や状態が検

討されていることが認められるが，他方で，マグマ溜まりの実態が明らか

でないこともあり，低速度領域が検知されたとしても，マグマ溜まりの体

積を推定することは困難であり，逆に，低速度領域が検知できなかったと

しても，マグマ溜まりがないことの証明にはならない（甲Ａ６（６頁），20 

甲Ｄ８９，１５２，１５７）とする見解や，地震波トモグラフィーによっ

ても上部地殻の５㎦以下の速度異常を検出するのは容易ではなく，また，

平均的な観測点間隔５から２０㎞の観測網でも，差渡し１０㎞を大きく下

回る異常を検出するのは困難である旨の見解もあり（甲Ｄ１５７），これ

らの見解に照らすと，地震波トモグラフィーによって，上記のような評価25 

及び判断が適切に行えるかどうか明らかでない。 
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キ さらに，掲記の証拠及び弁論の全趣旨によれば，これまでのデータの蓄

積が十分でないことから，巨大噴火の時期や規模を予測することは，現在

の火山学では極めて困難である旨の見解（甲Ａ８，１１，１５，２０，２

２，４０，１２５ないし１２７，２３６，甲Ｂ１０，６２，７１，甲Ｄ５

９ないし６１，１１８，乙Ａ１０の２，乙Ｄ１１）があることが認められ5 

る。 

ク このように，火山ガイドが定める評価における地球物理学的調査及び地

球化学的調査の結果を評価する前提となる噴火のトリガーやマグマ溜まり

の実態等について火山ガイドと異なると思われる見解があり，火山ガイド

との関係で，これらの調査方法の有用性に消極的な見解が多数あることか10 

らすると，上記判断の前提として，火山活動のメカニズムを解明し，その

変化の可能性の有無等を正確に評価するのに必要な知見が現時点において，

専門家の間で確立していない疑いが残る。 

そして，このような疑いが残る以上，規制法４３条の３の６第１項各号

所定の基準の適合性の有無が原子力規制委員会の合理的な判断に委ねられ15 

ていることや，火山影響評価に係る技術的知見の整備が進められているこ

と（甲Ａ１４０）を考慮してもなお，上記調査に基づいて適切な評価がで

きることを前提とする火山ガイドの定めに不合理な点のないことが相当の

根拠，資料に基づき立証されたといえるかどうか疑いが残る（もっとも，

上記知見の整備により，必要な知見が確立され，規制法４３条の３の１４20 

の趣旨に従い，それを踏まえた運用が行われるようになった場合には，火

山ガイドの定めが合理性のあるものとされるようになることは考え得る。）。 

ケ モニタリングについて 

(ｱ) なお，火山ガイドでは，原子力発電所の運用期間中の火山活動可能性

が十分小さいということができる場合等には，同可能性が十分小さいこ25 

とを継続的に確認することを目的として，運用期間中のモニタリングを
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行い，噴火可能性につながるモニタリング結果が観測された場合には，

必要な判断，対応を取る必要があることとされている。そして，その監

視項目としては，地震活動，地殻変動及び火山ガス状況等が挙げられ，

これを定期的に評価する他，モニタリングにより火山活動の兆候を把握

した場合の対処方針を定めるものとされ，その対処方法として，原子炉5 

の停止，適切な核燃料の搬出等が実施される方針等も挙げられている（火

山ガイド５）。 

(ｲ) しかしながら，丙Ｂ８２，１２８，１５４及び弁論の全趣旨によれば，

参加人の平成２７年６月５日から平成２９年３月３１日までのモニタリ

ング結果の際に提示された参加人作成の資料においては，監視レベルの10 

移行判断基準と監視体制の概念図が示されているものの，対処を講じる

ために把握すべき火山活動の具体的な兆候や，その兆候を把握した場合

に対処を講じるための具体的な判断条件が必ずしも明らかでなく，平成

２９年４月１日から平成３０年３月３１日までのモニタリング結果にお

いて，対処を講じるために把握すべき火山活動の兆候として，地殻変動15 

等の程度が挙げられたが，対処方針としては，専門家の意見を求めるこ

とが挙げられたにとどまり，具体的な判断条件や対処方法は定められて

いないことが認められる。 

(ｳ) また，甲Ａ２０３，２２９ないし２３２，２５６，乙Ａ２４の１及び

弁論の全趣旨によれば，原子炉安全審査会原子炉火山部会の会合で，原20 

子力規制委員会による原子炉の停止等に係る判断の目安について議論さ

れたところ，平成３０年８月１０日の第４回会合では（甲Ａ２５６），

原子力規制庁から，原子炉の停止等の判断の目安を，①早期警戒のため

の目安と，②巨大噴火が差し迫った状態と考えられるモニタリングデー

タを得られた段階の目安に分けた上で，①は，複数の監視項目における25 

観測データにおいて，平常時の火山活動と異なる兆候を継続的に示して
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いる場合であり，②は，設計対応不可能な火山事象が，原子力発電所運

用期間中に影響を及ぼす可能性が十分小さいとする前提条件が失われた

と判断される場合等又は火山の現在の火山活動が，巨大噴火が差し迫っ

た状態と考えられる観測データが得られたと判断される場合をいうが，

②は中長期的課題である旨の説明がされた。これに対しては，どのよう5 

な火山事象が①に当たるのか（前駆現象とみられる噴火があった後に対

応を検討すればよく，噴火が生じる前に検討するのは，噴火予知である

旨の意見を含む。），①の状態からカルデラ噴火に至るかどうかは議論

できない（現段階ではコンセンサスを得られていない。）等の意見が出

され，目安の具体的な内容は検討されなかったことが認められる。 10 

(ｴ) このように，参加人作成の基準においては，破局的噴火への発展可能

性を判断する具体的な判断基準や火山活動の兆候を把握した場合の対処

方針の具体的内容がまだ確定されていないという状況や原子力規制委員

会の関連会合においても，原子炉の停止等の判断の目安の検討枠組みに

ついて議論がまとまらなかったことに加え，そもそも前記のとおり，新15 

規制基準検討チーム第２１回会合において，噴火の前兆現象が地球物理

学的にとらえられるとする同第２０回会合で説明された立場が修正され

た経緯からすると，モニタリングを一内容とする火山ガイドの体系が破

局的噴火に関する火山学の科学的水準に即するものかどうか疑いが残り

（前記（２）エ（ウ），（エ），甲Ａ１１参照），この点からも，火山20 

ガイドの定めに不合理な点のないことが相当の根拠，資料に基づき立証

されたといえるかどうか疑いが残る。 

(5) 原子力関連法令等の趣旨について 

しかしながら，前記のとおり，本件処分の適法性は，根拠法令及び関連法

令の趣旨に照らし判断されるべきものである。 25 

ア 規制法は，大規模な自然災害の発生を想定した必要な規制を行うことを
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目的とするものの（同法１条），想定すべき自然災害の内容や規模につい

ては，具体的な定めをしていないが，設置許可基準規則６条１項，２項及

び設置許可基準規則解釈（甲Ｃ３，乙Ｃ４）は，最新の科学的技術的知見

を踏まえて適切に予想される自然現象を考慮することを求める。 

これは，福島第一原発事故の反省に立ち，そのような事故の発生を防止5 

するとともに，我が国の原子力の安全に関する行政に対する損なわれた信

頼を回復し，当該行政の機能の強化を図るため，最新の科学的技術的知見

を規制に反映し，これを踏まえた基準に許可等済みの発電用原子炉施設等

を適合させ（バックフィット），かつ，重大事故対策を強化する等発電用

原子炉施設等の安全規制体制を強化するという本件改正等の趣旨を踏まえ10 

たものであると解される。 

他方，原子力関係法令等は，確立された国際的な基準を踏まえた原子力

の研究，開発及び利用について許容しており，発電用原子炉の設置自体を

否定するものではない。そして，前記のとおり，現代社会においては，相

対的安全性の考え方が受け入れられており，少しでも発生の可能性のある15 

自然災害を，安全確保の上で想定すべきであるとの社会通念が確立してい

ると解すべき根拠は見出だせない。したがって，原子力利用に関する現行

法制度の下においても，少しでも発生の可能性のある自然災害を，安全確

保の上で想定すべきであるとする立法政策が取られていると解することは

できない。 20 

イ 他の法令を見ても，災害対策基本法は，災害が発生し，又はまさに発生

しようとしている場合において，人の生命又は身体に対する危険を防止す

るために特に必要と認めるときは，市町村長は，警戒特別区域を設定し，

災害応急対策に従事する者以外の者に対して，当該区域への立入りを制限

し，若しくは禁止し，又は当該区域からの退去を命ずることができるとす25 

る（同法６３条）。また，建築基準法は，地方公共団体が，条例で，津波，
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高潮，出水等による危険の著しい区域を災害危険区域として指定すること

ができるとし，条例で，災害危険区域以内における住居の用に供する建築

物の建築の禁止その他建築物の建築に関する制限で災害防止条必要なもの

を定める旨定めるとする（同法３９条）。これらの法令の定めが最新の科

学的技術的知見から合理的に予測される範囲を超える危険性を想定して，5 

広域的に上記の警戒区域や災害危険区域を設定する趣旨はうかがわれない。 

ウ 以上によれば，規制法は，最新の科学的技術的知見を踏まえて合理的に

予測される最大規模の自然災害を想定した発電用原子炉施設の安全性の確

保を求めるものであるが，最新の科学的技術的知見から合理的に予測され

る範囲を超える危険性を想定した対策を講じることまでを求めていると解10 

することはできない。 

エ これを破局的噴火についてみると，前記事実及び弁論の全趣旨によれば，

破局的噴火は必ず発生するものであるとされているが，その頻度は鬼界ア

カホヤ噴火が起きたのは約７３００年前であり，阿蘇４噴火が起きたのは

約９万年前であり，低頻度であり，現在の科学的技術的知見から予知する15 

ことはできないとされている。また，破局的噴火がもたらす影響は，火砕

流が南九州の一部を除きほぼ九州一帯のほか，山口県や愛媛県の一部にも

達したことがあり（阿蘇４噴火，姶良Ｔｎ噴火）といわれ，その降下火山

灰による被害は，東日本まで及び，北海道でも約１５㎝の厚さで地層に残

されているとされ，生活基盤や社会の諸機能に深刻な被害を与えるものと20 

いうことができる。九州地方における人口分布やカルデラの位置等に鑑み

ると，このように，影響が著しく重大かつ深刻なものではあるが極めて低

頻度で，少なくとも歴史時代において経験したことがないような規模及び

態様の自然災害の危険性については，その発生の可能性が相応の根拠をも

って示されるようになれば格別，そうでなければ，社会生活上，安全性確25 

保の上で考慮されていないと考えられる。 
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関連法令を参照しても，活動火山対策特別措置法には，破局的噴火が発

生することを想定した建築規制に関する規定は見当たらない。土砂災害計

画区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律には，土砂災害特

別警戒区域における一定の開発行為の制限の居室を有する建造物の構造の

規制に関する規定はあるものの（同法９条１項），九州地方における人口5 

分布等やカルデラの位置に鑑みると，これが，破局的噴火の発生に備えて

広範囲で規制を行うことを想定した規定であるとは考え難い。 

そして，原子力関連法令等において，これと異なる立法政策が取られて

いると解すべき根拠は見出せない（乙Ｄ８３（６頁），丙Ｂ１４１（１５

頁）における破局的噴火に関する部分や「基本的考え方」は，これに沿う10 

といえる。）。 

オ そうすると，破局的噴火の発生の可能性が相応の根拠をもって示されて

いるといえない以上，原子力関連法令等の下で，破局的噴火が最新の科学

的技術的知見を踏まえて合理的に予測される危険性として想定されている

と解することはできず，また，それが，発電用原子炉施設の安全性確保の15 

上で自然災害として想定されていなくても，処分行政庁による調査審議に

おいて用いられた具体的審査基準に不合理な点があり，あるいは当該原子

炉施設が前記具体的審査基準に適合するとした処分行政庁の調査審議及び

判断の過程に看過し難い過誤，欠落があるということはできない。 

したがって，前記のとおり，火山ガイドの定めに不合理な点のないこと20 

が相当の根拠，資料に基づき立証されたといえるかどうか疑いが残るが，

原子力関連法令等が破局的噴火による影響を考慮することまで要求してい

るとは解されないので，結論として，火山ガイド若しくはこれに基づく本

件適合性審査が不合理であり又は本件処分が違法であるということはでき

ない。 25 

(6) 本件適合性審査における個別評価について 
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ア 前記認定事実及び弁論の全趣旨によれば，本件各原子炉に影響を及ぼし

得る火山の抽出について，本件申請及び本件適合性審査は合理性があると

いうことができる。 

イ 本件各原子炉の運用期間における火山活動に関する個別評価 

(ｱ) 参加人は，鹿児島地溝全体としてのＶＥＩ７以上の噴火の平均発生間5 

隔等，噴火ステージ論（ナガオカ論文），マグマ溜まりの浮力中立点に

関する検討（丙Ｂ３２，３３）及びメルト包有物・鉱物組成等に関する

分析結果（丙Ｂ３４，３５）等，ＶＥＩ７以上の噴火の場合，噴火直前

の１００年程度の間に急激にマグマが供給されたと推定する知見(ドルイ

ット論文)等を踏まえ，階段ダイヤグラムに基づく噴火ステージの評価を10 

行った。これは，火山ガイドに沿うものということができる。 

(ｲ) 原告らは，ＳＳＧ－２１を踏まえれば，本件運用期間に，火砕物密度

流を含む火山事象が本件各原子炉の安全性に影響を及ぼす可能性が十分

小さいと評価できるためには，噴火の発生が１０００万年に１回以下で

なければならない旨及び過去の噴火履歴を基に本件５カルデラの大規模15 

噴火の確率を概算すべきであった旨主張する。 

しかしながら，前記認定事実及び弁論の全趣旨によれば，ＳＳＧ－２

１は，決定論的な評価方法，確率論的な評価方法又はその併用を認めて

いるのであり，必ずしも原告らが主張するような確率論的な評価方法を

採用しなければならないとしていないので，原告らの主張は採用できな20 

い。 

(ｳ) 原告らは，本件適合性審査に当たっては，本件各原子炉の運用期間

における本件５カルデラの噴火規模を，ＶＥＩ６以下の既往最大でなく，

ＶＥＩ６以下の噴火について考えられる最も厳しい条件を設定すべきで

ある旨主張する。 25 

しかしながら，火山ガイドは，調査結果から噴火の規模を推定できな
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い場合，検討対象火山の過去の最大の噴火規模とする旨を定めていると

ころ，前記のとおり，火山及び噴火には個別の特徴があること（甲Ｂ５）

に照らすと，本件適合性審査において，当該火山の噴火履歴を踏まえ，

既往最大の噴火規模を設定することが不合理といえない。 

(ｴ) 原告らは，本件申請は，ナガオカ論文やドルイット論文に記載され5 

た知見に依拠する点が不合理である旨主張する。そして，掲記の証拠

によれば，これらの論文については，別紙５のとおり，原告らの主張に

沿う見解があることが認められる。 

      しかしながら，同別紙のとおり，これらの論文の有用性を認める見解

もあり，これらの論文の意義及び評価について，専門家の間に共通の認10 

識が確立されていると認めることはできない（前記「原子力施設におけ

る火山活動のモニタリングに関する検討チーム提言とりまとめ」には，

ドルイット論文に依拠することに否定的な見解が記載されているが，こ

れを踏まえて何らかの対応がとられた形跡がうかがわれず，同論文の評

価について定見があるかどうか明らかでない。）。このことに照らすと，15 

これらの論文の内容や射程範囲の評価は，処分行政庁の合理的判断に委

ねられていると考えざるを得ず，前記見解をもって，直ちに，この点に

関する本件適合性審査が不合理であったと認めることはできない。 

(ｵ) 原告らは，火山ガイドが，カルデラ火山の噴火に前兆現象があること

を前提としていることは不合理である旨主張する。しかしながら，本件20 

適合性審査においては，火山活動の前兆の有無を検討しているのではな

く，文献調査等の結果をも踏まえて，運用期間中の火山活動の可能性が

十分小さいことを判断しているのであるから，原告らの上記主張は，前

記認定判断を覆すに足りない。 

(ｶ) 原告らは，本件階段ダイヤグラムにおいて，本件３カルデラに係る情25 

報をまとめたことが不合理である旨主張する。そして，甲Ｂ４（１８７
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頁以下），甲Ｂ９（５７７頁）にはこれに沿う部分がある。 

      しかしながら，丙Ｂ２３及び２８には，鹿児島地溝を全体として活動

的な火山構造性地溝とみなすことができる旨の記載がある。また，丙Ｂ

２７には，広範囲でも，噴火頻度と噴火規模に相関関係が認められる場

合には階段図の検討に意味がある旨の記載があり，甲Ｂ９（５７７頁）5 

にも同旨と考えられる記載がある。これらの見解は，本件申請を根拠づ

けるものということができ，これらの見解に照らすと，本件申請におい

て本件階段ダイヤグラムが使用されたことが直ちに不合理であるという

ことはできず，かつ，本件階段ダイヤグラムの評価に関し，本件適合性

審査に不合理な点があったということもできない。 10 

(ｷ) 原告らは，地震波トモグラフィー等の方法によって，マグマ溜まりの

有無は確定できない旨主張する。そして，前記のとおり，地球物理学的

調査及び地球化学的調査によっても，前記火山活動の可能性を評価する

ために必要なだけの情報が得られない疑いが残る。 

しかしながら，前記のとおり，本件適合性審査においては，文献学的15 

調査，地球物理学的調査，地球化学的調査等の結果を総合して本件運用

期間中の破局的噴火の可能性について個別評価をしたのであり，本件申

請において上記調査結果が使用されたことが直ちに不合理であるという

ことはできず，かつ，本件適合性審査における個別の調査結果の評価又

はそこからの推論の過程に係る処分行政庁の専門的な判断において，不20 

合理な点があったと認めるに足りる証拠はない。 

ウ 本件５カルデラのマグマ溜まりの状況等に関する知見等は，別紙６記載

のとおりであるところ，これらを踏まえて，本件適合性審査の合理性の有

無を個別に検討する。 

(ｱ) 姶良カルデラ 25 

姶良カルデラは，鹿児島地溝に存在するところ，鹿児島地溝全体とし
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て見た場合，破局的ＶＥＩ７以上の噴火は平均発生間隔を約９万年とす

る周期性を有しており，最新のＶＥＩ７以上の噴火は約３万年前ないし

約２．８万年前であるので，鹿児島地溝におけるＶＥＩ７以上の噴火の

活動間隔は，最新のＶＥＩ７以上の噴火からの経過時間に比べて十分長

いということができ，本件運用期間中におけるＶＥＩ７以上の噴火の活5 

動可能性は十分低いと考えられ，このことに照らすと，姶良カルデラに

ついても，本件運用期間中における破局的噴火の可能性は十分小さいと

考えられている。 

姶良カルデラを個別に見ても，破局的噴火の活動間隔（約６万年以上）

は最新の破局的噴火（姶良Ｔｎ噴火）からの経過時間（約３万年）に比10 

べて十分長いということができ，破局的噴火までには十分な時間的余裕

があると考えられている。さらに，姶良カルデラ周辺には，桜島の地下

浅部にマグマ溜まりが確認されているものの，珪長質の大規模マグマ溜

まりはないと考えられている。なお，国土地理院の電子基準点間基線距

離の変化率からするとマグマ溜まりの増大を示唆する基線の伸長傾向が15 

認められるものの，それは，大正３年の噴火後の沈降量の１００％に相

当するものと考えられている。これらの説明の確度については，前記の

とおり，疑問がないわけではないが，原子力関連法令等の趣旨等をも踏

まえると，姶良カルデラにおいて設計対応不可能な火山事象が原子力発

電所の運用期間中に影響を及ぼす可能性が十分小さいとした本件適合性20 

審査に不合理な点があったということはできず，これを覆すに足りる証

拠はない。 

(ｲ) 加久藤・小林カルデラ 

鹿児島地溝における破局的噴火の活動間隔に関する検討から，加久藤・

小林カルデラにおける運用期間中の破局的噴火の可能性は十分小さいと25 

考えられている。加久藤・小林カルデラを個別に見ても，その活動間隔
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間隔（約２０万年）は，最新の破局的噴火（加久藤噴火）からの経過時

間（約３３万年）に比べて短いため，破局的噴火のマグマ溜まりを形成

している可能性や，破局的噴火を発生させる供給系ではなくなっている

可能性等が考えられるとされている。これらの説明を踏まえると，霧島

山周辺の地下において噴火に関わるマグマ溜まりであるとされる低速度5 

異常があることを考慮しても，加久藤・小林カルデラについて，本件適

合性審査に不合理な点があったということはできない 

(ｳ) 阿多カルデラ 

鹿児島地溝における破局的噴火の活動間隔に関する検討から，阿多カ

ルデラにおける運用期間中の破局的噴火の可能性は十分小さいと考えら10 

れている。阿多カルデラを個別に見ても，その破局的噴火の活動間隔（約

１４万年）は，最新の破局的噴火（阿多噴火）からの経過時間（約１１

万年）に比べて長いことから，破局的噴火までには，十分な時間的余裕

があると考えられる。阿多カルデラ地域の地震波速度構造において，深

さ５㎞に，低速度異常が認められ，また，姶良カルデラや霧島火山下の15 

マグマ溜まりの圧力変化に伴う地殻変動と広域応力場による基線長変化

は認められるものの，それ以外のマグマ溜まりに起因する地殻変動は認

められず，地下浅部に大規模なマグマ溜まりはないと考えられている。

これらの説明の確度については，前記のとおり，疑問がないわけではな

いが，原子力関連法令等の趣旨等をも踏まえると，阿多カルデラにおい20 

て設計対応不可能な火山事象が原子力発電所の運用期間中に影響を及ぼ

す可能性が十分小さいとした本件適合性審査に不合理な点があったとい

うことはできず，これを覆すに足りる証拠はない。 

(ｴ) 鬼界カルデラ 

鬼界カルデラの破局的噴火の最短の活動間隔（約５万年）は，最新の25 

破局的噴火（鬼界アカホヤ噴火）からの経過時間（約０．７万年）に比
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べて長いことから，破局的噴火までには十分な時間的余裕があると考え

られている。岩石学的情報により，最新の破局的噴火時のマグマは全て

出尽くしており，現在の活動は，その後の新たな活動であるとされてい

ること及び測地学的情報からマグマの供給に伴う膨張等の地殻変動は認

められないことから，浅部に大規模なマグマ溜まりを形成していないと5 

考えられている。なお，地球化学的情報からは，８０㎦以上の大規模な

マグマ溜まりが推定されるものの，破局的噴火を発生させるものではな

いと考えられている。これらの説明の確度については，前記のとおり，

疑問がないわけではないが，原子力関連法令等の趣旨等をも踏まえると，

鬼界カルデラにおいて設計対応不可能な火山事象が原子力発電所の運用10 

期間中に影響を及ぼす可能性が十分小さいとした本件適合性審査に不合

理な点があったということはできず，これを覆すに足りる証拠はない。 

(ｵ) 阿蘇カルデラ 

阿蘇カルデラの破局的噴火の最新の活動間隔（約２万年）は，最新の

破局的噴火（阿蘇４噴火）からの経過時間（約９万年）に比べて短いた15 

め，大規模なマグマ溜まりは存在しなくなり又は破局的噴火を発生させ

る供給系ではなくなっている可能性等が考えられている。そして，岩石

学的情報及び地球物理学的情報から，地下約１０㎞以浅に大規模な珪長

質マグマ溜まりはないと考えられている。これらの説明の確度について

は，前記のとおり，疑問がないわけではないが，原子力関連法令等の趣20 

旨等をも踏まえると，阿蘇カルデラにおいて設計対応不可能な火山事象

が原子力発電所の運用期間中に影響を及ぼす可能性が十分小さいとした

本件適合性審査に不合理な点があったということはできず，これを覆す

に足りる証拠はない。 

(7) 影響評価について 25 

原告らは，本件適合性審査に係る主張を補強する事情として，影響評価（降
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下火砕物への対応）に関する判断が不合理であった旨主張するので検討する。 

ア 降下火砕物に関する火山ガイドの定め及びこれに対する参加人の対応は，

別紙７のとおりである。 

イ 原告らは，本件申請では，想定される噴火が過小評価されている旨主張

する。しかしながら，本件申請で想定されている噴火は，火山ガイドに従5 

ったものであり，この点に関する火山ガイドの定めが不合理であるという

ことはできないので，原告らの上記主張は採用できない。 

ウ 原告らは，本件シミュレーションにおいては，噴火が想定された場所で

発生すること，噴煙が同心円状に広がる現象（傘型領域）等大規模噴火の

特質を十分に踏まえておらず，風向や風力の不確実性を保守的に考慮して10 

いないこと，本件ソフトが試験的なものであること等から，調査結果とシ

ミュレーションを併用すべきであった旨主張する。しかしながら，噴火が

複数の場所で発生することや傘型領域を踏まえていないこと等及び本件ソ

フトが試験的なものであることは，本件ソフトの仕様の問題であり，本件

適合性審査も，このような仕様を前提として行われていると考えられるか15 

ら，上記事情から直ちに本件適合性審査が不合理であったと推認すること

はできない。 

エ 原告らは，本件申請では，降下火砕物の大気中濃度が過小に評価されて

いる旨主張する。そして，前記（別紙７の４（２））のとおり，処分行政

庁は，当初，ヘイマランド観測値を設計基準として審査を行ったが，その20 

後，平成２８年電中研報告やパブリックコメントの内容（甲Ａ１７４（１

０頁））等を踏まえて，より保守的なセントヘレンズ観測値を設計基準と

し，その後，さらに，設計基準をより保守的な数値に修正することを内容

とする規則等の改正をしたことが認められる。このように，処分行政庁及

び参加人は，第三者の見解を踏まえて設計基準をより保守的なものとした25 

ことが認められる。しかしながら，もともとヘイマランド観測値も観測記
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録の最大値であったといえること及び上記修正は安全性確保の観点から行

われたことに照らすと，原告らの主張事実から直ちに，本件適合性審査が

不合理であったと推認することはできない。 

オ 原告らは，大気中濃度が想定されたものより上がり，フィルタ交換をす

る余裕がなくなり，フィルタが目詰まりを起こすおそれ，降下火砕物のう5 

ち浮遊性粒子が非常用ディーゼル発電機内に侵入し，ディーゼル発電機の

機能に影響を及ぼすおそれ，火山性地震が発生し，降下火砕物と地震荷重

の組み合わせによって原子炉施設に大きな荷重がかかるおそれ等が考慮さ

れていない旨主張する。しかしながら，前記のとおり，参加人は，川内原

発の敷地で想定される３３．４ｇ／㎥の降下火砕物の大気中濃度に対して10 

も，非常用ディーゼル発電機２系統を同時に機能維持できるよう対策を完

了したこと等に照らすと，原告らの上記主張は採用できない。 

(8) 小括 

以上の検討によれば，原子力関連法令等の趣旨及び現在の科学技術水準に

照らし，本件適合性審査において用いられた具体的審査基準に不合理な点が15 

あり，又は本件各原子炉が前記具体的審査基準に適合するとした処分行政庁

の調査審議及び判断の過程に看過し難い過誤，欠落があるということはでき

ない。そして，他に，本件処分が違法であると認めるに足りる的確な証拠は

ない。 

 結論 20 

以上によれば，原告Ａ，原告Ｂ，原告Ｃ，原告Ｄ，原告Ｅ，原告Ｆ及び原告

Ｇの訴えはいずれも不適法なので却下を免れず，その余の原告らの請求はいず

れも理由がないので棄却することとし，主文のとおり判決する。  

福岡地方裁判所第１民事部 

 25 

裁判長裁判官  倉 澤 守 春 
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別紙２  

関係法令の定め 

１  原子力基本法（以下「基本法」という。） 

（目的） 5 

第１条  

この法律は，原子力の研究，開発及び利用（以下「原子力利用」という。）

を推進することによって，将来におけるエネルギー資源を確保し，学術の進歩

と産業の振興とを図り，もつて人類社会の福祉と国民生活の水準向上とに寄与

することを目的とする。 10 

（基本方針） 

第２条 

１ 原子力利用は，平和の目的に限り，安全の確保を旨として，民主的な運

営の下に，自主的にこれを行うものとし，その成果を公開し，進んで国際

協力に資するものとする。 15 

２ 前項の安全の確保については，確立された国際的な基準を踏まえ，国民

の生命，健康及び財産の保護，環境の保全並びに我が国の安全保障に資す

ることを目的として，行うものとする。 

（定義） 

第３条  20 

この法律において次に掲げる用語は，次の定義に従うものとする。 

(1)ないし(3) （略） 

(4) 「原子炉」とは，核燃料物質を燃料として使用する装置をいう。ただし，

政令で定めるものを除く。 

(5) 「放射線」とは，電磁波又は粒子線のうち，直接または間接に空気を電25 

離する能力をもつもので，政令で定めるものをいう。 

javascript:void(0);
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２  原子力規制委員会設置法（平成２７年９月３０日号外法律第７６号による改

正前のもの。以下「設置法」という。） 

（目的） 

第１条  5 

この法律は，平成２３年３月１１日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う

原子力発電所の事故を契機に明らかとなった原子力の研究，開発及び利用（以

下「原子力利用」という。）に関する政策に係る縦割り行政の弊害を除去し，

並びに一の行政組織が原子力利用の推進及び規制の両方の機能を担うことによ

り生ずる問題を解消するため，原子力利用における事故の発生を常に想定し，10 

その防止に最善かつ最大の努力をしなければならないという認識に立って，確

立された国際的な基準を踏まえて原子力利用における安全の確保を図るため必

要な施策を策定し，又は実施する事務（原子力に係る製錬，加工，貯蔵，再処

理及び廃棄の事業並びに原子炉に関する規制に関すること並びに国際約束に基

づく保障措置の実施のための規制その他の原子力の平和的利用の確保のための15 

規制に関することを含む。）を一元的につかさどるとともに，その委員長及び

委員が専門的知見に基づき中立公正な立場で独立して職権を行使する原子力規

制委員会を設置し，もって国民の生命，健康及び財産の保護，環境の保全並び

に我が国の安全保障に資することを目的とする。 

（設置） 20 

第２条  

国家行政組織法（昭和２３年法律第１２０号）第３条第２項の規定に基づい

て，環境省の外局として，原子力規制委員会を設置する。 

（任務） 

第３条  25 

原子力規制委員会は，国民の生命，健康及び財産の保護，環境の保全並びに
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我が国の安全保障に資するため，原子力利用における安全の確保を図ること（原

子力に係る製錬，加工，貯蔵，再処理及び廃棄の事業並びに原子炉に関する規

制に関すること並びに国際約束に基づく保障措置の実施のための規制その他の

原子力の平和的利用の確保のための規制に関することを含む。）を任務とする。 

（組織） 5 

第６条  

１ 原子力規制委員会は，委員長及び委員４人をもって組織する。 

２ （以下略） 

（委員長及び委員の任命） 

第７条  10 

１ 委員長及び委員は，人格が高潔であって，原子力利用における安全の確

保に関して専門的知識及び経験並びに高い識見を有する者のうちから，両

議院の同意を得て，内閣総理大臣が任命する。 

（原子力規制庁） 

第２７条  15 

１ 原子力規制委員会の事務を処理させるため，原子力規制委員会に事務局

を置く。 

２ 前項の事務局は，原子力規制庁と称する。 

３ （以下略） 

 20 

３  核原料物質，核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（平成２６年６月１

３日号外法律第６９号による改正前のもの。以下「規制法」という。） 

（目的） 

第１条  

この法律は，原子力基本法（昭和３０年法律第１８６号）の精神にのっとり，25 

核原料物質，核燃料物質及び原子炉の利用が平和の目的に限られることを確保

javascript:void(0);
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するとともに，原子力施設において重大な事故が生じた場合に放射性物質が異

常な水準で当該原子力施設を設置する工場又は事業所の外へ放出されることそ

の他の核原料物質，核燃料物質及び原子炉による災害を防止し，及び核燃料物

質を防護して，公共の安全を図るために，製錬，加工，貯蔵，再処理及び廃棄

の事業並びに原子炉の設置及び運転等に関し，大規模な自然災害及びテロリズ5 

ムその他の犯罪行為の発生も想定した必要な規制を行うほか，原子力の研究，

開発及び利用に関する条約その他の国際約束を実施するために，国際規制物資

の使用等に関する必要な規制を行い，もつて国民の生命，健康及び財産の保護，

環境の保全並びに我が国の安全保障に資することを目的とする。 

（定義） 10 

第２条  

１ この法律において「原子力」とは，原子力基本法第３条第１号に規定す

る原子力をいう。 

２ この法律において「核燃料物質」とは，原子力基本法第３条第２号に規

定する核燃料物質をいう。 15 

３ この法律において「核原料物質」とは，原子力基本法第３条第３号に規

定する核原料物質をいう。 

４ この法律において「原子炉」とは，原子力基本法第３条第４号に規定す

る原子炉をいう。 

５ この法律において「発電用原子炉」とは，発電の用に供する原子炉であ20 

って研究開発段階にあるものとして政令で定める原子炉以外の試験研究の

用に供する原子炉及び船舶に設置する原子炉を除くものをいう。 

６ （以下略） 

（設置の許可） 

第４３条の３の５  25 

１ 発電用原子炉を設置しようとする者は，政令で定めるところにより，原
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子力規制委員会の許可を受けなければならない。 

２ 前項の許可を受けようとする者は，次の事項を記載した申請書を原子力

規制委員会に提出しなければならない。 

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては，その代表者の氏名 

(2) 使用の目的 5 

(3) 発電用原子炉の型式，熱出力及び基数 

(4) 発電用原子炉を設置する工場又は事業所の名称及び所在地 

(5) 発電用原子炉及びその附属施設（以下「発電用原子炉施設」という。）

の位置，構造及び設備 

(6) 発電用原子炉施設の工事計画 10 

(7) 発電用原子炉に燃料として使用する核燃料物質の種類及びその年間予

定使用量 

(8) 使用済燃料の処分の方法 

(9) 発電用原子炉施設における放射線の管理に関する事項 

(10) 発電用原子炉の炉心の著しい損傷その他の事故が発生した場合にお15 

ける当該事故に対処するために必要な施設及び体制の整備に関する事

項 

（許可の基準） 

第４３条の３の６  

１ 原子力規制委員会は，前条第１項の許可の申請があつた場合においては，20 

その申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ，

同項の許可をしてはならない。 

(1) 発電用原子炉が平和の目的以外に利用されるおそれがないこと。 

(2) その者に発電用原子炉を設置するために必要な技術的能力及び経理的

基礎があること。 25 

(3) その者に重大事故（発電用原子炉の炉心の著しい損傷その他の原子力

javascript:void(0);
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規制委員会規則で定める重大な事故をいう。第４３条の３の２２第１

項及び第４３条の３の２９第２項第２号において同じ。）の発生及び

拡大の防止に必要な措置を実施するために必要な技術的能力その他の

発電用原子炉の運転を適確に遂行するに足りる技術的能力があること。 

(4) 発電用原子炉施設の位置，構造及び設備が核燃料物質若しくは核燃料5 

物質によって汚染された物又は発電用原子炉による災害の防止上支障

がないものとして原子力規制委員会規則で定める基準に適合するもの

であること。 

２ 前項の場合において，第４３条の３の３０第１項の規定により型式証明

を受けた同項に規定する特定機器の型式の設計は，前項第４号の基準（技10 

術上の基準に係る部分に限る。）に適合しているものとみなす。 

３ 原子力規制委員会は，前条第１項の許可をする場合においては，あらか

じめ，第１項第１号に規定する基準の適用について，原子力委員会の意見

を聴かなければならない。 

（変更の許可及び届出等） 15 

第４３条の３の８  

１ 第４３条の３の５第１項の許可を受けた者（以下「発電用原子炉設置者」

という。）は，同条第２項第２号から第５号まで又は第８号から第１０号

までに掲げる事項を変更しようとするときは，政令で定めるところにより，

原子力規制委員会の許可を受けなければならない。ただし，同項第４号に20 

掲げる事項のうち工場若しくは事業所の名称のみを変更しようとするとき，

又は同項第５号に掲げる事項の変更のうち第４項の原子力規制委員会規則

で定める変更のみをしようとするときは，この限りでない。 

２ 第４３条の３の６の規定は，前項本文の許可に準用する。 

３ （以下略） 25 

（発電用原子炉施設の維持） 
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第４３条の３の１４  

発電用原子炉設置者は，発電用原子炉施設を原子力規制委員会規則で定める

技術上の基準に適合するように維持しなければならない。ただし，第４３条の

３の３３第２項の認可を受けた発電用原子炉については，原子力規制委員会規

則で定める場合を除き，この限りでない。 5 

（許可の取消し等） 

第４３条の３の２０  

２ 原子力規制委員会は，発電用原子炉設置者が次の各号のいずれかに該当

するときは，第４３条の３の５第１項の許可を取り消し，又は一年以内の

期間を定めて発電用原子炉の運転の停止を命ずることができる。 10 

⑷ 第４３条の３の２３の規定による命令に違反したとき。 

（施設の使用の停止等） 

第４３条の３の２３  

１ 原子力規制委員会は，発電用原子炉施設の位置，構造若しくは設備が第

４３条の３の６第１項第４号の基準に適合していないと認めるとき，発電15 

用原子炉施設が第４３条の３の１４の技術上の基準に適合していないと認

めるとき，又は発電用原子炉施設の保全，発電用原子炉の運転若しくは核

燃料物質若しくは核燃料物質によって汚染された物の運搬，貯蔵若しくは

廃棄に関する措置が前条第１項の規定に基づく原子力規制委員会規則の規

定に違反していると認めるときは，その発電用原子炉設置者に対し，当該20 

発電用原子炉施設の使用の停止，改造，修理又は移転，発電用原子炉の運

転の方法の指定その他保安のために必要な措置を命ずることができる。 

 

４  実用発電用原子炉及びその附属施設の位置，構造及び設備の基準に関する規

則（平成２５年６月２８日号外原子力規制委員会規則第５号。平成２８年１月25 

１２日原子力規制委員会規則第１号による改正前のもの。以下「設置許可基準

javascript:void(0);
javascript:void(0);
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規則」という。） 

（定義） 

第２条  

１ この規則において使用する用語は，核原料物質，核燃料物質及び原子炉

の規制に関する法律（以下「法」という。）において使用する用語の例に5 

よる。 

２ この規則において，次に掲げる用語の意義は，それぞれ当該各号に定め

るところによる。 

  (1)ないし(4)（略） 

(5) 「安全機能」とは，発電用原子炉施設の安全性を確保するために必要10 

な機能であって，次に掲げるものをいう。 

イ その機能の喪失により発電用原子炉施設に運転時の異常な過渡変化

又は設計基準事故が発生し，これにより公衆又は従事者に放射線障害

を及ぼすおそれがある機能 

ロ 発電用原子炉施設の運転時の異常な過渡変化又は設計基準事故の拡15 

大を防止し，又は速やかにその事故を収束させることにより，公衆又

は従事者に及ぼすおそれがある放射線障害を防止し，及び放射性物質

が発電用原子炉を設置する工場又は事業所（以下「工場等」という。）

外へ放出されることを抑制し，又は防止する機能 

(8) 「安全施設」とは，設計基準対象施設のうち，安全機能を有するもの20 

をいう。 

(9) (以下略) 

（外部からの衝撃による損傷の防止） 

第６条  

安全施設は，想定される自然現象（地震及び津波を除く。次項において同じ。）25 

が発生した場合においても安全機能を損なわないものでなければならない。 
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５  実用発電用原子炉の設置，運転等に関する規則（昭和５３年１２月２８日号

外通商産業省令第７７号。平成２６年１２月１０日号外原子力規制委員会規則

第７号による改正前のもの。以下，「実用炉規則」という。） 

（定義） 5 

第２条  

１（略） 

２ この規則において，次の各号に掲げる用語の意義は，それぞれ当該各号

に定めるところによる。 

(1)「放射線」とは，原子力基本法（昭和３０年法律第１８６号）第３条第10 

５号に規定する放射線又は１メガ電子ボルト未満のエネルギーを有する

電子線若しくはエックス線であって，自然に存在するもの以外のものを

いう。 

(2)ないし(5)（略） 

(6)「周辺監視区域」とは，管理区域の周辺の区域であって，当該区域の外15 

側のいかなる場所においてもその場所における線量が原子力規制委員会

の定める線量限度を超えるおそれのないものをいう。 

(7)（略） 

 

６  核原料物質又は核燃料物質の精錬の事業に関する規則等の規定に基づく線量20 

限度等を定める告示（平成２７年８月３１日号外原子力規制委員会告示第８号。

以下「線量限度告示」という。） 

（周辺監視区域外の線量限度） 

第２条  

１ 実用炉規則第２条第２項６号の原子力規制委員会の定める線量限度は，25 

次のとおりとする。 
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(1) 実効線量については，１年間（４月１日を始期とする１年間をいう。）

につき１ミリシーベルト 

(2)（以下略） 

 ２（以下略） 

                              以 上 5 
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別紙３ 

ＳＳＧ－２１の定め等 

１  ＳＳＧ－２１は，段階１ないし４に分けて，火山活動による影響評価を要旨

以下のとおり行うこととしている。 

(1)  段階１（初期評価） 5 

このステージでは，過去１０００万年の間に発生した可能性のある全ての

火山源を包含するサイト周辺の地理的領域を定義する。 

(2)  段階２（将来の火山活動の潜在的発生源の特性評価） 

初期評価の結果，１０００万年までの火山源がその地理的領域に存在する

ことが明らかになった場合には，段階２で実施する追加的調査によって，こ10 

れらの火山源の特性評価を行う。 

特性評価によって，現在火山活動が行われていることが明らかになった場

合は，将来の噴火可能性があるといえるため，段階３に進むことになる。 

現在の火山活動が確認できなかった場合でも，次に完新世（過去１万年）

の火山活動が発生した場合には，将来の噴火可能性があるといえ，段階３に15 

進むことになる。また，安全性の観点から，完新世における噴火の記録が不

確かな場合であっても，完新世の火山活動があるとして，段階３に進むこと

になる。 

現在の火山活動が否定され，完新世の火山活動も否定された場合には，完

新世よりも古い活動の火山活動を評価する。過去２００万年までの噴火の記20 

録は，一般的に将来の火山活動の可能性を示しており，また，分散火山域や

まれにしか活動しないカルデラでは，およそ過去５００万年の間の火山活動

も，将来の火山活動に対する可能性を示すものとみなされる。十分な評価を

確実なものとするために，地質データを評価して，１０００万年程度古いそ

の領域の火山源が将来の噴火の可能性を持っているかどうかを検討する。 25 

段階２における評価に当たっては，確率論的評価及び決定論的評価を用い
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ることができる。確率論的評価手法は，サイトにおけるハザードシナリオを

全て考慮し，各シナリオに関連する不確実性を最終的なハザード評価に組み

込む手法である。確率論的評価手法において，特定の危険な火山事象の許容

な可能な限界値として年間発生確率を１０００万年に１回と設定することは，

妥当な基準である。一方，決定論的評価手法は，一つあるいは数個の最悪ケ5 

ースのシナリオを仮定して火山ハザードを評価する手法である。  

(3) 段階３（火山ハザードのスクリーニング） 

サイト周辺における将来の火山活動の可能性を排除できない場合には，段

階３に進む。段階３では，原子力サイトに悪影響を及ぼす可能性のある火山

事象の影響を評価する。この評価は，表１（甲Ｃ１９・９頁）に示す特定の10 

火山事象それぞれに対して実施する。 

段階３におけるハザードを評価するための決定論的評価手法は，特定の火

山事象に対するスクリーニング距離値に基づいて実施することができる。ス

クリーニング距離とは，ある火山事象がこれ以上は延長しないと合理的に予

想される距離である。スクリーニング距離は，火山源の特性とサイトと火山15 

間の地形の特徴を考慮して，特定の火山生成物の既往の最大到達距離で定義

される。そして，サイトが特定の火山現象に対するスクリーニング距離を超

えた場所にある場合，その現象に対する更なる解析は不要となる。しかしな

がら，将来の活動可能性があると考えられる場合及び特定の火山現象に対す

るスクリーニング距離の範囲内にサイトがある場合には，その火山もしくは20 

火山域については噴火の可能性があると考え，特定サイトのハザード評価を

実施する。 

段階３の評価に当たっては，確率論的評価手法を用いることもできる。そ

の場合，重大な放射線漏れにつながる事象の年間発生確率の許容上限値とし

て，１０００万分の１の指標を用いることができる。 25 

なお，火山源火砕物密度流，溶岩流，岩屑なだれ等，火山土石流等，新し
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い火口の開口，火山から発生する飛来物，津波・静振等，地盤変動，熱水系・

地下水の異常は，サイト選定段階で候補サイトの選定を排除するためにその

特性を考慮すべき事項である。これらの現象が，原子力発電所の安全性に影

響を及ぼし，実現性のある工学的対応ができない場合，そのサイトは立地不

適当とみなされる必要がある。もっとも，これらのうち，火山土石流等，火5 

山から発生する飛来物，津波・静振等，熱水系・地下水の異常については，

適切な設計，防護手段及び運転手段によって対処できる場合もあり，その場

合にはサイトを不適合とするまでの必要性はない。 

(4)  段階４（サイトのハザードを評価する） 

段階４としては，可能性のある火山源がある場合には，特定サイトの火山10 

ハザードを評価する。すなわち，段階１ないし３においてスクリーニングさ

れなかった火山現象については，段階４において，特定のサイトの火山ハザ

ード評価の検討を進め，潜在的ハザードに対する設計基準若しくは他の現実

的な解決策を確立できるかどうかを判断するための十分な情報を確保すべき

であり，当該火山ハザードに対する設計基準若しくは他の現実的な解決策を15 

確立できない場合には，当該サイトは不適合とみなされるべきである（甲Ｃ

１９（３７頁））。 

段階４で火山ハザードを評価するためには，決定論的評価手法と確率論的

評価手法の組み合わせが必要となる可能性がある。決定論的評価手法におい

ては，過去の火山活動の経験的な観察，他の火山からの類似情報，または火20 

山プロセスの数値シミュレーションに基づき閾値を定義する。サイトの適合

性及び設計基準上の判断は，これらの閾値が許容限界を超えるか否かに基づ

く。また，確率論的評価手法においても，ハザード現象が規定の規模を超え

る可能性の確率分布を作成するために，経験的な観察，他の火山の類似情報，

又は火山プロセスの数値シミュレーションを用いることができる。 25 

ＳＳＧ－２１は，その上で，各火山事象に対しての考慮事項，決定論的評
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価手法，確率論的評価手法を示している。 

２  ＳＳＧ－２１での推奨事項に対応して原子力発電所の立地評価における火山

ハザードアセスメントに適用される詳細な手法と適用例について述べたＩＡＥ

Ａ―ＴＥＣＤＯＣ―１７９５（甲Ｄ１９３）において，火山ハザードアセスメ

ントの基本的枠組みを以下のように定める。 5 

(1) 火山ハザードアセスメントの初期段階では評価対象領域内に想定される火

山ハザード源の特性について既知の情報を使用する。この初期段階情報はス

クリーニング解析を行って特定の火山現象が予定サイトに到達するかを判定

するために使われる。通常，このようなスクリーニング解析は火山現象が想

定される発生源から移動しうる距離について，サイトの周辺領域の情報と類10 

似の火山系の情報を両方使用して，保守的な推定を行う。 

(2) ハザード解析の次の段階では計画される原子力発電所のサイト決定，設計，

運用に関して影響する可能性がある現象だけが検討対象となる。このハザー

ド解析では過去の事象の活動頻度の決定と，それを将来の事象の発生頻度推

定へ投影する作業が重点となる。過去事象の回数やその性質についての不確15 

かさを決定することが活動頻度アセスメントでは重要な検討事項である。 

(3) 将来の火山ハザードが想定されるサイトでは，発生し得る火山活動の兆候

を見出すために活動可能性のある火山を観測することが必要であろう。当該

観測の目的は，火山の活性化に対して発せられる５個の重要な疑問，すなわ

ち，いつ，どこで，なにが／どのように，規模と強度，そしていかなる影響20 

かに関する情報を提供し，不確かさを定量化し，また低減させることである。 

                            以 上 
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別紙４ 

本件申請及び本件適合性審査の概要等 

１  本件申請の概要等 

(1) 本件各原子炉に影響を及ぼし得る火山の抽出 

参加人は，川内原発の敷地に影響を及ぼす可能性がある火山について，そ5 

の活動性及び影響範囲を把握するため，文献調査，地形・地質調査（火山噴

出物を対象とする地表調査等）及び地球物理学的調査（地震活動，地殻変動

等に関する検討を行い，マグマ溜まりの規模及び位置等を把握するもの）を

実施した。 

その結果，参加人は，川内原発の敷地から１６０㎞の範囲内にある火山の10 

うち，完新世（第四紀（地質時代の一つであり，２５８万年前から現在まで

の期間）の区分のうち最も新しいものであり，１万１７００年前から現在ま

での期間）に活動を行った姶良カルデラ，加久藤・小林カルデラ，阿多カル

デラ，阿蘇カルデラ，鬼界カルデラ，米丸・住吉池，雲仙岳，口永良部島及

び福江火山群と，完新世に活動を行っていないが活動履歴において最後の活15 

動終了からの期間が過去の最大休止期間より長いなどと認められない，えび

の火山群，南島原，金峰山，船野山及び多良岳の合計１４火山について，将

来の活動が否定できない火山として抽出した。 

（乙Ｂ１，丙Ｂ２１） 

(2) 本件各原子炉の運用期間における火山活動に関する個別評価 20 

参加人は，本件各原子炉周辺の火山のうち，過去に破局的噴火を発生させ

たカルデラ火山について，鹿児島地溝全体としてのＶＥＩ７以上の噴火の平

均発生間隔は約９万年であり，当該地域における最新のＶＥＩ７以上の噴火

は約３万年前ないし約２．８万年前であること，噴火ステージ論（ナガオカ

論文），マグマ溜まりの浮力中立点に関する検討（丙Ｂ３２，３３）及びメ25 

ルト包有物・鉱物組成等に関する分析結果（丙Ｂ３４，３５）等，ＶＥＩ７
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以上の噴火の場合，噴火直前の１００年程度の間に急激にマグマが供給され

たと推定する知見(ドルイット論文)及び地球物理学的調査結果等を踏まえ，

また，階段ダイアグラムに基づく噴火ステージの評価を行い，噴火履歴の特

徴及びマグマ溜まりの状況等に基づき，本件運用期間中の破局的噴火の可能

性について，以下のとおり，個別評価をした。 5 

ア 姶良カルデラ 

姶良カルデラは，鹿児島地溝に存在するところ，鹿児島地溝全体として

の破局的ＶＥＩ７以上の噴火の平均発生間隔は約９万年の周期性を有して

おり，当該地域における最新のＶＥＩ７以上の噴火は約３万年前ないし約

２．８万年前であることから，鹿児島地溝におけるＶＥＩ７以上の噴火の10 

活動間隔は，最新のＶＥＩ７以上の噴火からの経過時間に比べて十分長く，

運用期間中におけるＶＥＩ７以上の噴火の活動可能性は十分低いと考えら

れ，姶良カルデラについても，運用期間中における破局的噴火の可能性は

十分小さいと考えられる。姶良カルデラを個別に見ても，破局的噴火の活

動間隔（約６万年以上）は最新の破局的噴火（姶良Ｔｎ噴火）からの経過15 

時間（約３万年）に比べて十分長く噴火ステージ論（ナガオカ論文）を踏

まえて検討しても，現在，破局的噴火に先行して発生するプリニー式噴火

ステージの兆候が認められず，桜島における噴火も後カルデラ火山噴火ス

テージと考えられることから，破局的噴火までには十分な時間的余裕があ

ると考えられる。さらに，マグマ溜まりの浮力中立点に関する検討（丙Ｂ20 

３２，３３）やメルト包有物・鉱物組成等に関する分析結果（丙Ｂ３４，

３５）等に基づくと，ＶＥＩ７以上の噴火時のマグマ溜まりは少なくとも

地下１０㎞以浅にあると考えられるところ，姶良カルデラ周辺には，桜島

の地下浅部にマグマ溜まりが確認されているものの，珪長質の大規模マグ

マ溜まりはないと考えられる。そして，ＶＥＩ７以上の噴火の場合，噴火25 

直前の１００年程度の間に急激にマグマが供給されたと推定される（ドル
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イット論文）ところ，国土地理院の電子基準点間基線距離の変化率からす

るとマグマ溜まりの増大を示唆する基線の伸長傾向が認められるものの，

マグマ供給量は，ドルイット論文に示される破局的噴火直前でのマグマ供

給量に比べ十分小さい。 

以上より，姶良カルデラについては，現在のマグマ溜まりは破局的噴火5 

直前の状態ではなく，今後も，現在の噴火ステージが継続するものと考え

られる。そこで，運用期間中の噴火規模については，後カルデラ火山噴火

ステージである桜島での既往最大噴火規模（桜島薩摩噴火：噴出物量約１

１㎦）を考慮する。 

イ 加久藤・小林カルデラ 10 

鹿児島地溝における破局的噴火の活動間隔に関する検討から，加久藤・

小林カルデラにおける運用期間中の破局的噴火の可能性は十分小さいと考

えられる。加久藤・小林カルデラを個別に見ても，その活動間隔（約２０

万年）は，最新の破局的噴火（加久藤噴火）からの経過時間（約３３万年）

に比べて短いため，破局的噴火のマグマ溜まりを形成している可能性や，15 

破局的噴火を発生させる供給系ではなくなっている可能性等が考えられる。

霧島山における噴火活動も，後カルデラ火山噴火ステージと考えられる。

さらに，加久藤・小林カルデラ周辺における電気比抵抗構造調査の結果か

ら，低比抵抗領域は認められないため，地下約１０㎞以浅に，大規模なマ

グマ溜まりはなく，小林カルデラについては，加久藤噴火（３４万年前以20 

降）以降，火山活動が霧島山に限られることから，大規模なマグマ溜まり

はないと考えられる。 

以上より，加久藤・小林カルデラについては，現在のマグマ溜まりは破

局的噴火直前の状態ではなく，今後も，現在の噴火ステージが継続するも

のと判断される。そこで，運用期間中の噴火規模については，後カルデラ25 

火山噴火ステージである霧島山での既往最大噴火規模（霧島イワオコシ噴
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火：噴出物量約１㎦）を考慮する。 

ウ 阿多カルデラ 

鹿児島地溝での検討から，阿多カルデラにおける運用期間中の破局的噴

火の可能性は十分小さいと考えられる。阿多カルデラを個別に見ても，そ

の破局的噴火の活動間隔（約１４万年）は，最新の破局的噴火（阿多噴火）5 

からの経過時間（約１１万年）に比べて長いことから，破局的噴火までに

は，十分な時間的余裕があると考えられる。開聞岳における噴火活動は，

後カルデラ火山噴火ステージにあり，池田における噴火活動は，プリニー

式噴火ステージの初期段階と考えられる。そして，阿多カルデラ地域の地

震波速度構造において，深さ５㎞に，低速度異常が認められるものの，地10 

下浅部に大規模なマグマ溜まりはないと考えられる。 

以上より，阿多カルデラについては，現在のマグマ溜まりは破局的噴火

直前の状態ではなく，今後も現在の噴火ステージが継続するものと判断さ

れる。そこで，運用期間中の噴火規模については，後カルデラ火山噴火ス

テージである開聞岳等，プリニー式噴火ステージである池田での既往最大15 

噴火規模（池田噴火：噴出物量約５㎦）を考慮する。 

エ 鬼界カルデラ 

鬼界カルデラの破局的噴火の最短の活動間隔（約５万年）は，最新の破

局的噴火（鬼界アカホヤ噴火）からの経過時間（約０．７万年）に比べて

長いことから，破局的噴火までには十分な時間的余裕があると考えられる。20 

薩摩硫黄島における噴火活動は，後カルデラ火山噴火ステージと考えられ

る。そして，岩石学的情報により，最新の破局的噴火時のマグマは全て出

尽くしており，現在の活動は，その後の新たな活動であるとされているこ

と及び測地学的情報からマグマの供給に伴う膨張等の地殻変動は認められ

ないことから，浅部に大規模なマグマ溜まりを形成していないと考えられ25 

る。なお，地球化学的情報からは，８０㎦以上の大規模なマグマ溜まりが



 169 

推定されるものの，マグマ溜まりのほとんどは，玄武岩マグマであり，破

局的噴火を発生させるものではないと考えられる。 

以上により，鬼界カルデラについては，現在のマグマ溜まりは破局的噴

火直前の状態ではなく，今後も現在の噴火ステージが継続するものと判断

される。そこで，運用期間中の噴火規模については，後カルデラ火山噴火5 

ステージである薩摩硫黄噴火での既往最大噴火規模（ＶＥＩ４：噴出物量

１㎦以下）を考慮する。 

オ 阿蘇カルデラ 

阿蘇カルデラの破局的噴火の最新の活動間隔（約２万年）は，最新の破

局的噴火（阿蘇４噴火）からの経過時間（約９万年）に比べて短いため，10 

破局的噴火のマグマ溜まりを形成している可能性や，破局的噴火を発生さ

せる供給系ではなくなっている可能性等が考えられる。阿蘇カルデラにお

ける噴火活動は，後カルデラ火山噴火ステージの活動が継続しているもの

と考えられる。そして，岩石学的情報及び地球物理学的情報から，地下約

１０㎞以浅に，大規模な珪長質マグマ溜まりはないと考えられる。 15 

以上によれば，阿蘇カルデラについては，現在のマグマ溜まりは破局的

噴火直前の状態ではなく，今後も，現在の噴火ステージが継続するものと

判断される。そこで，運用期間中の噴火規模については，後カルデラ火山

噴火ステージである阿蘇山での既往最大規模（阿蘇草千里ヶ浜噴火：約２

㎦）を考慮する。 20 

カ 運用期間中の噴火規模について，上記のとおり阿蘇カルデラ，鹿児島地

溝の本件３カルデラ及び鬼界カルデラにおける噴火はＶＥＩ６以下の既往

最大を，その他の９火山については各火山の既往最大規模をそれぞれ考慮

した上で，設計対応不可能な火山事象（火砕物密度流，溶岩流，岩屑なだ

れ，地滑り及び斜面崩壊，新しい火口の開口，地殻変動）の敷地への影響25 

はないといえる。 
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(3) 火山活動のモニタリング 

参加人は，川内原発の敷地から半径５㎞の範囲に火砕流堆積物が認められ

ていることから，設計対応不可能な火山事象が過去に敷地に到達したことが

否定できない加久藤・小林カルデラ，姶良カルデラ及び阿多カルデラを含め，

阿蘇カルデラ，加久藤・小林カルデラ，姶良カルデラ，阿多カルデラ及び鬼5 

界カルデラを対象に，運用期間中のモニタリングについて以下のとおり計画

等を作成した。 

ア ＶＥＩ７以上の噴火の早期の段階であるマグマの供給時に変化が現れる

地殻変動及び地震活動について，既存観測網等による地殻変動及び地震活

動の観測データ，公的機関による発表情報等の収集・分析を行い，第三者10 

の火山専門家の助言を得た評価を定期的にかつ警戒時には臨時で行うこと

で火山活動状況に変化がないことを定期的に確認する計画とした。 

イ 対象火山の状態に変化が生じた場合は，設計対処不可能な火山事象を伴

うＶＥＩ７以上の噴火への発展の可能性を評価し，その可能性がある場合

には，原子炉の運転の停止，燃料体等の搬出等を実施する方針とした。 15 

(4) 火山事象の影響評価 

参加人は，設計対応不可能な火山事象以外の火山事象の影響について，以

下のとおり評価した。 

ア 設計対応不可能な火山事象以外の火山事象については，運用期間中に考

慮する噴火規模と本件各原子炉との位置関係を踏まえ，降下火砕物につい20 

ては，桜島における桜島薩摩噴火（約１万２８００年前，噴火規模は約１

１㎦）によるものが敷地において最も影響が大きいと評価し，文献調査に

よって，層厚が１２．５㎝以下であること及び地質調査によって，川内原

発の敷地付近に降下火砕物が認められないことを踏まえ，川内原発の敷地

において考慮する降下火砕物の層厚を１５㎝と判断した。 25 

イ 降下火砕物以外の火山事象である火山性土石流，火山泥流及び洪水，火
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山から発生する飛来物（噴石），火山ガス，津波及び静振，大気現象，火

山性地震，熱水及び地下水の異常の影響については，いずれも敷地に影響

を及ぼさないと判断した。 

ウ 桜島薩摩噴火による火山灰の堆積量の推定について，シミュレーション

による検討を行い，シミュレーション結果による層厚を１２㎝以下，シミ5 

ュレーションの前提条件として得られた諸元として密度を１．３ないし１．

５ｇ／㎤ （飽和），０．６ないし０．８ｇ／㎤（乾燥），粒径を４㎜以下

が９５％以上と判断した。 

(5) 火山活動に関する防護に関して，降下火砕物によって安全施設の安全機能

が損なわれないようにするために必要な設備を設計上対処すべき施設（以下10 

「設計対象施設」という。）を抽出するための方針 

参加人は，降下火砕物の影響を設計に考慮する施設として，安全重要度分

類指針で規定されているクラス１及びクラス２に属する構築物，系統及び機

器を抽出する方針とした。このうち，建屋内に内包される構築物，系統及び

機器については，これらの施設を内包する建屋，屋外に設置されている施設，15 

屋外に開口している施設並びに外気から取り入れた屋内の空気を機器内に取

り込む機構を有する施設を設計対象施設とした。さらに，参加人は，降下火

砕物の影響によりクラス１及びクラス２に属する施設に影響を及ぼし得るク

ラス３に属する施設を設計対象施設として抽出する方針とし，それ以外のク

ラス３に属する施設にあっては，降下火砕物により損傷した場合であっても，20 

代替手段があること等により安全機能が損なわれないことから抽出しない方

針とした。 

(6) 降下火砕物による影響の選定 

ア 直接的影響 

参加人は，降下火砕物の特徴から，荷重，閉塞，摩耗，閉塞，大気汚染，25 

水質汚染及び絶縁低下を設定した上で，外気吸入の有無等の特徴を踏まえ，
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直接的影響の主な因子として，構造物への静的負荷及び化学的影響（腐食），

水循環系の閉塞，内部における摩耗及び化学的影響（腐食），換気系，電

気系及び計装制御系に対する機械的影響（摩耗，閉塞）及び化学的影響（腐

食）を選定した。 

イ 間接的影響 5 

参加人は，降下火砕物が本件各原子炉に間接的に与える影響について，

外部電源の喪失及び交通の途絶といった，本件各原子炉の外部で生じる影

響を選定した。 

(7) 設計荷重の設定 

参加人は，降下火砕物に対する防護設計を行うために，個々の設計対象施10 

設ごとに応じて常時作用する荷重，運転時荷重（自重，死荷重及び活荷重）

を適切に組み合わせるとし，火山事象以外の自然事象による荷重との組合せ

については，同時発生の可能性のある風（台風）及び積雪を対象とした。さ

らに，設計基準事故時の荷重との組合せを適切に考慮する設計とした。 

(8) 降下火砕物の直接的影響に対する設計方針 15 

参加人は，降下火砕物の直接的影響によって安全機能が損なわれない設計

方針として，以下の設計方針を示した。 

ア 安全機能を有する構築物等の健全性の維持（荷重）に対する設計方針 

参加人は，設計対象施設のうち，降下火砕物が堆積する建屋及び屋外施設

について，設計荷重が許容荷重に対して構造健全性を失わず，安全機能を20 

損なわない設計方針とした。 

イ 安全上重要な設備の機能の維持に対する設計方針 

参加人は，降下火砕物による構造物への化学的影響（腐食），水循環系

の閉塞，内部における摩耗及び化学的影響（腐食），電気系及び計装制御

系に対する機械的影響（摩耗，閉塞）及び化学的影響（腐食）等によって，25 

以下の通り安全機能が損なわれないように設計することとした。 



 173 

(ｱ) 構造物への化学的影響（腐食） 

設計対象施設である建屋及び屋外施設は，外装塗装等を実施し，降下

火砕物に付着した腐食性ガスによる化学的影響（腐食）に対して，安全

機能が損なわれないように設計するとした。 

(ｲ) 水循環系の閉塞，内部における摩耗及び化学的影響（腐食） 5 

設計対象施設である水循環系を有する施設は，降下火砕物の粒径に対

して，その施設の狭隘部に十分な幅を設け，閉塞しないように設計する

とした。降下火砕物の性状の変化による閉塞については，降下火砕物が

粘土質でないため考慮する必要はないとした。また，降下火砕物から海

水に溶出した腐食性成分による腐食に対しては，塗装又は耐食性を有す10 

る材料の仕様等により影響を及ぼさないように設計するとし，摩耗につ

いては，降下火砕物の高度が砂より低くもろいことから，点検及び補修

により対応が可能とした。 

(ｳ) 電気系及び計測制御系に対する機械的影響（摩耗，閉塞）及び化学的

影響（腐食） 15 

電気系及び計測制御系の設計対象施設は，外気と遮断された全閉構造

等により機械的影響（摩耗，閉塞）を受けず，また，塗装等により化学

的影響を受けないように設計するとした。 

(ｴ) その他の影響 

参加人は，設計対象施設への直接的影響としては，前記のものの他に，20 

降下火砕物の粒子の衝突，水質汚染の影響が考えられるとしつつ，設計

対象施設の構造上，有意な影響を受ける可能性がないとした。また，電

気系及び計装制御系の計装盤は，絶縁低下しないように外気取り入れ口

にフィルタを設置する等の空調管理された場所に設置するとした。 

ウ 外気取入口からの降下火砕物の侵入に対する設計方針 25 

参加人は，屋外に連通する開口部を有する設計対象施設については，降
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下火砕物が侵入し難い設計方針とするとともに，塗装を行うとした。降下

火砕物により大気汚染が本件各原子炉内で発生した場合，当該汚染が外気

取入口から中央制御室に侵入しないように換気空調系の閉回路循環運転を

実施することとし，この場合であっても，酸素濃度の低下又は炭酸ガス濃

度の上昇により制限値に達するまでの間の中央制御室の居住性が確保され5 

る設計方針とした。 

エ 降下火砕物の除去等の対策 

参加人は，設計対象施設に，長期にわたり静的荷重がかかることや化学

的影響が発生することを避け，安全機能を維持するために，除灰作業や点

検等を実施する方針とした。 10 

(9) 降下火砕物の間接的影響に対する設計方針 

参加人は，原子炉及び使用済み燃料プールの安全性を損なわないように，

ディーゼル発電機，燃料油貯油槽及び燃料油貯蔵タンクを備えるとし，タン

クローリーによる燃料の運搬も含めて７日間の連続運転が可能な設計方針と

した。燃料貯蔵タンクから燃料油貯油槽への燃料運搬については，降灰時の15 

道路条件を想定しても除灰作業によるアクセス性を確保するとした。 

（乙Ｂ１，丙Ｂ１，２１） 

２  本件適合性審査の概要 

(1) 処分行政庁による本件各原子炉に係る新規制基準への適合性審査において

は，原子力規制員会の委員のほか，原子力規制庁の職員によって，参加人か20 

らのヒアリング及び審査会合が多数回行われ，また，本件適合性審査に関す

る意見公募手続を経た上で，下記のとおり，処分行政庁は，本件申請が火山

ガイドを踏まえたものであることを確認した上で，本件処分をした。 

(2) 本件各原子炉に影響を及ぼし得る火山の抽出 

処分行政庁は，参加人が実施した本件各原子炉に影響を及ぼし得る火山の25 

抽出は，地理的領域の設定や階段ダイアグラムの作成等に基づいて行われて
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いること等から，火山ガイドを踏まえたものであることを確認した。 

(3) 本件各原子炉の運用期間における火山活動に関する個別評価 

処分行政庁は，参加人が実施した本件各原子炉の運用期間中の検討対象火

山の活動の評価は，過去の活動履歴の把握や地球物理学的調査に基づいてお

り，これらの手法が火山ガイドを踏まえていることを確認した。また，参加5 

人がその結果に基づき，本件運用期間に設計対応不可能な火山事象によって

本件各原子炉の安全性に影響を及ぼす可能性について十分小さいとしている

ことは妥当であると判断した。 

(4) 火山活動のモニタリング 

処分行政庁は，参加人に対し，火砕物密度流による影響に関する審査の過10 

程において，地球物理学的な調査項目を考慮したモニタリング計画の検討，

噴火の可能性につながるモニタリング結果が観測された場合の対応方針の検

討等を求め，参加人はこれらを反映したモニタリング計画を再検討した。処

分行政庁は，参加人が計画している運用期間中のモニタリングが，設計対応

不可能な火山事象が過去に敷地に到達したことが否定できない火山を監視対15 

象として抽出し，その監視項目及び監視の方法，定期的評価の方針及び火山

活動の兆候を把握した場合の対処方針を示していること等から，火山ガイド

を踏まえていることを確認した。 

(5) 火山事象の影響評価 

原子力制委員会は，参加人が実施した設計対応不可能な火山事象以外の火20 

山事象の影響評価については，降下火砕物の数値シミュレーションを行うこ

とにより算出していること等から，火山ガイドを踏まえていることを確認し

た。 

(6) 火山活動に関する防護に関して，設計対象施設を抽出するための方針 

原子力規制員会は，参加人による設計対象施設を抽出するための方針が，25 

安全重要度分類指針に従って，降下火砕物によって安全機能が損なわれる恐
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れがある構築物，系統及び機器並びに上位クラスへ影響を及ぼし得る施設に

ついて，火山ガイドを踏まえて降下火砕物の特徴を考慮した上で，適切に抽

出していることを確認した。 

(7) 降下火砕物による影響の選定 

処分行政庁は，参加人による降下火砕物の直接的影響及び間接的影響の選5 

定が，火山ガイドを踏まえたものであり，降下火砕物の特徴及び設計対象施

設の特徴を考慮していることを確認した。 

(8) 設計荷重の設定 

処分行政庁は，参加人による設計荷重の設定が，設計対象施設ごとに常時

作用する荷重，運転時荷重等を考慮するものとしていることを確認した。 10 

(9) 降下火砕物の直接的影響に対する設計方針 

ア 安全機能を有する構築物等の健全性の維持（荷重）に対する設計方針 

処分行政庁は，参加人の設計について，設計荷重が許容荷重に対して安

全裕度を有することにより構造健全性を失わず安全機能が損なわれない方

針としていることを確認した。 15 

イ 安全上重要な設備の機能の維持に対する設計方針 

処分行政庁は，参加人の設計が降下火砕物の特徴を踏まえ，設計対象施

設に与える化学的影響，機械的影響その他の影響に対して，安全機能が損

なわれない方針としていることを確認した。 

ウ 外気取入口からの降下火砕物の侵入に対する設計方針 20 

処分行政庁は，参加人の設計が，降下火砕物や設計対象施設の特徴を踏

まえており，降下火砕物の侵入防止対策として，平型フィルタなどの設置

や換気空調系の停止により安全施設の安全機能が損なわれないようにする

とともに，原子炉制御室にあっては，閉回路循環運転法により居住性を確

保する方針としていることを確認した。 25 

エ 降下火砕物の除去等の対策 
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処分行政庁は，参加人が，降下火砕物の除去等について，除灰作業等に

必要な敷材を確保するとともに，手順等を整備する方針としていることを

確認した。 

(10) 降下火砕物の間接的影響に対する設計方針 

原子力規制庁は，参加人の設計が，降下火砕物の間接的影響として，外部5 

電源喪失及び交通の途絶を想定し，ディーゼル発電機，燃料油貯油槽及び燃

料貯蔵タンクを備え，７日間連続運転を可能とするために，燃料の運搬のた

めのアクセスルートの除灰作業を行う運用とするとする旨の方針が，火山ガ

イドを踏まえたものであることを確認した。 

（乙Ｂ１） 10 

以  上 
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別紙５ 

ナガオカ論文及びドルイット論文に関する知見等 

１  ナガオカ論文（噴火サイクル論）に関する知見 

(1) ナガオカ論文には，以下の記載がある。 

鹿児島地溝における噴火サイクルは，噴火フェーズの考えに基づくと，プ5 

リニー式噴火サイクル，大規模火砕流噴火サイクル，中規模火砕流噴火サイ

クル及び小規模噴火サイクルに分類される。 

プリニー式噴火サイクルは，単一のプリニー式噴火（準プリニー式噴火を

含む。）から構成され，中規模火砕流噴火フェーズに引き継ぐことがあり，

火砕流はプリニー式噴火の噴煙柱が重力的に崩壊することにより発生し，こ10 

のサイクルでの総噴出物量は５０㎦未満である。大規模火砕流噴火サイクル

は，噴出物量が１００㎦にも及ぶ大規模火砕流のフェーズとして特徴づけら

れ，このフェーズの前には，プリニー式噴火，小規模－中規模火砕流噴火，

水蒸気マグマ噴火，水蒸気プリニー式噴火といったような様々な噴火フェー

ズが先行する。中規模火砕流噴火サイクルは，中規模な火砕流噴火（噴出物15 

量１～５０㎦）からなる。小規模噴火サイクルは，小規模のブルカノ式噴火，

ストロンボリ式噴火，水蒸気マグマ噴火からなる。 

姶良カルデラ及び阿多カルデラでは，１０万年間に複数回のプリニー式サ

イクルが，それぞれ大規模火砕流噴火サイクルの前に断続的に発生し，大規

模火砕流噴火サイクルに続いて，若干の中規模火砕流噴火サイクルが一万年20 

の間続き，次いで，後カルデラ火山で小規模噴火サイクルが発生し，これら

のサイクルは，５～８万年続く噴火マルチサイクルを構成する。 

深海に沈む鬼界カルデラはこの一般的パターンの例外であり，噴火口にか

かる高い水圧のため，プリニー式噴火サイクルと中規模火砕流噴火サイクル

が存在しない。 25 

鹿児島地溝のカルデラはただ一回の大規模火砕流噴火サイクルで生じたの
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ではなく，複数の噴火サイクル及びマルチサイクルで形成された。 

（乙Ｄ１６の１・２，丙Ｂ２９） 

(2) これに対し，以下の見解がある。 

小林哲夫ほか「大規模カルデラ噴火の前兆現象‐鬼界カルデラと姶良カル

デラ‐」（２０１０）（乙Ｄ２７） 5 

鬼界カルデラの約７３００年前の破局的噴火（アカホヤ噴火）の前兆現象

として，少なくとも８０００年間にわたる断続的なブルカノ式噴火が発生し，

また，数百年前に山体崩壊が発生し，約１００年前に脱ガス化した流紋岩質

溶岩が噴出し，噴火中から噴火後にかけて２回の巨大地震が発生しており，

これらの地学現象は，カルデラを取り巻く地殻応力と密接に関連していたよ10 

うである。アカホヤ噴火からまだ一万年も経っていないが，カルデラ中央に

は再生ドームが形成されており，次のカルデラ噴火が差し迫りつつあるもの

かどうか，多面的な研究が望まれる。また，姶良火砕流噴火は，まずプリニ

ー式噴火で始まり，最後に大規模な入戸火砕流を噴出した，シラス台地が広

大な地域を厚く覆っているため，先駆的現象の顕著な事例は見つかっていな15 

いが，十万年間という長い時間スケールでみると，姶良カルデラの内部ない

し周辺で，７５００年に一度の割合で噴火が発生し，姶良火砕噴火の直前の

３０００年間は１０００年に一度の割合に急増している，直前の前兆現象で

はないが，大規模なカルデラ噴火に向かって徐々にマグマの噴出頻度が増し

ているのは注目すべき現象である。 20 

(3) 前野深「カルデラとは何か：鬼界大噴火を例に」（２０１４）（丙Ｂ２３） 

鬼界カルデラは，アカホヤ噴火以前にも同規模の巨大噴火を繰り返し，９

万５０００年前には鬼界葛原噴火，１３万年前には鬼界小アビ噴火を起こし

ており，現在の海底地形はこれらの噴火が繰り返したことにより生じたもの

である。鬼界アカホヤ噴火の主要な推移は，プリニー式噴火によるステージ25 

１と大規模火砕流及びカルデラ陥没を生じたクライマックスのステージ２に
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分けられる。プリニー式噴火が先行するという特徴は多くのカルデラ噴火で

報告されている。アカホヤ噴火は，少なくとも２回のプリニー式噴火で始ま

り，その進行に伴ってマグマ溜まりの減圧が進むと，マグマ溜まりの圧力だ

けでは天井が支えきれなくなり，崩壊が開始し，地表での大規模な陥没が始

まり，残存していた大量の流紋岩質マグマが陥没により生じた割れ目を拡大5 

しながら一気に地表に噴出し，巨大な火砕流となって周囲に広がったと考え

られる。薩摩・大隅半島を含む南九州地域は，少なくとも２００万年前以降，

九州中部付近を頂点とする反時計回りの回転運動を続けており，引張的な応

力場に置かれることにより鹿児島地溝が形成されてきたのであり，鬼界カル

デラを始め阿多，姶良等の大型カルデラの配置が鹿児島地溝と重なるのは，10 

熱源とともにマグマが蓄積しやすい地殻の応力状態と温度構造が継続してい

るためと考えられる。 

(4) さらに，ナガオカ論文で述べられている噴火ステージに関して，以下のと

おり，これは普遍的な法則を述べたものではないという見解がある。 

噴火ステージ論は，噴火史上のパターン認識に基づいて，テフラ層序など15 

の地質調査結果にみられる定性的傾向を整理するための仮説であり，実際の

マグマ溜まり内で生じる物理・化学過程に基づいた立証がなされているわけ

ではなく，これに基づいて将来の噴火規模を予測することはできない（甲Ａ

１３９，Ｂ４，２３（５頁），２５（１０頁），５３（４９頁），８９，）。 

プリニー式噴火ステージや中規模火砕流噴火ステージの存在がはっきりし20 

ない場合，プリニー式噴火が先行しない場合，プリニー式噴火が１日で終わ

った後に破局的噴火が起きる場合等も考えられ，噴火ステージ論が普遍的な

法則について述べたものではない（甲Ｂ４，２５，５３，８９）。 

２  ドルイット論文に関する知見 

(1) ドルイット論文（丙Ｂ３８）には，以下の記載がある。 25 

紀元前１６００年代後半のミノア期に起きたギリシア・サントリーニ火山
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の大規模噴火（ミノア噴火。マグマ噴出量４０～６０㎦とされる。）の際に

生じた化学的（組成）累帯構造を示す結晶を用いた分析により，大規模噴火

直前の１００年程度の期間に急激にマグマが供給され，その際のマグマの増

加率が，１年当たり０．０５㎦を超えていたと推定され，このことは，別の

火山においても，カルデラ噴火前の同様の時間スケールで（休止期間）末期5 

段階での膨大な量のマグマの再充填が起きたという事実（証拠）とも矛盾し

ない。 

(2) これに対し，藤井教授は，モニタリング検討チーム第１回会合において，

ドルイット論文は３５００年前のサントリーニ火山のミノア噴火では準備過

程の最終段階の１００年間に数～１０㎦のマグマ供給があったということを10 

述べただけで，カルデラ一般について述べたものではなく，本人に確認した

ところ，本人も一般則を述べたつもりはないと言っていたと述べ（甲Ａ１５。

甲Ｂ１１同旨），「『原子力施設における火山活動のモニタリングに関する

検討チーム提言とりまとめ』について」（甲Ａ２９）にも，ドルイット論文

で述べられたのはミノア噴火での事例であって，世界のカルデラ火山一般に15 

ついてではなく，普遍性のある事象として用いるには他の火山での検証が必

要である旨の記載がある。そして，甲Ｂ２３には，ドルイット論文で示唆さ

れた現象は，火山周辺の基線長の変化などの地球物理学的観測データで実証

できていない等の記載がある。 

(3) 他方，平成２６年７月１６日開催の平成２６年度原子力規制委員会第１７20 

回会議において，委員長代理から，現時点において，ドルイット論文に反す

る結果が実証的な研究としてはない旨述べた（乙Ｂ１０（２７頁））。これ

に対しては，ただし，公表された論文に対し，反論が出るまで何十年もかか

るケースもあるとする見解もある（甲Ｂ６２）。  

以 上  25 
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別紙６ 

本件５カルデラのマグマ溜まりの状況等に関する知見等 

１  姶良カルデラ 

(1) 桜島の主たるマグマ溜まりは姶良カルデラ下にあるが，桜島の中央火口丘

を構成する北岳及び南岳の下にそれぞれマグマ溜まりが推定される（甲Ｄ２5 

６，甲Ｄ１５９の１・２，丙Ｂ７５）。 

(2) 主なマグマ溜まりは地下深さ１０㎞に存在し，副マグマ溜まりは桜島の直

下の約４㎞に存在すると推定される（甲Ｄ２６及び丙Ｂ７５。なお，甲Ｂ２

７（２５２頁），甲Ｄ９５，９６，）甲Ｄ１５８，乙Ｄ１０，５４の１・２，

丙Ｂ３０，４５，４９参照）。  10 

(3) 姶良カルデラ中央部には大きな珪長質マグマ溜まりが存在し，安山岩質マ

グマはそこよりやや深い周辺部に別個のマグマ溜まりとして存在していると

考えられる（甲Ｄ１６３。丙Ｂ３０参照）。 

(4) 姶良カルデラでは，マグマの蓄積や上昇に伴い，その西側中央付近を中心

した曲隆（甲Ｄ１６４）等，火山性地震や地盤変動が観測されている（丙Ｂ15 

７５）。姶良カルデラ一帯の着実な地盤の上昇傾向（１年当たり１．３㎜）

は，地下深部で珪長質マグマが蓄積され続けていることを示唆しており，も

し珪長質マグマが過去３万年の間この割合で蓄積されてきたと仮定すると，

現在の姶良カルデラには数十㎦程度と推測されるマグマが蓄積されているこ

とになる（丙Ｂ３０）。 20 

姶良カルデラ内にある桜島火山のマグマ溜まりには，１０年あたりおよそ

０．１㎦のマグマが供給されていると推定され，過去２．６万年の間に２６

０㎦近いマグマ溜まりが形成された可能性もあり，この半分の量が桜島火山

として噴出したとしても，１００㎦以上のマグマが蓄積されていることにな

る（甲Ｂ１４。なお，丙Ｂ４９には，姶良カルデラ地下のマグマ溜まりへの25 

マグマ供給率が年間約９７０立方メートルとなると推定される旨の記載があ
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る。）。そして，丙Ｂ７５には，姶良カルデラの隆起量は，大正３年の噴火

後の沈降量（約８０㎝）の９０パーセントに達しており，２０２０年代から

２０３０年代にはほぼ１００パーセントに達する見込みであるとして，今後，

大正３年の噴火級の大規模噴火の可能性がある旨の記載がある。さらに，甲

Ｂ８（５７１頁）には，姶良カルデラにたまっているマグマの蓄積率は，カ5 

ルデラ噴火の蓄積率と考えてもいいような高い値である旨の記載がある（甲

Ｂ２３，乙Ｄ１１８参照）。 

(5) もっとも，丙Ｂ１２３には，２万９０００年前までに，苦鉄質マグマの噴

出のあとに珪長質マグマが噴出し，最後に珪長質マグマの大規模な噴火が起

きるというサイクルが二つ見られ，二つのサイクルの活動を比較すると，現10 

在の桜島の活動はまだマグマ混合過程であり，珪長質マグマの巨大マグマ溜

まりが成長する過程には移行していないと解釈できる旨の記載がある。 

(6) また，乙Ｄ５３には，地下のマグマ溜まりの形状を回転楕円体（ラグビー

ボールのような形状）の圧力源であると仮定し，ＧＰＳにより観測した地殻

変動を解析すると，圧力源は，姶良カルデラの北東部の深さ１３㎞にあり，15 

回転楕円形の半径は垂直方向に２．４㎞，水平方向に７．２㎞の扁平な形状

であると考えられるが，地震波トモグラフィーによる３次元地震波速度構造

の調査結果によれば，地下１０㎞付近では速度構造の異常は見られないため，

この深さでは，マグマは大きな広がりとはなっていないと考えられ，現在，

姶良カルデラ下では，地下数㎞に大規模なマグマ溜まりが蓄積している状態20 

ではないから，ＶＥＩ７以上の破局的な噴火が発生する可能性は低いとする

旨の記載がある。 

２  加久藤・小林カルデラ 

(1) 丙Ｂ５３には，霧島火山群の北西部の火山では，深さ１０㎞以浅にマグマ

が滞留し，そこから火山ガスが帯水層に供給されていると考えられるのに対25 

し，南東部の火山では，マグマが滞留しておらず，これは，霧島地域の基盤
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構造や鹿児島地溝形成等のテクトニクスを背景とした本質的な違いである可

能性があるとされた旨の記載がある。 

(2) 丙Ｂ５３には，霧島火山群の北西部の火山では，深さ１０㎞以浅にマグマ

が滞留していると考えられるのに対し，南東部の火山では，マグマが滞留し

ていないと考えられる旨の記載がある（丙Ｂ５４，１２４参照）。 5 

(3) 霧島火山地質図（丙Ｂ１１３）には，霧島火山群の北西部の火山（硫黄山・

新燃岳・中岳）から噴出しているのは，安山岩質のマグマである旨の記載が

ある。 

(4) 乙Ｄ５２には，加久藤・小林カルデラでは，過去２０年間，姶良カルデラ

や霧島火山下のマグマ溜まりの圧力変化に伴う地殻変動と広域応力場による10 

基線長変化は認められるものの，それ以外のマグマ溜まりに起因する地殻変

動は認められず，地下深部からのマグマの供給によるマグマ溜まりの圧力変

化が生じていないと判断されるから，加久藤・小林カルデラにはマグマが供

給されておらず，大規模な噴火に至る状態にはないと推定される旨の記載が

ある。 15 

(5) ただし，甲Ｄ１４８には，霧島山周辺の地下において，地震波トモグラフ

ィーを用いて得られたＳ波速度構造を解析したところ，海抜下５㎞で霧島山

の約５㎞北西に強い低速度異常が現れ，海抜下１０㎞にかけて深くなるにつ

れ，山体北西から山体直下にかけて広く低速度異常がみられ，これらの低速

度異常は噴火に関わるマグマ溜まりである旨の記載がある。 20 

３  阿多カルデラ 

(1) 丙Ｂ５８（５７６頁）には，薩摩半島南東端には阿多カルデラ，指宿地域

の熱水活動に関連した低速度異常域が認められる旨の記載がある。また，甲

Ｂ１５及び甲Ｄ１９には，阿多カルデラでは，超巨大噴火が２４万年前と１

１万年前に生じており，噴火間隔が約１３万年であることから，阿多カルデ25 

ラにはまだ相当量のマグマが地下のマグマ溜まりに残っている可能性があり，
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阿多カルデラは，超巨大噴火や破局噴火の圏内に入っていると考えてよい旨

の記載がある。 

(2) 他方，乙Ｄ５２には，阿多カルデラにおいては，過去２０年間，姶良カル

デラや霧島火山下のマグマ溜まりの圧力変化に伴う地殻変動と広域応力場に

よる基線長変化は認められるものの，それ以外のマグマ溜まりに起因する地5 

殻変動は認められず，地下深部からのマグマの供給によるマグマ溜まりの圧

力変化が生じていないと判断されるから，阿多カルデラにはマグマが供給さ

れておらず，大規模な噴火に至る状態にはないと推定される旨の記載がある。 

４  鬼界カルデラ 

(1) 乙Ｄ８４には，火山ガス観測とメルト包有物分析から脱ガスマグマ量及び10 

マグマの圧力（深さ）を推定し，これを鬼界カルデラに適用した結果，少な

くとも８０㎦の大きさのマグマ溜まりが地下に存在しており，マグマ溜まり

の上面が３㎞程度であると推定される旨の記載がある（甲Ｄ２９，３０，丙

Ｂ３５参照）。 

(2) 参加人が実施したモニタリング評価結果によれば，鬼界カルデラにおける15 

基線長変化等を確認した結果，平成２８年度の基線長の変動率に有意な変化

は認められないとされる（丙Ｂ１２５）。また，丙Ｂ６３（３１頁）には，

ＧＰＳ観測により，平成１７年から平成２３年までの地盤変動の変位量を測

定した結果，鬼界カルデラ周辺では，地盤変動のような顕著な膨張は見られ

ず，少なくとも最近数年間には鬼界カルデラには深部からの新たなマグマの20 

供給はないと判断できる旨の記載がある。 

(3) これに対し，丙Ｂ６２には，地質学的及び岩石学的特徴からすると，稲村

岳の活動以降，マグマ溜まりに新しい苦鉄質マグマが供給され，新たな流紋

岩質マグマを生み出す熱源となった可能性が示唆され，新たなマグマを生産

する活動期に入った旨の記載がある。さらに，甲Ａ２３６（７０３頁）には，25 

７３００年前の巨大噴火後，海底に形成された３２㎦を超える溶岩ドームは，
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新たなマグマ供給システムで生成した可能性が高く，鬼界カルデラ火山は，

次の巨大噴火の準備期と考えるべきである旨の記載がある。 

さらに，甲Ｂ２３には，鬼界カルデラの火山ガスの放出量のデータを根拠

に既に多量のマグマが蓄積されている可能性が否定できない旨の記載がある。 

(4) これに対し，甲Ｄ２９，３０，丙Ｂ３５には，鬼界カルデラのマグマ溜ま5 

りは，その上面が深さ３㎞程度にあり，下部に玄武岩マグマ，上部に流紋岩

マグマがあり，中間に両者の混合によって生じた安山岩マグマが存在してお

り，大量の火山ガス放出は，この上部の流紋岩マグマが火道を上昇し，地表

近くで脱ガスしているためと考えられるが，脱ガスした流紋岩マグマは，火

道及び流紋岩マグマ溜まりを沈降し，下部の玄武岩マグマから安山岩マグマ10 

を通してガス成分が供給されることから，現在地表で放出されている火山ガ

スのほとんどは，地下深くに潜在している玄武岩マグマを起源としていると

考えられる旨の記載がある。また，乙Ｄ８４には，７３００年前の噴火マグ

マに比べ，マグマを発泡させる揮発性成分の濃度が低下していること，７３

００年前の噴火からの時間間隔も短く，マグマ蓄積の時間も少ないこと，深15 

部からの大量のマグマ上昇やマグマ溜まりの膨張を示唆する地震や地殻変動

も現在起きていないことを考え合わせると，鬼界アカホヤ噴火のような破局

的噴火がすぐに起きる状況にはないと推論できる旨の記載がある。 

５  阿蘇カルデラ 

(1) 日本活火山総覧（第４版）（丙Ｂ２（１２０８頁））には，阿蘇山の地下20 

１０ないし２４㎞に地震波の低速度層が認められ，マグマの存在を示唆して

いる旨の記載がある（甲Ｂ１５１，丙Ｂ７１参照）。 

(2) 本件運用期間中に破局的噴火が起きる可能性については，以下の見解があ

る。 

ア 丙Ｂ１２７には，阿蘇カルデラに関して，最近１万年間はほとんど玄武25 

岩マグマのみが活動したことが読み取られ，上部地殻内から現在活動中の
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中岳へとマグマを供給しているマグマ溜まりに蓄積されているのは玄武岩

マグマと考えられるため，少なくとも現在のカルデラ直下の地殻浅部には，

カルデラ形成噴火時のような大規模珪長質マグマは蓄積されていないと考

えられる旨の記載がある。 

イ 乙Ｄ１０５には，阿蘇カルデラにおける火山噴出物について調査した結5 

果，後カルデラ期の阿蘇火山直下にはカルデラ形成期のような巨大なマグ

マ溜まりは存在しなくなり，複数の小規模マグマ溜まりが形成されていた

と考えられ，また，カルデラ中央部における玄武岩質火山活動で特徴付け

られる後カルデラ期の最近１万年間には，阿蘇カルデラ形成期のような巨

大な珪長質マグマ溜まりは存在しなかったと考えられる旨の記載がある（丙10 

Ｂ７０，１０３同旨）。 

ウ 丙Ｂ１４１には，現在の阿蘇火山の噴火活動は，過去の破局的噴火直前

の状況と大きく異なり，苦鉄質マグマの活動を主体とした静穏な状況であ

り，破局的噴火を起こすような珪長質で大規模なマグマ溜まりが存在して

いる可能性は低く，破局的噴火が発生するには数千年から数万年の期間を15 

要すると考えられる旨の記載がある。 

エ 丙Ｂ１４２には，２００㎦を超えるような大規模なマグマ溜まりを示唆

するような兆候は何ら検出されていないことからすれば，現在の阿蘇火山

の地下には大規模なマグマ溜まりは存在せず，現在のマグマシステムは，

過去にカルデラ噴火を発生した際のマグマシステムとは大きく異なってお20 

り，現在の阿蘇火山におけるマグマシステムから２００㎦を超えるマグマ

溜まりを形成するためには，４０年よりもはるかに長い期間が必要である

旨の記載がある。 

オ 乙Ｄ５６の２には，カルデラの内部及び周囲に密集して配置した観測点

によって得られた遠地地震波データに基づき地殻Ｓ波速度構造を予測した25 

ところ，阿蘇カルデラの中央火口丘の東側側面の下８ないし１５㎞にＳ波
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低速度領域（ＬＡ），低速度領域の東側面を除く阿蘇カルデラの中及び周

辺の領域の下１５ないし２３㎞に第二の低速度領域（ＬＢ）が観測され，

これらの低速度領域は１５パーセントの溶融したマグマまたは３０パーセ

ントの水を含んでおり，ＬＢでは，熱源が存在せず，溶融したマグマは新

しく発生していない可能性がある旨の記載がある。  5 

カ 乙Ｄ５２には，阿蘇カルデラの地下約６㎞付近にマグマ溜まりが存在し，

また，地下約１５㎞にもマグマ溜まりと考えられる変動源が存在するとい

うことができ，地下約１５㎞に存在する変動源は，水または溶融したマグ

マの存在する領域の底部に当たるものであり，最大４５㎦のマグマ（当該

領域の全体積の１５パーセント）の一部分のみが存在していると考えられ，10 

地下約６㎞付近のマグマ溜まりは継続的な火山ガスの放出により全体とし

て縮小傾向にあり，これらのことからすれば，今後の阿蘇の火山活動は大

規模なカルデラ噴火が起こるような状態ではないと推定される旨の記載が

ある。 

(3) これに対し，以下の見解もある。 15 

ア 甲Ｄ８９には，乙Ｄ５２に，阿蘇カルデラ地下に最大４５㎦のマグマが

あるという点について，この数値自体不確実なものである上，仮にそのと

おりであるとしても，溶融していない部分が流動化して近い将来に噴出す

る可能性が否定できない旨の記載がある。また，甲Ｄ１５２には，現在得

られている阿蘇カルデラの地下の低速度領域がさらに拡がる可能性もあり，20 

乙Ｄ５２が大雑把に直方体を仮定して各低速度領域の体積を推定している

が，その精度は相当低いものとなっている旨の記載がある。 

イ 甲Ｂ３８には，阿蘇カルデラの階段ダイアグラムを前提とすると，阿蘇

カルデラにおける破局的噴火の平均発生間隔は約５．３万年であるところ，

阿蘇カルデラの最後の破局的噴火から約９万年経過し，平均発生間隔の約25 

５．３万年を大きく徒過している旨の記載がある。甲Ｂ２５には，阿蘇２
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と阿蘇３との間は２万年ほどしか経っていないことからすると，２万年経

てば破局的噴火を引き起こすレベルのマグマが蓄積する旨の記載がある（甲

Ｄ２０参照）。 

ウ 甲Ｄ３３（３００頁以下）には，草千里南部付近直下にマグマ溜まりが

存在し，中央火口の火山活動の供給源となっており，減圧力源はマグマ溜5 

まりの収縮を意味すると考えられ，草千里南部のマグマ溜まりから中岳火

口まで火山ガスの上昇経路が定常的に確保されていると考えられる旨の記

載がある。甲Ｂ２５には，深さ１５㎞から２０㎞にマグマ溜まりが存在す

る可能性があり，このマグマ溜まりが流紋岩マグマなのかデイサイトマグ

マなのか判断はつかず，もし草千里の下にあるマグマ溜まりが噴出するよ10 

うな事態になれば，地下１０㎞より深いところのマグマが急激に上昇する

ようなことも否定できない旨の記載がある。 

                         以 上  
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別紙７ 

降下火砕物が原子力発電所に及ぼす影響等に関する知見及び参加人の対応等  

１ 降下火砕物の層厚に関する知見 

(1) 乙Ｄ１０４によれば，等層厚線図は，噴火により拡散された噴出物の分布

を把握するために各地点における降下噴出物の厚さを測定して作成されるもの5 

であり，等層厚線は，火口から同心円状ないし風下に伸びた軸をもつ長円状の

形状となるのが一般的であり，層厚や粒径は，火口から離れるにしたがって減

少する。 

なお，乙Ｄ２９によれば，日本列島を含む中緯度地帯の上空には，地球規模

の大気循環により，西風である偏西風が吹いており，日本上空付近は，気圧の10 

谷となっており，偏西風の速度が強いことが認められる。 

(2)  甲Ｂ４（１８９頁）には，姶良岩戸噴火で放出された降下火砕物の等層厚線

図を見ると，火口から６０㎞離れた宮崎市内で約１メートルの厚さがあり，風

向きによってはほぼ同距離を隔てた川内原発周辺に同程度の厚さで積もり得る

旨の記載がある。 15 

甲Ｄ１８９，１９１（８３頁）によれば，桜島薩摩噴火の際には，テフラが，

西へは１５０㎞余り，北側では８０㎞も拡がったと考えられる旨の記載がある。 

丙Ｂ１８には，桜島薩摩噴火におけるテフラは，本件各原子炉から１０㎞以

上離れた場所に１２．５㎝まで及んだ旨の記載がある（丙Ｂ４２同旨）。 

２ 降下火砕物等のシミュレーションに関する知見 20 

(1) ＴＥＰＨＲＡ２は，「移流拡散モデル」を元にした降下火山灰シミュレーシ

ョンコードである。移流拡散モデルとは，風による移動（移流）と，空中で勝

手に拡がる現象（拡散）から降灰範囲及び降灰量を計算するモデルである。 

ＴＥＰＨＲＡ２では，適当な初期パラメーター（「噴煙柱高さ」，「噴出量」，

「標高毎の風速・風向」等のデータ）を与えることにより，堆積物や噴出物の25 

分布を計算できる。ＴＥＰＨＲＡ２は，火口上に仮定した均質な噴煙柱から全
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ての噴出物量を放出し，各高度から放出された噴出物量を落下地点ごとに積算

して，地表の降灰量を算出するものである。ＴＥＰＨＲＡ２の噴煙モデルは，

噴煙の形状を三角錐と仮定するものであり，傘型領域ができるモデルとは異な

る。なお，ＴＥＰＨＲＡ２は，風について単純なモデルしか仮定できないが，

火山周辺１００㎞のオーダーで風向きが大きく変わるというのは考えにくいか5 

ら，１００㎞のオーダー以下で考える場合，ＴＥＰＨＲＡ２は，一定の実用性

があると考えるべきである。 

（丙Ｂ８３） 

(2) これに対し，①ＴＥＰＨＲＡ２においては，噴煙中の太さを無視し，上下

方向に一様な密度で分布した状態を初期条件としていると読み取れる等，噴10 

火経過の多様性について考慮されていない（甲Ｂ４９），②使用されている

風ベクトルの平均値は，気象学における気候値として気象の物理量を見るた

めのものであり，火山噴煙が原発に到達する典型的な時間スケール（数時間

程度）とは完全に異なるから，これを使用すべきでない，③火山灰の飛散は，

風向に左右されることはあるが，爆発的噴火の噴出率によっては，風上にも15 

同心円状に拡がることがあり，降灰量を予測するためには，噴火の規模や風

向以外に噴出率を支配する多くのパラメーターを変動させて，その想定範囲

を考えなければならない（甲Ｂ２３（１４頁））等の意見もある。 

(3) 参加人は，平成３０年８月１６日開催の鹿児島県原子力安全・避難計画等

防災専門委員会第７回委員会において，ＴＥＰＨＲＡ２を用いて，噴出物量20 

０．３３㎦，川内原発の敷地方向に風が吹いた場合の，桜島対象噴火の火山

灰シミュレーションを行った結果，敷地に到達した降下火砕物の層厚は２．

４㎝になる旨述べた（甲Ｄ１９２）。 

３ 参加人の降下火砕物の影響に対する防護設計の概要 

(1) 降下火砕物による堆積及び衝突に伴う荷重，狭あい部における機械的な閉25 

塞，動的機器の摺動部及び流路における機械的な摩耗，大気汚染，水質汚染，
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電気系又は計装制御系の絶縁低下，腐食の影響モードを想定する。 

(2) 設計対象施設を発電用軽水型原子炉施設の安全機能の重要度分類に関する

審査指針に規定されているクラス一，クラス二及びクラス三に該当する構築

物，系統及び機器とし，直接的影響（荷重，閉塞，摩耗，腐食，大気汚染，

水質汚染，絶縁低下）及び間接的影響（湿った降下火砕物が送電線の碍子及5 

び特高開閉所施設の充電露出部等に付着し絶縁低下を生じさせることによる

広範囲における外部電源喪失並びに降下火砕物が道路に堆積することによる

発電所外の交通の途絶及び発電所内の交通の途絶）を評価する。 

 なお，評価対象施設の主なものは，屋外に設置されている施設（復水タン

ク，燃料取替用水タンク，海水ポンプ），屋外に開口しており降下火砕物を10 

含む海水の流路となる施設（海水ポンプ，海水ストレーナ），屋外に開口し

ており降下火砕物を含む空気の流路となる施設（非常用ディーゼル発電機（機

関，吸気消音器），主蒸気逃がし弁消音器，主蒸気安全弁排気管，タービン

動補助給水ポンプ蒸気大気放出管，格納容器排気筒，換気空調設備（外気取

入口）），屋外に開口しており屋内の空気を機器内に取り込む機構を有する15 

施設（制御用空気圧縮機，安全保護系計装盤），安全上重要な設備等（クラ

ス一，クラス二に属する施設）を内包し降下火砕物から防護する施設（原子

炉建屋，原子炉補助建屋，燃料取扱建屋，ディーゼル建屋，主蒸気管室建屋），

降下火砕物の影響を受ける可能性がある施設で安全上重要な設備等（クラス

一，クラス二に属する施設）の運転に影響を及ぼす施設（取水設備，補助建20 

屋排気筒，換気空調設備（外気取入口），タンクローリー）である。 

(3) 荷重による影響については，火山以外の自然現象として風及び積雪を組み

合わせる。建屋については，建築基準法における一般地域の降雪の荷重の考

え方に準拠し，降下火砕物の降下から三〇日以内を目処に適切に除去を行う

設計とし，短期許容応力を許容限界とする。 25 

(4) 広範囲にわたる送電網の損傷による長期（七日間）の外部電源喪失，発電
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所外における交通の途絶及び発電所内における交通の途絶に対し，原子炉及

び使用済燃料ピットの安全性を損なわないよう，外部電源喪失が発生した場

合に対して，ディーゼル発電機により電源供給ができる設計とし，外部から

の支援なしでディーゼル発電機により七日間の電源供給を継続できるよう燃

料油貯蔵タンク及びディーゼル発電機燃料油貯油槽に燃料を貯蔵できる設計5 

とする。また，タンクローリーによる燃料供給に必要な発電所内のアクセス

ルートの降下火砕物を除去できる設計とする。 

(5) 降灰時には，外気取入口に設置している平型フィルタ，外気取入ダンパの

閉止，換気空調系の停止又は閉回路循環運転により，建屋内への降下火砕物

の侵入を防止するよう手順等を整備し，必要時には的確に実施する。降灰時10 

又は降灰後における換気空調設備のフィルタの取替・清掃作業，水循環系の

ストレーナ清掃作業（捕獲した降下火砕物の除去），碍子及びガス絶縁開閉

装置の絶縁部の洗浄作業，建屋及び構築物等における降下火砕物の除去作業

を，あらかじめ手順等を整備し，必要時に的確に実施する。 

４ 非常用ディーゼル発電機 15 

(1) 参加人の本件原子炉設置変更許可申請時における降下火砕物の影響評価の

概要は，次のとおりであった。 

非常用ディーゼル発電機の吸気系統については，吸気消音器が設置されて

おり，吸気消音機に付属するフィルタ（粒径１２０μｍ以上において約９０％

捕獲）で比較的大粒径の降下火砕物は捕獲される。また，吸入空気は，吸入消20 

音器下部から吸い込まれる流れとなっており，降下火砕物が吸気フィルタ部

分まで到達し難い構造になっている。万が一，吸気フィルタが降下火砕物で閉

塞した場合には，フィルタ交換と清掃を行うことになる。この吸気フィルタの

閉塞までに要する時間を，降下火砕物の大気中濃度につきアイスランド共和

国南部のエイヤヒャトラ氷河で２０１０年（平成２２年）４月に発生した火山25 

噴火（以下「エイヤヒャトラ氷河噴火」という。）の地点から約４０㎞離れた
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ヘイマランド地区における観測値（２４時間観測ピーク値）である３２４１μ

ｇ／㎥を用いて試算した結果，約１９．８時間となった。このカートリッジ式

吸気フィルタ１４枚の交換と清掃は，複雑な作業が必要ではないことから，参

加人は，要員３～５名で約１時間程度の作業を見込んでいる上，非常用ディ

ーゼル発電機は２系統設置しているから，必要に応じて片方の系統を停止し5 

てフィルタ交換を行うことが可能である。 

また，吸気フィルタに補集されなかった粒径の小さな降下火砕物が非常用

ディーゼル発電機の機関内に進入する可能性があるため，参加人は，その侵

入等による影響を評価し，次のとおり，機器の機能を損なわないことを確認し

た。すなわち，吸気フィルタを通過した降下火砕物は，過給機，空気冷却器に10 

侵入するものの，機器の間隙は非常用ディーゼル発電機の機関内に侵入する

降下火砕物の粒度（十数μｍ程度）に比べて十分大きい（過給機の狭隘部は２

３６０μｍ）ことから，これらの機器が閉塞する可能性はない。また，吸入さ

れた降下火砕物は，空気とともにシリンダ内へ送られ，大半は排気ガスととも

に外気に放出される。シリンダライナとピストンリングと間隙（数μｍ～十数15 

μｍ）は非常に狭いため，ここに降下火砕物が入り込むことはほとんどなく，

仮にこの間隙に入り込んでもピストンシリングとシリンダライナとの接触に

より破砕され，ピストンリングとシリンダライナとの間に常に流されている潤

滑油とともにクランクケース内へ降下する。降下火砕物は破砕し易く，硬度

が小さい（モース硬度で５程度）のに対し，シリンダライナ及びピストンリン20 

グはブリネル硬さ２３０程度の耐摩耗性を有する鋳鉄材であることなどから，

降下火砕物による摩耗が生じる可能性は小さく，容易に運転へ影響を及ぼす

ことはない。なお，シリンダ内の圧縮温度は５００～６００度程度であり，融

点が約１０００度である降下火砕物は溶融しない。 

(2) 原子力規制委員会は，降下火砕物の大気中濃度について，従来は観測記録25 

の最大値を用いるという考え方に基づき，ヘイマランド観測値（０．００３２
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４１ｇ／㎥）を設計基準として審査を行った。 

 しかし，原子力規制委員会は，平成２８年電中研報告（富士宝永噴火にお

ける横浜（降灰実績１６㎝程度）での火山灰濃度のシミュレーション結果が

最大１００㎎～１０００㎎／㎥になるというものである。）等を踏まえ，同年

１０月２６日観測記録の最大値を用いるという考え方は維持しつつ，ヘイマ5 

ランド観測値に代えて，より保守的な観測値であるセントヘレンズ観測値（０．

０３３４ｇ／㎥）を設計基準とすることとし，原子力規制庁に対し，既に設置

変更許可を行った発電用原子炉施設についても，セントヘレンズ観測値を用

いて施設の機能に対する影響評価を行うことを事業者に求める相手方を含む

事業者に求めることを指示し，原子力規制庁は，同月３１日，参加人設置の川10 

内原発１，２号炉，関西電力株式会社設置の高浜発電所１～４号炉，四国電

力株式会社設置の本件３号機について，セントヘレンズ観測値を用いた影響

評価を行うことを各事業者に求め，同年１１月，同観測値を基準とした場合

の参加人を含む事業者の影響評価を是認した。（甲Ａ１１８，１１９） 

 原子力規制委員会は，降下火砕物の影響評価に関する検討チームなどを設15 

置してさらに検討を重ねた結果，平成２９年９月２０日の委員会において，既

往最大に基づき策定されたセントヘレンズ観測値に代え，降灰継続時間を２

４時間と仮定（設計上考慮することとしている降下火砕物の最大層厚が２４

時間で堆積すると仮定）して平均濃度を算定する手法，又は噴火継続時間を

２４時間とした場合の最大濃度を算定する手法，又は噴火継続時間を２４時20 

間とした場合の最大濃度を数値シミュレーションにより算定する手法により

算定した「気中降下火砕物」（運用期間中に想定される火山事象により原子

力発電所に降下する気中降下火砕物の単位体積当たりの質量で，粒径ごとの

気中濃度の総和）を設計及び運用等による安全施設の機能維持が可能か否か

を評価するための基準として用いること等を内容とする規則等の改正がされ25 

た。なお，同改正においては，既に新規制基準適合性に係る保安規定の変更の
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許可を受けている者は，平成３０年１２月３１日までの間はなお従前の例に

よるとの経過措置が定められた。 

参加人は，上記の原子力規制委員会による規則等の改正に対応するための

対策を検討実施した結果，平成２９年１２月，非常用ディーゼル発電機の吸

気フィルタについて，新たに火山灰フィルタを準備した。火山灰フィルタは，5 

降灰開始前に非常用ディーゼル発電機の吸気消音器に設置して使用するもの

で，火山灰フィルタ本体の内部に複数枚のカートリッジ式フィルタを装着し，

塞ぎ板を利用してフィルタ交換中の降下火砕物の流入を防ぎながら，非常用

ディーゼル発電機の運転継続中にフィルタを順次交換する仕組みになってい

る。また，高性能フィルタが開発されたことから，これを採用した改良型のカ10 

ートリッジ式フィルタに変更することとした。新たな高性能フィルタは，フィ

ルタの形状を従来の平面型からひだ状に折り込んだブリーツ形状に変更して

フィルタの有効面積を増大させるとともに，フィルタの目合いを小さくして

捕集能力を向上させたもので，３．１ｇ／㎥の大気中濃度に対して閉塞時間

は２５７分程度に向上することになった。フィルタの捕集率は，従前のフィル15 

タでは，粒径１２０μｍ以上の降下火砕物に対して９０％以上であったとこ

ろ，新たな高性能フィルタでは性能把握試験において，川内原発の敷地で想

定する堆積厚さ１５㎝の降灰に対応する粒径分布（粒径１２０μｍの降灰に

対応する粒径分布（粒径１２０μｍ以下を含む。））の火山灰に対して９９．

９％との結果が得られた。これにより，１系統については平成３０年３月に変20 

更を完了し，残る１系統についても同年７月に変更を完了したことにより，参

加人は，川内原発の敷地で想定される３３．４ｇ／㎥の降下火砕物の大気中

濃度に対しても，非常用ディーゼル発電機２系統を同時に機能維持できるよ

う対策を完了した。 

(3) 参加人が作成した「実用発電用原子炉に係る発電用原子炉設置者の重大事故25 

の発生及び拡大の防止に必要な措置を実施するために必要な技術的能力に係る
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審査基準」に係る適合状況説明資料（甲Ｂ５１）には，「粒径の小さい浮遊性

粒子については吸い込む可能性があるが，その大気中の濃度は想定が困難であ

る。なお，浮遊性粒子の吸い込みを考慮した場合，浮遊性粒子は降下速度が比

較的遅いことや，粒径が小さいことで目詰まりし難いことから，フィルタは容

易には閉塞しないと考えられる。」とする記載がある。 5 

                          以 上 
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平成２６年 

甲Ｂ１４ 高橋正樹 東洋経済ＯＮＬＩＮＥ「火山

影響評価は科学的とはいえな

い」川内原発審査の問題② 

平成２６年 

甲Ｂ１５ 高橋正樹 超巨大噴火は予知できるか 平成２６年 

甲Ｂ２３ 小屋口剛博 陳述書 平成２８年 

甲Ｂ２５ 須藤靖明 陳述書 平成２７年 

甲Ｂ２７ 町田洋 陳述書 平成２８年 

甲Ｂ３８ 須藤靖明・甫守一樹 川内原発 火山影響評価の問

題点 

平成２８年 

甲Ｂ４９ 木下紀正 陳述書 平成２８年 

甲Ｂ５３ 小山真人 原子力規制―火山影響評価ガ

イドの問題点から考える（講

演の文字起こし） 

平成２７年 

甲Ｄ２０ 金子克哉 阿蘇４巨大噴火のマグマ発生

と噴火推移 

平成２６年 
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甲Ｄ２３ 下司信夫 大規模火砕流噴火と陥没カル

デラ：その噴火準備と噴火過

程 

平成２８年 

甲Ｄ２６ 京都大学防災研究所

（担当：井口正人） 

平成２５年度年次報告 平成２５年 

甲Ｂ２９ 篠原宏志ほか 火山研究解説集：薩摩硫黄島 平成２０年 

甲Ｄ３３ 須藤靖明ほか 阿蘇火山の地盤変動とマグマ

溜まり－長期間の変動と圧力

源の位置－ 

平成１８年 

甲Ｄ４３ 中山光弘ほか 支笏カルデラ形成噴火に先行

する噴火は存在するか 

平成２７年 

甲Ｄ５９ 小屋口剛博 小林名誉教授の報告書につい

て 

平成２９年 

甲Ｄ６０ 町田洋 陳述書（巨大噴火の前兆に関

する小林報告書への私見） 

平成２９年 

甲Ｄ６１ 匿名 小林哲夫氏「カルデラ噴火の

前兆現象に関する地質学的研

究」に関するコメント 

平成２９年 

甲Ｄ８９ 須藤靖明 陳述書 平成３０年 

甲Ｄ９２ 津久井雅志・荒牧重

雄 

姶良火砕噴火のマグマ溜り 平成２年 

甲Ｄ１１８ 藤井敏嗣 季刊 消防防災の科学 

「３．火山噴火予知につい

て」 

平成２２年 

甲Ｄ１２５ 藤田英輔 火山噴火予知研究の現状と今 平成２１年 
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後の課題 

甲Ｄ１４８ 長岡優ほか 地震波干渉法による霧島山の

ＶＳＶ，ＶＳＨ構造 

平成３０年 

甲Ｄ１５２ 三ケ田均 意見書 平成３０年 

甲Ｄ１５７ Ｊａｃｏｂ Ｂ．Ｌ

ｏｗｅｎｓｔｅｒｎ 

et  aｌ． 

Ｐｒｏｂｉｎｇ Ｍａｇｍａ 

Ｒｅｓｅｒｖｏｉｒｓ Ｔｏ 

Ｉｍｐｒｏｖｅ Ｖｏｌｃａ

ｎｏ Ｆｏｒｅｃａｓｔｓ 

平成３０年 

甲Ｄ１５８ 井口正人ほか 桜島昭和火口噴火開始以降の

ＧＰＳ観測－２０１２～２０

１３年－ 

平成２５年 

甲Ｄ１５９

の１・２ 

火山噴火予知連絡会

火山活動評価検討会 

中長期的な噴火の可能性の評

価について－監視・観測体制

の充実等の必要な火山選定－ 

平成２１年 

甲Ｄ１６２ 国立研究開発法人 

産業技術総合研究所 

平成２８年度原子力規制庁委

託成果報告書 火山影響評価

に係る技術知見の整備 

平成２９年 

甲Ｄ１６３ 中山光弘ほか 桜島火山の噴火活動様式とマ

グマ供給系の２０世紀からの

変化とその意義 

平成２３年 

甲Ｄ１６４ 森脇広 テフラと古環境の編年に基づ

く巨大カルデラの第四紀地殻

変動の解明 

平成２４年 

甲Ｄ１７２ 永石良太ほか 阿蘇・草千里ヶ浜火山のマグ

マだまりの温度圧力条件：鉱

平成２９年 
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物・メルト包有物組成による

推定 

甲Ｄ１９１ Ｈｉｒｏｓｈｉ Ｍ

ｏｒｉｗａｋｉ ｅ

ｔ ａｌ． 

Ｔｈｅ ｒｏｌｅ ｏｆ ｔ

ｅｐｈｒａｓ ｉｎ ｄｅｖ

ｅｌｏｐｉｎｇ ａ ｈｉｇ

ｈ－ｐｒｅｃｉｓｉｏｎ ｃ

ｈｒｏｎｏｓｔｒａｔｉｇｒ

ａｐｈｙ ｆｏｒ ｐａｌａ

ｅｏｅｎｖｉｒｏｎｍｅｎｔ

ａｌ ｒｅｃｏｎｓｔｒｕｃ

ｔｉｏｎ ａｎｄ ａｒｃｈ

ａｅｏｌｏｇｙ ｉｎ ｓｏ

ｕｔｈｅｒｎ Ｋｙｕｓｈ

ｕ， Ｊａｐａｎ， ｓｉｎ

ｃｅ ３０，０００ ｃａ

ｌ． 

平成２８年 

甲Ｄ１９３ ＩＡＥＡ ＩＡＥＡ―ＴＥＣＤＯＣ－１

７９５ 

平成２８年 

乙Ｄ５ 火山工学入門 土木学会地盤工学委員会火山

工学研究小委員会編集 

平成２１年 

乙Ｄ１０

（丙Ｂ３

７） 

安田敦ほか 姶良火砕噴火のマグマ溜まり

深度 

平成２７年 

乙Ｄ１１ 東宮昭彦 マグマ溜まり：噴火準備過程

と噴火開始条件 

平成２８年 
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乙Ｄ１６の

１・２ 

（丙Ｂ２

９） 

長岡信治 ＴＨＥ ＬＡＴＥ ＱＵＡＴ

ＥＲＮＡＲＹ ＴＥＰＨＲＡ 

ＬＡＹＥＲＳ ＦＲＯＭ Ｔ

ＨＥ ＣＡＬＤＥＲＡ ＶＯ

ＬＣＡＮＯＥＳ ＩＮ ＡＮ

Ｄ ＡＲＯＵＮＤ ＫＡＧＯ

ＳＨＩＭＡ ＢＡＹ，ＳＯＵ

ＴＨＥＲＮ ＫＹＵＳＨＵ，

ＪＡＰＡＮ 

昭和６３年 

乙Ｄ２５ 小林哲夫 桜島Ｎｏ．２０（鹿児島大学

文理学部・理学部地学科・地

球コース 同窓会誌） 

平成２８年 

乙Ｄ２７

（丙Ｂ３

０） 

小林哲夫ほか 大規模カルデラ噴火の前兆現

象－鬼界カルデラと姶良カル

デラ 

平成２２年 

乙Ｄ２９ 山崎孝治 天気の科学（５）ジェット気

流 

平成２６年 

乙Ｄ４５ 小林哲夫 カルデラ噴火の前兆現象に関

する地質学的研究 

平成２９年 

乙Ｄ５２ 大倉敬宏 測地学的手法による火山活動

の観測について 

平成２９年 

乙Ｄ５３ 井口正人 地震波トモグラフィーによる

姶良カルデラ周辺の地震波速

度構造調査結果及び姶良カル

デラの状態について 

平成３０年 
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乙Ｄ５４の

１・２ 

Ｊａｍｅｓ Ｈｉｃ

ｋｅｙ ｅｔ ａ

ｌ． 

Ｔｈｅｒｍｏｍｅｃｈａｎｉ

ｃａｌ ｃｏｎｔｒｏｌｓ 

ｏｎ ｍａｇｍａ ｓｕｐｐ

ｌｙ ａｎｄ ｖｏｌｃａｎ

ｉｃ ｄｅｆｏｒｍａｔｉｏ

ｎ： ａｐｐｌｉｃａｔｉｏ

ｎ ｔｏ Ａｉｒａ ｃａｌ

ｄｅｒａ， Ｊａｐａｎ 

平成２８年 

乙Ｄ５６の

１・２ 

安部祐希 レシーバーファンクション解

析による日本の九州にある阿

蘇カルデラ下の地殻内の低速

度領域 

平成２９年 

乙Ｄ８４ 斎藤元治 火山ガスと噴火メカニズムに

ついて 

平成３０年 

乙Ｄ８５ 下司信夫 カルデラを形成するマグマ溜

まりの定置条件 

平成３０年 

乙Ｄ１０１ 山﨑晴雄 意見書 平成３０年 

乙Ｄ１０４ 及川輝樹 降下火砕物と等層厚線図の書

き方 

平成３０年 

乙Ｄ１０５ 三好雅也 中部九州阿蘇火山におけるマ

グマ供給系の変遷：岩石・地

球科学的研究による制約 

平成３０年 
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乙Ｄ１１８ Ｋｅｉｇｏ Ｙａｍ

ａｍｏｔｏ ｅｔ 

ａｌ． 

Ｖｅｒｔｉｃａｌ Ｇｒｏｕ

ｎｄ Ｄｅｆｏｒｍａｔｉｏ

ｎ Ａｓｓｏｃｉａｔｅｄ 

ｗｉｔｈ ｔｈｅ Ｖｏｌｃ

ａｎｉｃ Ａｃｔｉｖｉｔｙ 

ｏｆ Ｓａｋｕｒａｊｉｍａ 

Ｖｏｌｃａｎｏ， Ｊａｐａ

ｎ ｄｕｒｉｎｇ １９９６

－２０１０ ａｓ Ｒｅｖｅ

ａｌｅｄ ｂｙ Ｒｅｐｅａ

ｔｅｄ Ｐｒｅｃｉｓｅ Ｌ

ｅｖｅｌｉｎｇ Ｓｕｒｖｅ

ｙｓ 

平成２４年 

丙Ｂ１８ 

 

町田洋，新井房夫 新編火山灰アトラス〔日本列

島とその周辺〕 

平成２３年 

丙Ｂ２３ 前野深 カルデラとは何か：鬼界大噴

火を例に 

平成２６年 

丙Ｂ２７ 中田節也 火山噴火の規則性とその意味 平成２６年 

丙Ｂ２８ 小林哲夫・矢野徹 南九州の地質・地質構造と温

泉 

平成１９年 

丙Ｂ２９ 乙Ｄ１６と同じ   

丙Ｂ３０ 小林哲夫 ほか 大規模カルデラ噴火の前兆現

象－鬼界カルデラと姶良カル

デラ－ 

平成２２年 

丙Ｂ３１ 荒牧重雄 カルデラ噴火の地学的意味 平成１５年 
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丙Ｂ３２ 鍵山恒臣編 地球科学の新展開３ マグマ

ダイナミクスと火山噴火 

平成１５年 

丙Ｂ３３ 東宮昭彦 実験岩石学的手法で求めるマ

グマ溜まりの深さ 

平成９年 

丙Ｂ３４

（乙Ｄ１７

の１） 

Ｏｌｉｖｅｒ Ｒｏ

ｃｈｅ，Ｔｉｍｏｔ

ｈｙ Ｈ． Ｄｒｕ

ｉｔｔ 

Ｏｎｓｅｔ ｏｆ ｃａｌｄ

ｅｒａ ｃｏｌｌａｐｓｅ 

ｄｕｒｉｎｇ ｉｇｎｉｍｂ

ｒｉｔｅ ｅｒｕｐｔｉｏｎ

ｓ 

平成１３年 

丙Ｂ３５ 篠原宏志ほか 火山研究解説集：薩摩硫黄島 平成２０年 

丙Ｂ３６ 高橋正樹 超巨大噴火のマグマ溜りに関

する最近の研究活動 

平成２６年 

丙Ｂ３７ 安田敦，藤井敏嗣 姶良カルデラ噴火のマグマ溜

まり深度 

平成２６年 

丙Ｂ３８ Ｄｒｕｉｔｔ，Ｔ．

Ｈ ｅｔ ａｌ． 

Ｄｅｃａｄａｌ ｔｏ ｍｏ

ｎｔｈｌｙ ｔｉｍｅｓｃａ

ｌｅｓ ｏｆ ｍａｇｍａ 

ｔｒａｎｓｆｅｒ ａｎｄ 

ｒｅｓｅｒｖｏｉｒ ｇｒｏ

ｗｔｈ ａｔ ａ ｃａｌｄ

ｅｒａ ｖｏｌｃａｎｏ 

平成２４年 

丙Ｂ４２ 小林哲夫ほか 桜島火山地質図（第２版） 平成２５年 

丙Ｂ４３ 小林哲夫，溜池俊彦 桜島火山の噴火史と火山災害

の歴史 

平成１４年 

丙Ｂ４５ 井口正人ほか 桜島昭和火口噴火開始以降の 平成２３年 
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ＧＰＳ観測 ２０１０～２０

１１年 

丙Ｂ４９ 山本圭吾ほか 水準測量によって測定された

桜島火山周辺域の地盤上下変

動－２０１２年１１月および

１２月測量の結果－ 

平成２５年 

丙Ｂ５３ 鍵山恒臣ほか 霧島火山群の構造とマグマ供

給系 

平成９年 

丙Ｂ５４ Ｇｏｔｏ，Ｔ．ｅｔ 

ａｌ． 

Ｔｈｅ ｒｅｓｉｓｔｉｖｉ

ｔｙ ｓｔｒｕｃｔｕｒｅ 

ａｒｏｕｎｄ ｔｈｅ ｈｙ

ｐｏｃｅｎｔｒａｌ ａｒｅ

ａ ｏｆ ｔｈｅ Ｅｂｉｎ

ｏ ｅａｒｔｈｑｕａｋｅ 

ｓｗａｒｍ ｉｎ Ｋｙｕｓ

ｈｕ ｄｉｓｔｒｉｃｔ，Ｊ

ａｐａｎ 

平成９年 

丙Ｂ５８ 西潔ほか 南九州の３次元地震波速度構

造 

平成１３年 

丙Ｂ６２ 前野深ほか 鬼界カルデラにおけるアカホ

ヤ噴火以降の火山活動史 

平成１３年 

丙Ｂ６３ 井口正人ほか 鬼界カルデラの地番変動 平成１４年 

丙Ｂ７０ 三好雅也ほか 阿蘇カルデラ形成後に活動し

た多様なマグマとそれらの成

因関係について 

平成１７年 
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丙Ｂ７１ Ｓｕｄｏ， Ｙ．Ｋ

ｏｎｇ Ｌ． Ｓ．

Ｌ 

Ｔｈｒｅｅ－ｄｉｍｅｎｓｉ

ｏｎａｌ ｓｅｉｓｍｉｃ 

ｖｅｌｏｃｉｔｙ ｓｔｒｕ

ｃｔｕｒｅ ｂｅｎｅａｔｈ 

Ａｓｏ Ｖｏｌｃａｎｏ，Ｋ

ｙｕｓｈｕ，Ｊａｐａｎ 

平成１３年 

丙Ｂ７５ 井口正人 九州の火山における火山噴火

予知と災害予測－インドネシ

アの火山噴火からのフィード

バック 

平成２６年 

丙Ｂ１１９ 吉田武義ほか 現代地球科学入門シリーズ７ 

火山学 

平成２９年 

丙Ｂ１２０ 荒牧重雄 カルデラ噴火の地学的意味 平成１５年 

丙Ｂ１２３ 関口悠子ほか 姶良カルデラ火山に見られる

３階のマグマ活動サイクル 

平成２６年 

丙Ｂ１２４ 鍵山恒臣 火山観測から見た霧島火山群

と加久藤カルデラ 

平成１５年 

丙Ｂ１２７ 三好雅也 研究報告６カルデラ火山地域

における大規模噴火再発の可

能性評価 

平成２４年 

丙Ｂ１４１ 榊原正幸 意見書 平成３０年 

丙Ｂ１４２ Ｂｒｉｔｔａｉｎ 

Ｅ．Ｈｉｌｌ 

伊方発電所３号機の運転期間

中における阿蘇４タイプの超

巨大噴火の可能性に関する意

見書 

平成３０年 

 


